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は じ め に

千葉市環境保健研究所は、平成５年３月、試験検査と調査研究機能を兼ね備えた科学的・

技術的中核機関として設置、保健衛生及び環境保全行政を推進するために必要な科学的根

拠となる試験検査結果を関係機関に提供して参りました。

研究所の使命は、市民の皆様が快適な環境のもとで健康な生活を送ることができるよう、

広範多岐にわたる行政施策の効果的な推進に寄与し、公衆衛生の更なる向上に貢献するこ

とにあります。

そのため、日々の業務は行政依頼の検査業務が多くの割合を占めており、精度管理に裏

付けされた正確な結果を迅速に提供することを常に心掛けております。

一方、社会状勢及び環境の変化、検査・分析技術の進歩、新興・再興感染症対策等、求

められる試験検査は多様化し、変化しています。これら新たな事案や喫緊の課題に的確に

対処するためには、専門知識と技術の蓄積、解析能力と解決策を導く能力の向上に繋がる

基礎的な調査研究の充実が重要、不可欠なことと考え、限られた人的・財政的状況にあり

ますが、人材の育成と機器の整備に取り組んでいるところです。

これらの成果は形として直ちに現れにくいものと思いますが、継続的な取り組みの中か

ら意識改革や能力開発が図られ、技術を継承、発展させることにより、地方衛生・環境研

究所としての研究所の存在感が高まるものと確信しております。

皆様方にはご理解とご支援をいただきますとともに、引き続きご指導とご鞭撻を賜りま

すようお願い申し上げます。

ここに、平成２７年度の事業実績及び調査研究を取りまとめた年報を発行いたしました。

ご高覧頂き、ご意見ご批判などお聞かせいただければ幸いに存じます。

平成２８年１２月                      

千葉市環境保健研究所

所 長 山 本 一 重
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事 業 概 要

Ⅰ 環 境 保 健 研 究 所 の 概 要





１ 沿 革

昭和４９年４月１日 千葉市環境化学センターを設置し、環境関係の試験検査を開始。

昭和６３年４月１日 保健所法政令市移行に伴い、千葉市保健所検査課で公衆衛生の試験検査を開

始。

平成 ４年４月１日 地方自治法の政令指定都市移行に伴い、保健所検査課理化学部門、保

健所食品衛生課食肉部門および環境化学センターを統合して、衛生検査セン

ターを設置。

平成 ５年３月８日 保健所検査課と衛生検査センターを改組し、新たに調査研究機能を備

えた環境保健研究所を千葉市総合保健医療センター内に開設。

平成１２年４月１日 千葉市結核・感染症発生動向調査事業実施要綱の施行に伴い、医科学

課内に千葉市感染症情報センターを開設。

平成１６年４月１日 機構改革に伴い、管理課を医科学課に統合。

平成２３年４月１日 機構改革に伴い、生活科学課を医科学課に統合、課名を健康科学課に

変更。

感染症情報センターを保健所へ移設。

２ 施 設

所 在 地 千葉市美浜区幸町１丁目３番９号（千葉市総合保健医療センター内）

敷 地 面 積 １１，８３１ｍ２ （千葉市総合保健医療センター全体）

建 物 鉄骨・鉄筋コンクリート

地上５階・地下１階

延床面積 １５，２００ｍ２

（環境保健研究所専用延床面積 ４，１８３ｍ２）

建築期間 平成２年６月 ～ 平成５年３月

開 所 年 月 日 平成５年３月８日

JR京葉線千葉みなと駅より徒歩５分  千葉都市モノレール千葉みなと駅より徒歩５分

ＪＲ京葉線
千葉みなと駅

ＪＲ総武線

京成線
千葉駅

新千葉駅

千葉市環境保健研究所
千葉市総合医療センター内

NTT

千葉銀行

千葉市役所

コミュニティセンター

ホテル

千葉都市モノレール

市役所前駅

至東京

至東京

至蘇我

国道16号線

至木更津

至成田

みなと公園

国道14号、357号

－ 3 －



３　行政組織図と環境保健研究所の各課事務分掌

・所の予算及び経理に関すること

・所に係る使用料及び手数料の徴収に関すること

・所内の連絡及び調整に関すること

・所内他の課の所管に属さない事項に関すること

・健康危機に係る検査体制に関すること

・臨床病理学的検査及び調査研究に関すること

・真菌の検査及び調査研究に関すること

・細菌学的検査及び調査研究に関すること

・ウイルス及びリケッチアの検査及び調査研究に関すること

・寄生虫学的検査及び調査研究に関すること

・食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥検査

のうち、精密な検査を要する微生物学的、病理学的検査及び理化学的

・と蓄場法に規定する獣畜の検査のうち、精密な検査を要する微生物

学的、病理学的検査及び理化学的検査に関すること

・

・食品中の添加物の検査及び調査研究に関すること

・食品の栄養分析及び調査研究に関すること

・食品中に残留する農薬、動物用医薬品等の検査及び調査研究に関する

こと

・組換えＤＮＡ技術応用食品の検査及び調査研究に関すること

・食品衛生に関するその他の理化学的検査及び調査研究に関すること

・医薬品等の検査及び調査研究に関すること

・家庭用品の検査及び調査研究に関すること

・飲料水の検査及び調査研究に関すること

・公衆浴場水の検査及び調査研究に関すること

・プール水の検査及び調査研究に関すること

・室内空気中の化学物質の検査及び調査研究に関すること

・各種成績表の発行に関すること

・試験検査の統計に関すること

・ばい煙、粉じん等の発生源に係る測定及び調査研究に関すること

・環境大気に係る測定及び調査研究に関すること

・悪臭成分の測定及び調査研究に関すること

・騒音・振動の測定及び調査研究に関すること

・河川、海域、湖沼等の公共用水域の水質及び底質の検査並びに調査

研究に関すること

・公共用水域に排出する工場排水の水質及び底質の検査並びに調査

研究に関すること

・土壌汚染の検査及び調査研究に関すること

・産業廃棄物の検査及び調査研究に関すること

環境科学課

健康科学課

生活衛生課

感染症対策課

食品安全課

（平成２８年４月１日現在）

保健福祉局

感染症等の疫学的調査研究に関すること

検査に関すること

総務課

健康企画課

健康支援課

健康部

環境衛生課

保健所

健康保険課

環境保健研究所

－ 4 －



［突発的なもの］［年間計画に基づくもの］ ［市民等からの依頼］ ［関係機関］ ［主な法令等］

健康支援課

　原子爆弾被爆者

保健所 　に対する援護に

　関する法律

特定感染症検査等 総務課

      (HIV検査)

 感染症の予防及び
 感染症の患者に対
 する医療に関する

 結核・感染症発生動向 感染症対策課  法律

 調査

食品等

(収去等によるもの） 食品安全課

食中毒・食品 食品衛生法
の苦情

 水道水・プール水・

 浴槽水等

水道法
保健所

飲料水・プー  有害物質を含有す
ル水等の苦情 環境衛生課  る家庭用品の規制

家庭用品等  に関する法律

（試買等によるもの）  建築物における衛

 生的環境の確保に

 室内空気中化学  関する法律

 物質、飲料水等

医薬品

(収去等によるもの）

その他

苦情等

 厚生労働省健康

 危機管理基本指針

 千葉市健康危機

 管理基本指針

母子保健法

被爆者健診

教育委員会

関係部局

学校給食食材

保健所総務課

水質汚濁防止法等

４－１　検査業務の流れと根拠法令（健康科学課）

三歳児健診

感染症

給食事業者等

危機管理
事例等

関係部局

薬事法

環境規制課事業場等の排水

－ 5 －



［突発的なもの］ ［行政計画に基づくもの］［関係機関］ ［主な法令等］

　 　
地下水汚染事業場

 排水基準超過

環境保全部

水質汚濁防止法

（河 川・海 域 等）

公園緑地部 （事業場排水）

事業場排水

地下水

水質汚濁防止法

（放流水）

清掃工場

放流水・廃棄物等 資源循環部

  廃棄物の処理及び清掃に関する

  法律

（廃棄物）

事業場排水 下水道管理部 下水道法等（事業場排水)

浄化センター放流水 健康部 水質汚濁防止法（放流水等）

    有害大気 大気汚染防止法

    煙道排ガス （有害大気・煙道排ガス等）

    悪臭

    降下ばいじん 環境保全部

    酸性雨

    浮遊粉じん 悪臭防止法

    アスベスト （悪臭等）

苦情等 関係部局

４－２　検査業務の流れと根拠法令（環境科学課）

危機管理事例等 関係部局

河川・海域

千葉市健康危機管理基本指針
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24

12

37

所長（獣医師）

主任技師(化学他)4

所

課長(薬剤師)

所長（獣医師）所長（獣医師）

健康科学課

平成26年度

課長(薬剤師)健康科学課

4

所長

健康科学課 2

環境科学課

8

2計

3

環境科学課

2

102

計

13

36

1

22

0

5

10

22

86 5

4

5

1

1

1

1

35

12

1

3

12

15

3

11

14

3

12

157

9 7

19

主任主事(事務)1

主任獣医師 3

主任薬剤師 3

補佐(事務)1

主査(薬剤師)3

副主査(事務)1

主任薬剤師 3

主任技師(化学)3

獣医師 2

平
成

1

1

所長

年
度

健康科学課

計

所

主査(薬剤師)4

補佐(事務)1

健康科学課

環境科学課

平成28年度

主任臨床検査技師 3

2 3

平成27年度

所

2

所長 1

2 2

健康科学課

環境科学課

課長(薬剤師)

補佐(事務)1

主任主事(事務)1

主任獣医師 2

主任薬剤師 3

主任臨床検査技師 3

臨床検査技師 1臨床検査技師 1

主査(獣医師)1

主任臨床検査技師 6

主任技師(化学他)4

獣医師 1

薬剤師 2

臨床検査技師 1

課長(化学)

薬剤師 2

環境科学課 環境科学課

補佐(臨床検査技師)1

主査(化学)1

主任技師(化学)7

技師(化学)3

課長(化学)

補佐(化学)1

主査(化学)1

主査補(化学)2

主査(化学)1

主査補(化学)1

副主査(化学)1

主任技師(化学)3

技師(化学)4

技術職
(その他)

５　職員構成　( 平成28年度・27年度・26年度 )

副主査(化学)1

主任技師(化学)4

技師(化学)2

主査(薬剤師)4

課長(化学)

補佐(臨床検査技師)1

計

事務 獣医師 薬剤師
臨床

検査技師
技術職

（化学）

平
成

２８

年
度

1

1

２７

年
度

平
成

２６
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６ 予算･決算 （平成 28 年度・27 年度・26年度）

（１）歳入                                （単位：千円）

款 項 目 節
平成 28年度 平成 27年度 平成 26年度 備考

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

使用料及

び手数料
手数料

衛生

手数料

保健衛生

手数料
21,333 - 21,333 7,690 21,333 7,789

水質

検査

等収

入

（２）歳出（予算額：当初予算額）                    （単位：千円）

款 項 目 節
平成 28年度 平成 27年度 平成 26年度

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

衛生費
保健衛生

費

環境保健

研究所費
93,497 89,665 86,235 87,273 78,518

共済費 55 54 84 53 52

賃金 3,301 3,242 4,677 3,190 3,180

報償費 0 0 0 0 0

旅費 925 928 903 847 745

需用費 40,862 39,782 38,586 38,164 36,929

（消耗品費） 1,327 1,588 1,464 1,698 1,613

（燃料費） 75 77 46 75 74

（食糧費） 0 0 0 0 0

（印刷製本費） 0 26 0 26 0

（光熱費） 85 85 62 85 64

（修繕費） 6,000 7,000 6,765 5,291 4,621

（医薬材料費） 33,375 31,006 30,249 30,989 30,557

役務費 420 420 69 419 83

（通信運搬費） 51 51 51 50 25

（手数料） 369 369 18 369 58

委託費 27,221 25,780 24,500 29,122 27,081

使用料及び賃

借料
1,052 1,022 1,015 1,041 1,015

備品購入費 19,285 18,061 16,058 14,076 9,104

負担金補助金

及び交付金
376 376 343 361 329

公課費 0 0 0 0 0

－ 8 －



７ 主要備品（平成 27 年度）

品     名 型     式 台数（台）

ガスクロマトグラフ 島津 GC-14B 他 6

ガスクロマトグラフ質量分析計

          （汎用） 日本電子 Automass Sun200、島津 GCMS-QP2010 2

（カビ臭測定） 島津 GCMS-QP2010 Purge Trap 1

（有害大気汚染物質測定） 島津 GCMS-QP2010 ultra システム 1

（GPC ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ付農薬測定） 島津 GCMS-QP2010 Prep-Q 1

（有機塩素化合物測定） 島津 GCMS-QP5050nc システム 1

（揮発性有機化合物測定） 島津 GCMS-QP2010 ultra システム HS-20 1

島津 GCMS-QP2010 システム TurboMatrix HS40 1

高速液体クロマトグラフ 島津 LC-10 シリーズ、日本分光 2000 シリーズ 他 7

高速液体クロマトグラフ質量分析計 ウォーターズ Quattromicro API システム 1

ポストカラム高速液体クロマトグラフ

（カーバメート系農薬測定） 島津 LC-10 シリーズ 1

（シアン測定） 島津 LC-10 シリーズ 1

（臭素酸測定） 島津 LC-10 シリーズ 1

イオンクロマトグラフ ダイオネックス DX-320、AQ-2211 2

高周波誘導結合プラズマ質量分析計 パーキンエルマージャパン DRC-e、DRC-Ⅱ 2

高周波誘導結合プラズマ発光分析計 バリアンテクノロジーズ VISTA-PRO 1

赤外分光光度計 日本分光 VALOR-Ⅲ 他 2

分光光度計 島津 UV-2450 他 4

透過型電子顕微鏡 日立 H-7100 1

走査型電子顕微鏡 日立 S-4100 1

アスベスト測定用位相差分散顕微鏡 Nikon Eclipse 80i 1

遺伝子増幅分析装置（定量 PCR 装置） ABI 7300 他 3

遺伝子配列解析装置 ABI Prism310-NT 1

PCR 遺伝子増幅装置 ABI GeneAmp PCR System 9700 他 8

有機体炭素測定装置 島津 TOC-Vcph 1

水銀分析装置 日本インスツルメンツ RA-3A・SC-20 1

周波数分析器 リオン SA-28 1

レベルレコーダー リオン LR-06 2

超遠心分離機 日立 himac CP80α 1

高速冷却遠心機 トミー suprema21 他 3

オートクレーブ ヒラサワ AⅡV-4E 他 7

培養器 ヒラサワ NX-1 他 10

超低温フリーザー サンヨー MDF-U581ATR 他 8

超音波洗浄器 シャープ、東京超音波 他 5

マイクロウェーブ分解装置 Milestone Ethos 1

固相抽出用定流量ポンプ 日本ウォーターズ Sep-Pak Concentrator Plus 3

渦流式濃縮器 ザイマーク ターボバップ 500、LV 6

パルスフィールドゲル電気泳動装置 Bio Rad CHEF Mapper 1

放射能測定装置

(ゲルマニウム半導体検出器)

キャンベラジャパン GC2020-7500SL-2002CSL １

－ 9 －



８　購読雑誌（平成27年度）

和　　　　書 洋　　　　書

エネルギーと環境 Journal of Infectious Diseases

環境と測定技術

質量分析

食品衛生学雑誌

食品衛生研究

全国環境研会誌

大気環境学会誌

日本食品微生物学会雑誌

ぶんせき

分析化学

保健衛生ニュース

水環境学会誌

臨床と微生物
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（１） 健康科学課（細菌班・ウイルス班）

開催月 開催地

5月 東京都

7月 宮城県

山梨県

神奈川県

10月 埼玉県

山梨県

東京都

長崎県

11月 東京都

神奈川県

東京都

東京都

東京都

神奈川県

12月 山梨県

東京都

1月 東京都

２月 千葉県

静岡県

東京都

東京都

東京都

3月 群馬県

ザルトリウス・金曜セミナー

川崎市健康安全研究所職員研修会

ボツリヌス症の細菌学的検査に関する講習会

第36回日本食品微生物学会学術総会

ザルトリウス・金曜セミナー

平成27年度(第54回)千葉県公衆衛生学会

９　会議・学会・研修会等への参加（平成27年度）

第3回日本医師会・日本獣医師会による連携シンポジウム

平成27年度動物由来感染症対策技術研修会

会議・学会・研修会等の名称

平成27年度病原体等の包装・運搬講習会

平成27年度九都県市新型インフルエンザ等感染症対策研修会

第66回地方衛生研究所全国協議会総会

平成27年度（第30回）地研全国協議会関東甲信静支部ウイルス研究部会

衛生微生物技術協議会総会及び第36回研究会

地方衛生研究所全国協議会関東甲信静支部総会

平成27年度群馬県衛生環境研究所・食品安全検査センター業績発表会

平成27年度「地域保健総合推進事業」に係る関東甲信静ブロック専門家会議

平成27年度短期研修「新興再興感染症技術研修」

平成27年度厚生労働科学研究（食品の安全確保推進研究）シンポジウム

平成27年度狂犬病予防業務担当者会議

感染症制御セミナー

平成27年度希少感染症診断技術研修会

平成27年度「地域保健総合推進事業」に係る関東甲信静ブロック
リファレンスセンター連絡会議

平成27年度地研全国協議会関東甲信静支部細菌研究部会第28回総会・研究会
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（１） 健康科学課（食品化学班）

開催月 開催地

4月 埼玉県

東京都

千葉県

5月 東京都

東京都

千葉県

千葉県

東京都

6月 埼玉県

9月 千葉県

千葉県

10月 神奈川県

京都府

東京都

東京都

11月 千葉県

12月 静岡県

1月 埼玉県

2月 千葉県

神奈川県

東京都

神奈川県

3月 千葉県

平成27年度地方衛生研究所全国協議会衛生理化学分野研修会

2016マイクロ波試料前処理装置ユーザートレーニング

平成27年度水道水質検査精度管理に関する研修会

サーモフィシャーサイエンティフィック　Dionex　IC技術説明会　2015

平成27年度第2回水質検査担当者研修会

第52回全国衛生化学技術協議会年会

第29回公衆衛生情報研究協議会研究会

平成27年度(第54回)千葉県公衆衛生学会

平成27年度地方衛生研究所全国協議会関東甲信静支部理化学研究部会総会・
研究会

フードセーフティージャパン2015

分析展・科学機器展2015

平成27年度関東・東海ブロック家庭用品安全対策会議

第110回日本食品衛生学会学術講演会

平成27年度健康危機対策基礎研修会

平成27年度水質検査精度管理研修会

平成27年度食品安全行政講習会

平成27年度第1回水質検査担当者研修会

会議・学会・研修会等の名称

第109回日本食品衛生学会学術講演会

平成27年度機器分析研修

平成27年度特定機器分析研修

水質分析セミナー2015

食中毒調査・食品表示法に係る研修会

平成27年度食品衛生検査施設信頼性確保部門責任者等研修会
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（２）環境科学課

開催月 開催地

5月 東京都

6月 東京都

北海道

7月 山梨県

8月 東京都

東京都

9月 福岡県

東京都

10月 長野県

東京都

東京都

東京都

11月 静岡県

東京都

12月 東京都

1月 東京都

千葉県

東京都

東京都

2月 千葉県

埼玉県

茨城県

東京都

化学物質環境実態調査環境科学セミナー

環境調査研修所　大気分析研修

第31回全国環境研究所交流シンポジウム

平成27年度関東地方環境対策促進本部大気環境部会第4回浮遊粒子状物質調査会議

平成27年度(第54回)千葉県公衆衛生学会

平成27年度全国環境研協議会関東甲信静支部大気専門部会

平成27年度関東地方環境対策促進本部大気環境部会第3回浮遊粒子状物質調査会議

第42回環境保全・公害防止研究発表会

東京都環境科学研究所公開研究発表会

助成金大気分野成果発表会

千葉県アスベスト問題対策研修会

日本分析化学会　第64回年会

第1230回ＧＣＭＳ操作講習会

第56回大気環境学会

平成27年度全国環境研協議会関東甲信静支部水質専門部会

緊急時環境調査機関ネットワーク準備会合

平成27年度全国環境研協議会関東甲信静支部水質専門部会東京湾連絡会

サーモフィシャーサイエンティフィック　Dionex　IC技術説明会　2015

会議・学会・研修会等の名称

サーモフィシャーエレメンタルセミナー

平成27年度関東地方環境対策促進本部大気環境部会第1回浮遊粒子状物質調査会議

第24回環境化学討論会

平成27年度環境測定分析統一精度管理関東甲信静支部ブロック会議

平成27年度関東地方環境対策促進本部大気環境部会第2回浮遊粒子状物質調査会議
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（２） 環境科学課

開催月 開催地

3月 徳島県

山梨県

１０　研修会等の実施（平成２７年度)

（１）夏休み教室

対象者 参加者数

小学校５・６年生 １０名

小学校５・６年生 ８名

対象者 参加者数

中学校２年生以上
高校生まで

１２名

開催日：平成２７年７月２４日

第50回日本水環境学会年会

平成27年度関東地方環境対策促進本部大気環境部会浮遊粒子状物質調査会議講
演会

会議・学会・研修会等の名称

担当課

健康科学課

　テーマ・概要

　テーマ・概要 担当課

健康科学課
環境科学課

生命・医療系コース
「千葉市の環境・保健衛生最前線」

環境科学課

（２）千葉市未来の科学者育成プログラム
開催日：平成２７年８月１７日

びっくり電池とスライムを作ろう

　　 光るイクラをつくろう！
　　 知らずに食べていませんか
　　 ～食品添加物の性質～
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事 業 概 要

Ⅱ 各 課 の 事 業 概 要





１ 健康科学課

健康科学課は、細菌、ウイルス、臨床（表 1-1）

及び理化学検査に関する試験検査業務を実施し調査

研究、並びに研究所の管理運営を行っている。

細菌検査では、食中毒、苦情食品、収去食品、飲

料水、プール水、河川水、浴槽水及び結核・感染症

発生動向調査事業等に係る試験検査及び調査研究を

行っている。

ウイルス検査では、結核・感染症発生動向調査事

業に係る検査と調査研究、並びに食中毒及び感染症

の集団発生時の検査を実施している。

臨床検査では、三歳児健康診査、被爆者健康診断

に係る検査の他、特定感染症検査等事業実施要綱に

基づき HIV 抗体検査等を実施している。

理化学検査では、食品、家庭用品等について GLP

（検査結果の信頼性を担保するための検査業務管理

制度）に則した試験検査のほか、食中毒・苦情食品

等の理化学検査や飲料水及びプール水等の水質検

査、医薬品等検査、室内空気中の化学物質検査など

を実施している。

（１）細菌検査

ア 病原細菌検査

赤痢予防対策実施要綱に基づき、給食従事者及び

保健所職員の定期検便等を実施した（表 1-2）。赤痢

菌、チフス菌及び腸管出血性大腸菌等の病原菌は検

出されなかった。

感染症法に基づき、感染症発生時に細菌検査を実

施した（表 1-3）。

イ 食中毒発生時及び苦情食品の検査

食中毒及び苦情に伴う患者便、食品、拭き取り等

について原因菌の検索を行った（表 1-4）。原因菌と

して、カンピロバクター属菌が検出された。

ウ 収去食品等の細菌検査

食品衛生法に基づく規格基準、千葉市の指導基準

及び食品の汚染状況に係る細菌検査を実施した（表

1-5）。

エ 水質検査

水道法に基づく飲料水検査、千葉市遊泳用プール

指導要綱に基づくプール水検査及び環境基本法等に

基づく事業場排水、河川水、海水、海水浴場水の検

査を実施した。また、公衆浴場法及び特定建築物維

持管理指導要綱に基づき、浴槽水、冷却塔水等のレ

ジオネラ検査を実施した。

水質細菌検査の種類及び項目数については、表

1-6のとおりである。

（２）ウイルス検査

ア 結核・感染症発生動向調査事業に係るウイル

ス検査（表 1-7）

(ｱ) 麻疹ウイルス及び風疹ウイルス検査

保健所から依頼された咽頭ぬぐい液 41検体、血液

42 検体及び尿 33 検体の計 116 検体について実施し

た。その結果、麻疹ウイルス A 型（ワクチン株）が

1症例 1検体から検出された。

(ｲ) デングウイルス及びチクングニアウイルス

検査

保健所から依頼された血液 11検体、尿 2 検体及び

咽頭ぬぐい液3検体の計16検体について検査を実施

した。その結果、デングウイルス 2型が 1検体、デ

ングウイルス 3 型が 3検体から検出された。

(ｳ) その他のウイルス検査

保健所及び病原体定点から依頼された咽頭ぬぐい

液、糞便及び髄液等 479 検体について検査を実施し

た。

イ 食中毒及び感染症の集団発生時のウイルス

検査（表 1-8）

食中毒及び感染症の集団発生時の食品、糞便及び

拭き取り検体について、ノロウイルス及びその他の

ウイルス検査を実施した。また、ウイルスが検出さ

れた一部の検体については遺伝子解析（シークエン

ス）を実施した。

ウ 寄生虫検査

保健所から依頼された 2検体について検査を実施

した（表1-1）。その結果、アニサキスが１検体から

検出された。

エ 蚊媒介感染症に関する定点モニタリング検

  査

保健所から依頼された蚊の虫体 21 検体（94 匹）

について、デングウイルス及びチクングニアウイル

スの検査を実施した（表 1-1）。その結果、全ての検

体で不検出であった。

（３）臨床検査

ア 三歳児健康診査

三歳児健康診査について尿検査(一次、二次)を行

った。一次検査は糖、蛋白、潜血、白血球、亜硝酸

塩、比重について、二次検査は糖、蛋白、潜血、白

血球、亜硝酸塩に沈査を追加して行った（表 1-9）。

一次検査 7,276 件のうち、有所見（糖・蛋白・潜

血が±以上、白血球・亜硝酸塩が+以上）により行っ

た二次検査数は 687 件（9.4％）であった。

イ 被爆者健康診断

被爆者健康診断に係る尿検査を行った（表 1-9）。

ウ ＨＩＶ抗体検査

特定感染症検査等事業に係る HIV 抗体検査を行っ

た。スクリーニング及び確認検査は合計 688 件であ

り、最終判定で陽性は 5 件であった（表 1-10）。
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表 1-1 平成 27年度 健康科学課（細菌・ウイルス・臨床）検査件数

表 1-2 平成 27年度 腸内細菌検査実施状況

項 目 件 数

赤痢菌、チフス菌 276

腸管出血性大腸菌等 303

計 579

表 1-3 平成 27年度 感染症発生時細菌検査実施状況

項 目 患者及び接触者等

赤痢菌 4

チフス菌 8

コレラ菌 3

腸管出血性大腸菌 44

その他 55

計 114

表 1-4 平成 27年度 食中毒発生時及び苦情食品等の細菌検査実施状況

区 分 総数 食品 糞便 吐物 ふきとり その他

検 体 数 383 15 318 0 45 5

項 目 数 5,506 175 4,646 - 675 10

検

査

項

目

生菌数 0 - - - - -

大腸菌群 0 - - - - -

E.coli 0 - - - - -

ビブリオ属菌 364 11 308 - 45 -

黄色ブドウ球菌 370 13 312 - 45 -

サルモネラ属菌 368 13 310 - 45 -

カンピロバクター 369 13 311 - 45 -

腸管出血性大腸菌 367 13 309 - 45 -

病原大腸菌 364 11 308 - 45 -

セレウス菌 382 13 314 - 45 10

ウェルシュ菌 365 11 309 - 45 -

エルシニア 364 11 308 - 45 -

エロモナス 364 11 308 - 45 -

プレジオモナス 364 11 308 - 45 -

赤痢菌 364 11 308 - 45 -

コレラ菌 364 11 308 - 45 -

チフス菌 364 11 308 - 45 -

パラチフス菌 364 11 308 - 45 -

その他の菌 9 - 9 - - -

検
出

状
況Campylobactor jejuni 12 - 12 - - -

総 計 59,697

細菌

病原細菌 693

食中毒細菌 5,506

食品細菌 1,840

結核菌 -

飲料水細菌 1,237

プール水細菌 24

河川水、放流水等の細菌 223

冷却塔水、浴槽水等 34

真菌 分離培養 -

ウイルス
分離同定(含食中毒、食品及び蚊) 1,288

HIV 抗体検査（スクリーニング） 688

寄生虫 種同定 2

臨床 尿一般 48,162
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表 1-5 平成 27年度 収去食品等の細菌検査実施状況

項目

分類

総
数

細
菌
数

大
腸
菌
群

E
.
c
o
l
i
 
M
P
N

E
.
c
o
l
i

乳
酸
菌
数

ビ
ブ
リ
オ
属
菌

腸
炎
ビ
ブ
リ
オ
最
確
数

黄
色
ブ
ド
ウ
球
菌

サ
ル
モ
ネ
ラ
属
菌

カ
ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー

腸
管
出
血
性
大
腸
菌

セ
レ
ウ
ス
菌

ウ
ェ
ル
シ
ュ
菌

リ
ス
テ
リ
ア

ク
ロ
ス
ト
リ
ジ
ウ
ム
属
菌

恒
温
試
験

腸
球
菌

V
R
E

緑
膿
菌

細
菌
試
験

抗
生
物
質

項目数 1,840 275 171 9 146 6 690 33 186 139 88 71 3 - 3 - 5 - - - 5 10

魚介類 241 23 - 9 14 - 138 33 14 - - - - - - - - - - - - 10

冷凍食品

（無加熱摂取）
4 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

冷凍食品

（凍結前加熱）
32 16 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

冷凍食品

（凍結前未加熱）
54 27 - - 27 - - - - - - - - - - - - - - - - -

魚介類加工品 227 17 19 - 15 - 132 - 12 10 7 15 - - - - - - - - - -

肉卵類及び

その加工品
320 35 5 - 25 - 66 - 49 78 37 24 1 - - - - - - - - -

乳製品 34 6 19 - - 6 - - - - - - - - 3 - - - - - - -

アイスクリーム類

氷菓
20 10 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

穀類及び

その加工品
426 53 16 - 37 - 198 - 53 33 33 1 - - - - 1 - - - 1 -

野菜類･果実及び

その加工品
310 34 23 - 27 - 150 - 17 17 10 30 2 - - - - - - - - -

菓子類 120 40 40 - - - - - 40 - - - - - - - - - - - - -

清涼飲料水 10 - 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

牛乳 20 10 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

加工乳（３%未満） 2 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

その他の食品 20 1 - - 1 - 6 - 1 1 1 1 - - - - 4 - - - 4 -

表 1-6 平成 27年度 水質細菌検査実施状況

検 査 項 目 件 数

飲料水

一般細菌 503

大腸菌 630

嫌気性芽胞菌 104

小 計 1,237

プール水

一般細菌 12

大腸菌群 12

小 計 24

事業場排水

大腸菌群数 98

河川水、海水

大腸菌群数（最確数） 124

海水浴場水

EHEC O157 1

小 計 223

浴槽水・冷却塔水等

レジオネラ 34

小 計 34

総 計 1,518
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表 1-7 平成 27 年度 結核・感染症発生動向調査事業に係るウイルス等検査実施状況

咽頭ぬぐい液

(うがい液含む)
鼻汁

糞便

等
髄液 尿 血液

その

他
計

検

体

数

病原体定点 38 285 17 - - - 9 349

保健所 92 11 18 22 41 72 6 262

計 130 296 35 22 41 72 15 611

検

出

状

況

インフルエンザウイルス 6 79 - - - - 4 89

エンテロウイルス - 6 - - - - - 6

コクサッキーウイルス 7 3 1 - - - 1 12

エコーウイルス 1 1 - - - - - 2

ヒトライノウイルス 6 78 - - - - - 84

ヒトコロナウイルス - 12 - - - - - 12

RS ウイルス 4 63 - - - - 1 68

ヒトメタニューモウイルス 12 36 - - - - - 48

パラインフルエンザウイルス - 24 - - - - - 24

ヒトボカウイルス - 37 - - - - 1 38

アデノウイルス 22 6 - - - - - 28

ヒトヘルペスウイルス 10 - - 1 - 2 - 13

水痘帯状疱疹ウイルス - - - - - - 1 1

ヒトパルボウイルス B19 1 - - - - 1 - 2

ムンプスウイルス - - - 1 - - - 1

麻疹ウイルス 1 - - - - - - 1

A 型肝炎ウイルス - - 2 - - - - 2

ノロウイルス - - 10 - - - - 10

サポウイルス - - 3 - - - - 3

ロタウイルス - - 1 - - - - 1

デングウイルス - - - - - 4 - 4

オリエンティア・ツツガムシ - - - - - 1 - 1

表 1-8 平成 27 年度 食中毒及び感染症の集団発生時のウイルス検査実施状況

食品 糞便 吐物 拭き取り その他 計

検

体

数

食中毒 128 393 - 65 - 586

感染症 - 70 - - - 70

計 128 463 - 65 - 656

項

目

別

検

体

数

ノロウイルス 128 443 - 65 - 636

その他のウイルス（※） 7 394 - 45 - 446

遺伝子解析 5 110 - - - 115

計 140 947 - 110 - 1,197

検

出

状

況

ノロウイルス GⅠ 2 24 - - - 26

ノロウイルス GⅡ 4 131 - - - 135

サポウイルス - 25 - - - 25

アストロウイルス - 3 - - - 3

ロタウイルス - 2 - - - 2

（※）その他のウイルス：サポウイルス、アストロウイルス、ロタウイルス及びアデノウイルス
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表 1-9 平成 27 年度 臨床検査実施状況

区 分

検 査 項 目

総 数

内 訳

三歳児健診
被爆者健診

一次 二次 合計

尿

糖 8,059 7,276 687 7,963 96

蛋白 8,059 7,276 687 7,963 96

ウロビリノ－ゲン 96 - - - 96

潜血反応 8,059 7,276 687 7,963 96

白血球 7,963 7,276 687 7,963 -

亜硝酸塩 7,963 7,276 687 7,963 -

比重 7,276 7,276 - 7,276 -

沈渣 687 - 687 687 -

表 1-10 平成 27 年度 ＨＩＶ抗体検査実施状況

項目 件数 陽性数

スクリーニング検査 688 5

確認検査 5 5
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(４）理化学検査

ア 食品等検査

平成 27 年度の理化学検査総数は、食品等 1,076

検体、21,976 項目であった。

(ｱ) 食品中の添加物等検査、乳及び乳製品・容器

包装等の規格試験検査、重金属検査、自然毒検査

a  添加物等検査

甘味料 316 項目、着色料 1,932 項目、保存料 262

項目、酸化防止剤 108 項目、漂白･殺菌剤 13 項目、

発色剤 21 項目、防ばい剤 2 項目、品質保持剤 11

項目、乳化剤 10 項目を実施した（表 1-11-1）。

b  乳及び乳製品

乳等規格検査 57 項目を実施した（表 1-11-1）。

c  容器包装等規格検査

容器包装等規格検査 43 項目（器具容器包装の

重金属検査 17 項目を含む）を実施した（表

1-11-1）。

d  重金属検査

魚介類、清涼飲料水、器具容器包装などについ

て 117 項目（容器包装等規格検査項目に計上した

器具容器包装の重金属17項目及び添加物規格（重

金属）の 4 項目を含む）を実施した（表 1-11-1

～2）。

e  自然毒検査

カビ毒、貝毒について 10 検体 13 項目を実施し

た（表 1-11-1、表 1-11-3）。

(ｲ) 農産物等の残留農薬検査

穀類及びその加工品5検体810項目、農産物（豆

類、果実、野菜、種実、茶）86 検体 14,309 項目、

学校給食食材 10 検体 10 項目、その他の食品 10

検体 774 項目、苦情品 6 検体、342 項目を実施し

た。

以上、全体で 194 種類の農薬について、合計 117

検体 16,245 項目の検査を実施した（表 1-11-1、

表 1-11-4-1～4）。

(ｳ) 畜水産物中の残留動物用医薬品の検査

乳（生乳・牛乳・加工乳）13 検体 208 項目、

鶏卵 9 検体 171 項目、食肉（牛肉・豚肉・鶏肉）

39 検体 816 項目（うち 2 検体 2 項目は学校給食）、

魚介類（コイ・マダイ等 9 種）19 検体 118 項目

を実施した。

以上、23 種類の動物用医薬品について 80 検体

1,313 項目の検査を実施した（表 1-11-5）。

(ｴ) 組換えＤＮＡ技術応用食品の検査

トウモロコシ 5 検体 5 項目の検査を実施した

（表 1-11-6）。

(ｵ) 流通食品中の放射能検査

東京電力福島第一原子力発電所の事故により放

出された放射性物質の汚染状況について、流通食

品および給食（提供食・食材）の検査を 631 検体

実施した。（表 1-11-7）。

(ｶ) 苦情食品検査

保健所から依頼された苦情食品検査は 26 検体

で、依頼項目は 589 項目であった（表 1-11-8～9）。

イ 家庭用品の規格検査

「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する

法律」に基づき、健康被害を防止するため、ホル

ムアルデヒド等 11 物質について検査を行った。

内訳は繊維製品 13 種 127 項目、家庭用化学製品 8

種 34 項目であり、合計 21 種 161 項目の検査を

実施した（表 1-12）。

ウ 飲料水等及び遊泳用プール水の水質検査

飲料水等の水質検査は、水道法の「水質基準に

関する省令」に基づき、51 基準項目（31 健康項

目＋20 性状項目）について実施した。また、「千

葉市遊泳用プール指導要綱」に基づきプール水の

検査を行なった。

平成 27 年度の全検査件数は 788 件で、このうち

飲料水等の水質検査は 775 件、プール水は 13 件

であった（表 1-13-1）。

自家用井戸水の検査件数 339 件中 52 件

（15.3％）で不適項目があった（表 1-13-2）。

必須項目検査を実施した自家用井戸水（241 件）

の検査結果を区別、項目別に集計した（表

1-13-3）。また、平成 27 年度に検査を実施した飲

料水等の検査項目別理化学検査件数と不適合数

を表 1-13-4 に示した。なお、プール水の検査状

況は表 1-13-5 のとおりであった。

エ 室内空気化学物質の検査

建築物における衛生的環境の確保に関する法

律に基づく依頼検査を 5 件 25 検体について実施

した(表 1-14）。
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表 1-11-1 平成 27 年度 食品理化学等検査実施状況

  検査項目

検査検体

の種類

総
検
体
数

食 品 添 加 物 等 乳
等
規
格

容
器
包
装
等
規
格

添
加
物
規
格

重
金
属

カ
ビ
毒
・
貝
毒

残
留
農
薬

動
物
用
医
薬
品

組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
技
術
応
用
食
品

放
射
能

そ
の
他

総
検
査
項
目
数

甘
味
料

着
色
料

保
存
料

酸
化
防
止
剤

漂
白
・
殺
菌
剤

発
色
剤

防
ば
い
剤

品
質
保
持
剤

乳
化
剤

検査区分合計 1,076 316 1,932 262 108 13 21 2 11 10 57 43 11 100 13 16,245 1,313 5 1,262 252 21,976

食

品

等

魚介類 80 - - - - - - - - - - - - 48 6 - 118 - 110 2 284

冷凍食品 18 - - - - - - - - - - - - - - 2,054 - - - - 2,054

魚介類加工品 47 76 408 81 6 1 6 - - - - - - - - - - - 10 - 588

肉卵類及び

その加工品
76 - 156 15 12 - 15 - - - - - - - - - 987 - 22 - 1,207

乳製品 48 24 60 32 - - - - - - 4 - - - - - - - 52 - 172

乳類加工品 6 - - 9 12 - - - - - - - - - - - - - 6 - 27

アイスクリ

ーム類・氷菓
10 20 120 - - - - - - - 7 - - - - - - - - - 147

穀 類 及 び  

その加工品
31 6 132 3 - - - - 11 - - - - - - 810 - 5 14 11 992

野菜類・果物及

びその加工品
201 60 330 61 8 12 - 2 - - - - - - 7 13,039 - - 142 - 13,661

菓子類 50 110 606 41 70 - - - - 10 - - - - - - - - - - 837

清涼飲料水 49 20 120 20 - - - - - - - - - 40 - - - - 78 - 278

かん詰・びん

詰食品
6 - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 - 12

その他の食品 384 - - - - - - - - - - - - - - - - - 768 - 768

添加物及び

その製剤
2 - - - - - - - - - - - 11 4 - - - - - - 15

器具容器包装 5 - - - - - - - - - - 43 - - - - - - - 43

生乳 2 - - - - - - - - - 4 - - - - - 32 - - - 36

牛乳 22 - - - - - - - - - 40 - - - - - 160 - 24 - 224

加工乳（乳脂

肪分3％未満）
2 - - - - - - - - - 2 - - - - - 16 - 2 - 20

その他の乳 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - 22 - 22

小 計 1,050 316 1,932 262 108 13 21 2 11 10 57 43 11 92 13 15,903 1,313 5 1,262 13 21,387

苦情品(食品等) 26 - - - - - - - - - - - - 8 - 342 - - - 239 589

－ 23 －



表 1-11-2　平成27年度　重金属検査

検体数 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 10 5 2 2 33

ヒ素 - - - - - - - - - - - - 10 - - 2 12

鉛 - - - - 1 2 - - - 1 1 1 10 - - 2 18

カドミウム - - - - 1 - - - - 1 1 1 10 - - 2 16

スズ - - - - - - - - - - - - 10 - - 2 12

マンガン - - - - - - - - - - - - - - - - 0

亜鉛 - - - - 1 - - - - 1 1 1 - - - - 4

水銀 1 1 1 1 1 - 2 1 1 1 1 1 - - - - 12

銅 - - - - 1 - - - - 1 1 1 - - - - 4

ＴＢＴＯ - - 1 - 1 - 2 1 1 1 1 1 - - - - 9

ＴＰＴ - - 1 - 1 - 2 1 1 1 1 1 - - - - 9

メチル水銀 - - - - - - - - - - - - - - - - 0

ヒ素（添加物規格） - - - - - - - - - - - - - - 2 - 2

鉛（添加物規格） - - - - - - - - - - - - - - - - 0

重金属（添加物規格） - - - - - - - - - - - - - - 2 - 2

重金属（容器包装規格） - - - - - - - - - - - - - 5 - - 5

鉛（容器包装規格） - - - - - - - - - - - - - 5 - - 5

カドミウム（容器包装規格） - - - - - - - - - - - - - 5 - - 5

アンチモン　（容器包装規格） - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1

ゲルマニウム (容器包装規格） - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1

合　計 1 1 3 1 7 2 6 3 3 7 7 7 40 17 4 8 117

表 1-11-3　平成27年度　自然毒検査

検体数 5 1 1 1 1 1

アフラトキシン 5 1 1 - - -

下痢性貝毒 - - - 1 1 1

麻痺製貝毒 - - - 1 1 1

合　計 5 1 1 2 2 2

項 目 名　　　　　　検 体 名　

項 目 名　　　　　　検 体 名　
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表 1-11-4-1　平成27年度　農作物等の残留農薬検査（検体種別　収去・買上検査）

分類 検体種

穀類及びその加工品 小麦粉 5 810

豆類 らっかせい 5 750

果実 いちご 2 346

野菜 未成熟いんげん 1 172

キャベツ 8 1,347

きゅうり 5 865

ごぼう 2 341

こまつな 7 1,034

さといも 4 667

サラダ菜 1 173

しゅんぎく 1 174

すいか 2 346

だいこん 2 352

たまねぎ 1 171

チンゲン菜 1 174

トマト 4 704

なす 1 176

菜の花 1 161

にんじん 6 1,049

ねぎ 4 684

はくさい 1 173

ばれいしょ 1 167

ピーマン 4 692

ブロッコリー 3 503

ほうれんそう 8 1,350

らっきょうその他ユリ科 1 171

レタス 2 346

わけねぎ 1 171

種実類 アーモンド 1 150

その他のナッツ類 1 150

茶 茶 5 750

その他 冷凍食品等 10 774

101 15,893

分類 検体種

野菜 キャベツ 1 1

きゅうり 1 1

こまつな 1 1

チンゲン菜 1 1

トマト 1 1

ねぎ 1 1

はくさい 1 1

ピーマン 1 1

ブロッコリー 1 1

果物 りんご 1 1

10 10

合  計

合   計

表 1-11-4-2　平成27年度　農作物等の残留農薬検査（検体種別　給食食材）

検体数

検体数

項目数

項目数

－ 25 －



表 1-11-4-3　平成27年度　農作物等の残留農薬検査（農薬別　収去・買上、給食食材検査数）

農薬名 検査数 農薬名 検査数 農薬名 検査数

BHC 92 ジスルホトン 8 フェンバレレート（合算） 92

DDT 85 シハロトリン（合算） 92 フェンブコナゾール 87

EPN 17 ジフェナミド 92 フェンプロパトリン 92

XMC 85 ジフェノコナゾール（合算） 92 フェンプロピモルフ 85

アクリナトリン 92 シフルトリン（合算） 92 フサライド 92

アザコナゾール 87 ジフルベンズロン 65 ブタミホス 100

アジンホスエチル 8 シプロコナゾール(合算) 92 ブピリメート 92

アジンホスメチル 8 シペルメトリン(合算) 85 ブプロフェジン 92

アセタミプリド 82 シマジン 92 フラムプロップメチル 92

アセトクロール 92 ジメタメトリン 87 フルアクリピリム 92

アセフェート 8 ジメチルビンホス（合算） 100 フルシトリネート（合算） 92

アトラジン 77 ジメトエート 100 フルシラゾール 92

アメトリン 56 ジメピペレート 92 フルトラニル 77

アルジカルブ 65 シラフルオフェン 85 フルトリアホール 92

アルドリン及びディルドリン 40 スルプロホス 8 フルバリネート（合算） 92

イサゾホス 92 ダイアジノン 100 フルフェノクスロン 65

イソキサチオン（代謝体含） 100 チオベンカルブ 92 フルミオキサジン 92

イソフェンホス 100 チオメトン 95 フルミクロラックペンチル 77

イソプロカルブ 92 テトラクロルビンホス 92 プレチラクロール 92

イソプロチオラン 92 テトラジホン 92 プロシミドン 92

イプロジオン 92 テニルクロール 92 プロチオホス 93

イプロバリカルブ 65 テブコナゾール 92 プロパクロール 87

イプロベンホス 100 テブフェノシト 65 プロパニル（DCPA） 77

イマザメタベンズメチルエステル 80 テブフェンピラド 92 プロパホス 8

イミベンコナゾール 83 テフルトリン 92 プロパルギット（合算） 92

エスプロカルブ 92 テフルベンズロン 65 プロピコナゾール(合算) 92

エチオン 100 デルタメトリン 92 プロピザミド 92

エディフェンホス 100 テルブホス 100 プロフェノホス 100

エトフメセート 92 トリアジメノール(合算) 92 プロポキスル 92

エトプロホス 100 トリアジメホン 92 ブロマシル 92

エトリムホス 100 トリアゾホス 92 プロメトリン 92

エンドスルファン（和） 92 トリアレート 85 ブロモブチド 92

エンドリン 34 トリブホス（ＤＥＦ） 92 ブロモプロピレート 92

オキサジアゾン 92 トリフロキシストロビン 92 ブロモホスエチル 8

オキサジキシル 92 トルクロホスメチル 100 ブロモホスメチル 92

オキサミル 65 トルフェンピラド 92 ヘキサジノン 87

オキシフルオルフェン 92 ナプロパミド 92 ベナラキシル 92

オメトエート 8 ニトロタールイソプロピル 92 ベノキサコル 92

カズサホス 100 ノルフルラゾン 92 ヘプタクロール 85

カルバリル 65 パクロブトラゾール 92 ペルメトリン（合算） 85

カルフェントラゾンエチル 92 バミドチオン 8 ベンダイオカルブ 65

カルボフラン 92 パラチオン 99 ペンディメタリン 92

キナルホス 64 パラチオンメチル 100 ベンフルラリン 87

キノキシフェン 92 ハルフェンプロックス 85 ベンフレセート 92

キノクラミン 51 ビテルタノール（合算） 92 ホサロン 100

キントゼン 80 ビフェントリン 92 ホスチアゼート(合算) 100

クマホス 8 ピペロホス 92 ホスファミドン 95

クロマゾン 92 ピラクロホス 100 ホスメット 85

クロルタールジメチル（TCTP） 92 ピラゾホス 92 ホルモチオン 8

クロルデン 85 ピリダフェンチオン 100 ホレート 95

クロルピリホス 110 ピリダベン 92 マラチオン 100

クロルピリホスメチル 100 ピリフェノックス(和) 92 ミクロブタニル 87

クロルフェンビンホス（合算） 100 ピリプロキシフェン 92 メタミドホス 8

クロルフルアズロン 65 ピリミカルブ 65 メタラキシル 92

クロルプロファム 92 ピリミホスメチル 100 メチオカルブ 92

クロルベンジレート 92 ビンクロゾリン 92 メチダチオン 100

サリチオン 8 フェナミホス 100 メトキシクロル 92

シアノフェンホス 8 フェナリモル 92 メトミノストロビン（和） 92

シアノホス 100 フェニトロチオン 100 メトラクロール 92

ジエトフェンカルブ 92 フェノチオカルブ 92 メフェナセット 92

ジクロフェンチオン 8 フェノトリン(合算) 85 メプロニル 92

ジクロホップメチル 92 フェノブカルブ 65 モノクロトホス 95

ジクロラン 92 フェンスルホチオン 95 ルフェヌロン 65

ジクロルボス 8 フェンチオン 100 レナシル 88

ジコホール(合算) 77 フェントエート 100 合計 15,903

－ 26 －



農薬名 検査数 農薬名 検査数 農薬名 検査数
BHC 0 ジスルホトン 6 フェントエート 6
DDT 0 シハロトリン（合算） 0 フェンバレレート（合算） 0
EPN 6 ジフェナミド 0 フェンブコナゾール 0
XMC 0 ジフェノコナゾール（合算） 0 フェンプロパトリン 0
アクリナトリン 0 シフルトリン（合算） 0 フェンプロピモルフ 0
アザコナゾール 0 ジフルベンズロン 0 フサライド 0
アジンホスエチル 6 シプロコナゾール(合算) 0 ブタミホス 6
アジンホスメチル 6 シペルメトリン(合算) 0 ブピリメート 0
アセタミプリド 0 シマジン 0 ブプロフェジン 0
アセトクロール 0 ジメタメトリン 0 フラムプロップメチル 0
アセフェート 6 ジメチルビンホス（合算） 6 フルアクリピリム 0
アトラジン 0 ジメトエート 6 フルシトリネート（合算） 0
アメトリン 0 ジメピペレート 0 フルシラゾール 0
アルジカルブ 0 シラフルオフェン 0 フルトラニル 0
アルドリン及びディルドリン 0 スルプロホス 6 フルトリアホール 0
イサゾホス 0 ダイアジノン 6 フルバリネート（合算） 0
イソキサチオン（代謝体含） 6 チオベンカルブ 0 フルフェノクスロン 0
イソフェンホス 6 チオメトン 6 フルミオキサジン 0
イソプロカルブ 0 テクナゼン 0 フルミクロラックペンチル 0
イソプロチオラン 0 テトラクロルビンホス 0 プレチラクロール 0
イプロジオン 0 テトラジホン 0 プロシミドン 0
イプロバリカルブ 0 テニルクロール 0 プロチオホス 6
イプロベンホス 6 テブコナゾール 0 プロパクロール 0
イマザメタベンズメチルエステル 0 テブフェノシト 0 プロパニル（DCPA） 0
イミベンコナゾール 0 テブフェンピラド 0 プロパホス 6
エスプロカルブ 0 テフルトリン 0 プロパルギット（合算） 0
エチオン 6 テフルベンズロン 0 プロピコナゾール(合算) 0
エディフェンホス 6 デルタメトリン 0 プロピザミド 0
エトフメセート 0 テルブホス 6 プロフェノホス 6
エトプロホス 6 トリアジメノール(合算) 0 プロポキスル 0
エトリムホス 6 トリアジメホン 0 ブロマシル 0
エンドスルファン（和） 0 トリアゾホス 0 プロメトリン 0
エンドリン 0 トリアレート 0 ブロモブチド 0
オキサジアゾン 0 トリブホス（ＤＥＦ） 0 ブロモプロピレート 0
オキサジキシル 0 トリフロキシストロビン 0 ブロモホスエチル 6
オキサミル 0 トルクロホスメチル 6 ブロモホスメチル 0
オキシフルオルフェン 0 トルフェンピラド 0 ヘキサジノン 0
オメトエート 6 ナプロパミド 0 ベナラキシル 0
カズサホス 6 ニトロタールイソプロピル 0 ベノキサコル 0
カルバリル 0 ノルフルラゾン 0 ヘプタクロール 0
カルフェントラゾンエチル 0 パクロブトラゾール 0 ペルメトリン（合算） 0
カルボフラン 0 バミドチオン 6 ベンダイオカルブ 0
キナルホス 6 パラチオン 6 ペンディメタリン 0
キノキシフェン 0 パラチオンメチル 6 ベンフルラリン 0
キノクラミン 0 ハルフェンプロックス 0 ベンフレセート 0
キントゼン 0 ビテルタノール（合算） 0 ホサロン 6
クマホス 6 ビフェントリン 0 ホスチアゼート（合算） 6
クロマゾン 0 ピペロホス 0 ホスファミドン 6
クロルタールジメチル（TCTP） 0 ピラクロホス 6 ホスメット 6
クロルデン 0 ピラゾホス 0 ホルモチオン 6
クロルピリホス 6 ピリダフェンチオン 6 ホレート 6
クロルピリホスメチル 6 ピリダベン 0 マラチオン 6
クロルフェンビンホス（合算） 6 ピリフェノックス(和) 0 ミクロブタニル 0
クロルフルアズロン 0 ピリプロキシフェン 0 メタミドホス 6
クロルプロファム 0 ピリミカルブ 0 メタラキシル 0
クロルベンジレート 0 ピリミホスメチル 6 メチオカルブ 0
サリチオン 6 ビンクロゾリン 0 メチダチオン 6
シアノフェンホス 6 フェナミホス 6 メトキシクロル 0
シアノホス 6 フェナリモル 0 メトミノストロビン（和） 0
ジエトフェンカルブ 0 フェニトロチオン 6 メトラクロール 0
ジクロフェンチオン 6 フェノチオカルブ 0 メフェナセット 0
ジクロホップメチル 0 フェノトリン(合算) 0 メプロニル 0
ジクロラン 0 フェノブカルブ 0 モノクロトホス 6
ジクロルボス 6 フェンスルホチオン 6 ルフェヌロン 0
ジコホール(合算) 0 フェンチオン 6 レナシル 0

合計 342

表 1-11-4-4　平成27年度　苦情食品、食中毒等の残留農薬検査（農薬別検査数）

－ 27 －



表 1-11-5 平成 27 年度 畜水産物中の残留動物用医薬品検査

         

検 体 名

項 目 名

牛
乳

加
工
乳

生
乳

鶏
卵

牛
肉

豚
肉

鶏
肉

ア
ユ

マ
ダ
イ

コ
イ

ニ
ジ
マ
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ウ
ナ
ギ

ヒ
ラ
メ

ク
ル
マ
エ
ビ

ブ
リ
（
ハ
マ
チ
）

生
食
用
カ
キ

総 
 

計

検 体 数 10 1 2 9 13 - 26 1 1 1 2 1 1 1 2 9 80

オキシテトラサイクリン 10 1 2 9 13 - 24 1 1 1 2 1 1 1 2 9 78

クロルテトラサイクリン 10 1 2 9 13 - 24 - - - - - - - - - 59

テトラサイクリン 10 1 2 9 13 - 24 - - - - - - - - - 59

スピラマイシン - - - - - - - 1 1 1 2 1 1 1 2 9 19

スルファメラジン 10 1 2 9 13 - 24 1 1 1 2 1 1 1 2 - 69

スルファジミジン 10 1 2 9 13 - 26 1 1 1 2 1 1 1 2 - 71

スルファモノメトキシン 10 1 2 9 13 - 24 1 1 1 2 1 1 1 2 - 69

スルファジメトキシン 10 1 2 9 13 - 24 1 1 1 2 1 1 1 2 - 69

スルファキノキサリン 10 1 2 9 13 - 24 1 1 1 2 1 1 1 2 - 69

スルファジアジン - - - 9 13 - 24 - - - - - - - - - 46

スルファチアゾール - - - 9 13 - 24 - - - - - - - - - 46

スルファドキシン - - - 9 13 - 24 - - - - - - - - - 46

スルファメトキサゾール - - - 9 13 - 24 - - - - - - - - - 46

オキソリン酸 10 1 2 - 13 - 24 1 1 1 2 1 1 1 2 - 60

チアンフェニコール 10 1 2 9 13 - 24 1 1 1 2 1 1 1 2 - 69

オルメトプリム 10 1 2 9 13 - 24 1 1 1 2 1 1 1 2 - 69

チアベンダゾール 10 1 2 9 13 - 24 - - - - - - - - - 59

フルベンダゾール 10 1 2 9 13 - 24 - - - - - - - - - 59

トリメトプリム 10 1 2 9 13 - 24 - - - - - - - - - 59

5-プロピルスルホニル-1H-ベ

ンズイミダゾール-2-アミン
10 1 2 9 13 - 24 - - - - - - - - - 59

レバミゾ－ル 10 1 2 9 13 - 24 - - - - - - - - - 59

オフロキサシン - - - - 13 - 24 - - - - - - - - - 37

オルビフロキサシン - - - - 13 - 24 - - - - - - - - - 37

合 計 160 16 32 171 286 - 530 10 10 10 20 10 10 10 20 18 1,313

－ 28 －



表 1-11-6 平成 27 年度 組換えＤＮＡ技術応用食品検査

品 種 検体種類 項    目 検体数 項目数

トウモロコシ 加工食品 トウモロコシ（ＣＢＨ３５１） 5 5

表 1-11-7 平成 27 年度 放射能検査

対 象 食 品 検体数 依頼元

流通食品 250 食品安全課

保育所給食
陰膳（提供食検査） 88

保育運営課
食材検査 120

学校給食
陰膳（提供食検査） 68

保健体育課
食材検査 105

合  計 631

表 1-11-8 平成 27 年度 苦情食品検査（理化学検査）

搬入月 検 体 の 種 類 検体数 検 査 項 目

４月 トマト 1 農薬(57 項目)

５月 豚汁 1 鑑別

６月
チョコレートケーキ 1 鑑別

メロン 1 農薬(57 項目)

７月

長いも 4 揮発性有機化合物(19 項目) 

メロン 1 農薬(57 項目)

ハンバーグ 1 鑑別

９月
ジャガイモ 1 農薬(57 項目)

茶豆 1 農薬(57 項目)

１０月 茶飲料 2 重金属(4 項目)

１１月

ハンバーグ 1 鑑別

水 2 揮発性有機化合物(19 項目)

チョコレート 1 農薬(57 項目)

ししゃも 1 ヒスタミン

１月 ビスケット 1 鑑別

２月
チキン 1 揮発性有機化合物(19 項目)

りんご 3 揮発性有機化合物(20 項目)

３月 姫揚げ 2 揮発性有機化合物(20 項目)

苦情食品等検査依頼数 18 件 依頼検体数 26 検体 589 項目

表 1-11-9 平成 27 年度 項目別苦情食品等検査依頼件数

項    目 依頼件数

農薬（57 項目）

揮発性有機化合物

鑑別

ヒスタミン

重金属

6

5

5

1

1

－ 29 －



表 1-12 平成 27 年度 家庭用品検査

      項 目 名

検 体 名

ホルム

アルデヒド

有
機
水
銀

デ
ィ
ル
ド
リ
ン

水
酸
化
カ
リ
ウ
ム
・
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム

メ
タ
ノ
ー
ル

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

容
器
試
験

ジ
ベ
ン
ゾ
（
ａ
・
ｈ
）
ア
ン
ト
ラ
セ
ン

ベ
ン
ゾ
（
ａ
）
ア
ン
ト
ラ
セ
ン

ベ
ン
ゾ
（
ａ
）
ピ
レ
ン

検

査

数

合

計

検

体

数

合

計

生
後
二
十
四
ヶ
月
以
内
の
も
の

生
後
二
十
四
ヶ
月
以
内
を
除
く
も
の

小 
 

 
 

計

試験検査数合計 69 14 83 48 4 2 4 6 6 2 2 2 2 161 100

基準違反数合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

繊 
 

維 
 

製 
 

品

おしめ 2 - 2 2 - - - - - - - - - 4 2

おしめカバー 2 - 2 2 - - - - - - - - - 4 2

よだれ掛け 5 - 5 5 - - - - - - - - - 10 5

下着 10 4 14 14 2 - - - - - - - - 30 14

中衣 8 - 8 - - - - - - - - - - 8 8

外衣 8 - 8 - - - - - - - - - - 8 8

手袋 3 2 5 5 - - - - - - - - - 10 5

くつした 9 4 13 13 - - - - - - - - - 26 13

帽子 6 - 6 - - - - - - - - - - 6 6

衛生パンツ - - - 1 - - - - - - - - - 1 1

寝衣 10 2 12 - - - - - - - - - - 12 12

寝具 6 - 6 - - - - - - - - - - 6 6

家庭用毛糸 - - - - 2 - - - - - - - - 2 2

小  計 69 12 81 42 4 0 0 0 0 0 0 0 0 127 84

家
庭
用
化
学
製
品

家庭用接着剤 - - - 2 - - - - - - - - - 2 2

くつしたどめ等接着剤 - 2 2 - - - - - - - - - - 2 2

家庭用塗料 - - - 2 - - - - - - - - - 2 2

家庭用ワックス - - - 1 - - - - - - - - - 1 1

くつ墨・くつクリーム - - - 1 - - - - - - - - - 1 1

家庭用エアゾル製品 - - - - - - 4 4 4 - - - - 12 4

家庭用洗浄剤 - - - - - 2 - 2 2 2 - - - 8 2

防腐木材・防虫木材 - - - - - - - - - - 2 2 2 6 2

小  計 0 2 2 6 0 2 4 6 6 2 2 2 2 34 16

－ 30 －



表 1-13-1 平成 27 年度 飲料水等及びプール水の検査種別件数

検 体 名 検 査 種 別 一般依頼件数 保健所依頼件数 合  計

飲料水等

全項目検査 15 0 15

省略不可能項目検査 62 0 62

必須項目検査 399 6 405

有機塩素系検査 88 0 88

給水設備関連項目検査 13 0 13

消毒副生成物検査 8 0 8

原水項目検査 4 0 4

単項目検査（細菌検査分を含む） 180 0 180

小   計 769 6 775

プール水 13 0 13

合   計 782 6 788

表 1-13-2 平成 27 年度 飲料水等の検体種別検査結果

検体種別 検査件数 適合件数 不適合件数 不適合率（％）

自家用井戸水 339 287 52 15.3

専用水道原水 100 100 0 0.0

専用水道浄水 248 242 6 2.4

小規模専用水道原水 8 6 2 25.0

小規模専用水道浄水 20 19 1 5.0

簡易専用水道 3 3 0 0.0

その他 57 54 3 5.3

合   計 775 711 64 8.3

表 1-13-3 平成 27 年度 自家用井戸水における区別必須項目検査結果

  項目

区名

検
査
件
数

不
適
合
数

不
適
合
率
（
％
）

項 目 別 不 適 合 数

一般

細菌
大腸菌

亜硝酸

態窒素

硝酸・

亜硝酸

態窒素

塩素

イオン

有機

物

ｐＨ

値
臭気 色度 濁度

中央区 22 5 22.7 3 2 - - - - - - - -

花見川区 19 5 26.3 3 - - 2 - 1 - 1 - -

稲毛区 9 5 55.6 2 - - 3 - - - - - -

若葉区 147 27 18.4 14 - - 12 1 - 1 - - -

緑区 40 6 15.0 1 2 - 3 - - - - - -

美浜区 4 1 25.0 1 - - - - - - - - -

合  計 241 49 20.3 24 4 0 20 1 1 1 1 0 0

－ 31 －



表1-13-4 平成27年度  項目別飲料水等理化学検査

検査件数 不適合数 不適合率(％)
亜硝酸態窒素 499 5 1.0

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 499 20 4.0

塩化物イオン 499 1 0.2

有機物（全有機炭素（TOC）の量） 499 1 0.2

ｐＨ値 499 1 0.2

臭気 499 1 0.2

色度 499 1 0.2

濁度 501 3 0.6

カドミウム 19 0      -

水銀 19 0      -

セレン 19 0      -

鉛 32 0      -

ヒ素 27 0 -

六価クロム 19 0      -

シアン化物イオン及び塩化シアン 89 0      -

臭素酸 85 0      -

ホルムアルデヒド 85 0      -

フッ素 23 0      -

亜鉛 32 0      -

鉄 43 1 2.3

銅 32 0      -

ナトリウム 19 0      -

マンガン 46 1 2.2

カルシウム、マグネシウム等（硬度） 24 1 4.2

蒸発残留物 36 0 -

陰イオン界面活性剤 19 0      -

フェノール類 19 0      -

ホウ素 19 0      -

１,４－ジオキサン 19 0      -

アルミニウム 20 2 10.0

非イオン界面活性剤 19 0      -

ジェオスミン 19 0      -

２－メチルイソボルネオール 19 0      -

クロロ酢酸 85 0      -

ジクロロ酢酸 85 0      -

トリクロロ酢酸 85 0      -

ジクロロメタン 19 0      -

シス１,２－ジクロロエチレン及びトランス１,２－ジクロ

ロエチレン
19 0      -

ベンゼン 19 0      -

クロロホルム 85 0      -

ジブロモクロロメタン 85 0      -

ブロモジクロロメタン 85 0      -

ブロモホルム 85 0      -

総トリハロメタン 85 0      -

四塩化炭素 107 0      -

テトラクロロエチレン 107 1 0.9

トリクロロエチレン 107 0 -

１,１,１－トリクロロエタン 88 0      -

塩素酸 87 2      2.3

合   計 6,029 41

－ 32 －



表 1-13-5 平成 27 年度 プール水検査

検 査 項 目 検査件数

ｐＨ値 12

濁度 12

有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） 12

総トリハロメタン 1

合   計 37

表 1-14 平成 27 年度  室内中化学物質検査

項  目 検査件数 検体数

ホルムアルデヒド 5 25

表 1-15 平成 27 年度 精度管理に関する業務

内部精度管理 外部精度管理

実施

頻度
実施項目

実施項目数

実施検体数
実施項目 実施機関

食品等 検査実

施毎

試験品の検査項

目毎に添加回収

試験を実施

6 項目

4 検体

・シロップ中の安息香酸の定

量

・かぼちゃペースト中の 6 種

農薬中 3 種農薬の定性と

定量

・鶏肉ペースト中のスルファ

ジミジンの定量

・果実ペースト中の着色料の

定性

一般財団法人食品

薬品安全センター

家庭用品 検査実

施毎

試験品の検査項

目毎に添加回収

試験を実施

- - -

飲料水等 検査実

施毎

約10試料毎及び

最後に一定濃度

の標準試料を測

定し、算出濃度

が規定値内かを

確認

2 項目

2 検体

･臭素酸

･トリクロロ酢酸

千葉県水道水質管

理連絡協議会

(水質検査精度管理

委員会)

3 項目

2 検体

･亜硝酸

･ジェオスミン、2-メチルイ

ソボルネオール

厚生労働省

－ 33 －



（５）内部精度管理・外部精度管理

検査の信頼性確保を目的として「千葉市食品衛

生検査施設における検査等の業務管理要領」等に

基づき、内部精度管理・外部精度管理を行った。

ア 細菌検査

各検査は、「標準作業書」に基づき実施した。ま

た、食品検査に使用する機器類についても、GLP

で規定した「機械器具保守管理標準作業書｣に基づ

き保守点検を実施した。

（ｱ）内部精度管理

  検査精度確認のため、生菌数検査を年 4 回実施

した。

（ｲ）外部精度管理

  第三者機関である一般財団法人食品薬品安全セ

ンターから送付された検体について、微生物学的

調査（大腸菌群検査）を実施した。

  また、地方衛生研究所全国協議会が事業として

実施した外部精度管理（コレラ菌及びレジオネラ

属菌）に参加した。

イ ウイルス検査

  地方衛生研究所外部精度管理（EQA）のインフ

ルエンザウイルス核酸検出検査（リアルタイム

RT-PCR 法）及びノロウイルス遺伝子解析（シー

クエンス解析、分子系統樹解析）に参加した。

  各検査は、国立感染症研究所から送付された検

体について実施した。

ウ 理化学検査

内部精度管理は、食品等や家庭用品の理化学検

査試行毎の精度確認であり、外部精度管理は、外

部機関から送付される擬似食品等を通常と同様に

検査を行い、他の検査施設との比較を目的に行う

もので、食品等や飲料水等の理化学検査について

行った。（表 1-15）。

各検査は、「標準作業書」に基づき実施し、「検

査標準作業書」は常に見直し、必要な改定を実施

した。また、食品等や家庭用品検査に使用する機

器類についても、GLP で規定した「機械器具保守

管理標準作業書｣に基づき保守点検を実施した。

（ｱ）食品等検査

  保健所が「千葉市食品衛生監視指導計画」に基

づき収去、買上した検体の検査については、「千葉

市食品衛生検査施設における検査等の業務管理要

領」に基づき実施した。

ａ 内部精度管理

検査精度確認のため、試験品の検査頻度に応じ、

検査項目ごとに添加回収試験を実施した。

ｂ 外部精度管理

第三者機関である一般財団法人食品薬品安全セ

ンターから送付された検体について延べ 4 回の検

査を実施した。

（ｲ）家庭用品検査

  保健所が「千葉市家庭用品監視指導要領」に基

づき試買した検体の検査については、「千葉市家

庭用品検査施設における検査等の業務管理要領」

に基づき実施した。内部精度管理として、検査項

目毎に件数に応じた頻度での添加回収試験を実

施した。

（ｳ）飲料水等検査

  一般及び行政依頼による検体の検査について、

「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労

働大臣が定める方法（平成 15 年厚生労働省告示

第 261号）」に基づき実施した。

ａ 内部精度管理

約 10試料毎及び最後に一定濃度の標準試料を

測定し、算出濃度が規定値内かを確認した。

ｂ 外部精度管理

千葉県水道水質管理連絡協議会及び厚生労働

省が実施する外部精度管理に参加し、延べ 3 回 5

項目について実施した。

－ 34 －



２ 環境科学課
環境科学課は、行政依頼による検査・測定業務

と調査研究業務を実施している。

検査・測定業務は、環境基本法に基づく大気や

水質等の環境基準の達成状況を評価する業務及び

大気汚染防止法・水質汚濁防止法・下水道法等に

基づく、規制基準の遵守状況を確認する業務であ

る。

調査研究業務は、近年の分析技術等の進展や新

規規制項目の設定に対応するためにも重要な業務

であり、体制の充実に努めている。

平成 27 年度の業務実績は次のとおりである。

（１）大気関係業務

大気検査は、行政依頼と調査研究を合わせて380

検体延べ 6,800 項目であった（表 2-1、図 2-1）。

調査研究として関東浮遊粒子状物質合同調査に

参加し、金属成分の解析等を実施した。また、平

成 27 年度酸性雨全国調査にも参加した。加えて降

下ばいじん分析結果の解析も行った。

ア 検査測定

(ｱ) 浮遊粒子状物質検査

千葉県の降下ばいじん及び浮遊粉じん調査計画

に基づき、毎月 1 回、千葉市総合保健医療センタ

ー屋上で採取された試料の粉じん量（粒径 10m
以上と 10m 以下）と金属成分 10 項目の検査を行

った（表 2-1）。

(ｲ) 降下ばいじん検査

千葉県の降下ばいじん及び浮遊粉じん調査計画

に基づき、毎月 1 回、市内 12 地点でダストジャー

法により採取された全降下物試料の不溶解性金属

成分 10 項目の検査を行った。また、毎月 1 回、宮

野木測定局で採取された乾性降下物試料につい

て、全降下物量、溶解性降下物量、不溶解性降下

物量、不溶解性金属成分 10 項目、水溶性イオン成

分 9 項目、pH、及び EC の検査を行った（表 2-1、

図 2-1）。

(ｳ) 酸性雨検査

千葉県の酸性雨調査計画に基づき、毎月 1 回、

宮野木測定局で採取された雨水中の pH、EC 及び水

溶性イオン成分 9 項目の検査を行った（表 2-1）。

(ｴ) 煙道排ガス検査

大気汚染防止法に基づき、煙道排ガス中の窒素

酸化物濃度等について、立入検査した 8 地点にお

いて採取と 6 項目の検査を行った（表 2-1）。

(ｵ) 有害大気汚染物質等の検査

大気汚染防止法等に基づき、県下一斉調査として6地

点において毎月 1 回、有害大気汚染物質16項目の検査

を行った。追加調査として、毎月1回1地点において上

記16 項目からアルデヒド類2 項目を除いた有害大気汚

染物質14 項目の検査を、また、発生源周辺1 地点にお

いて年4 回有害大気汚染物質14 項目の検査を行った。

南西風時補完調査として2地点において4回、有害大気

汚染物質 14 項目の検査を行った。県下一斉・追加・補

完調査に合わせてフロン類 6 項目も自主検査を行った

（表 2-1、図 2-1）。

(ｶ) アスベストの検査

大気環境中のアスベスト濃度を把握するため、

一般環境（住宅地域）6 地点において年 4 回、自

排局（幹線道路周辺）2 地点において、夏・冬季

の年 2 回検査を行った（表 2-1）。

イ 調査研究

(ｱ) 関東浮遊粒子状物質合同調査

浮遊粒子状物質の汚染実態及び発生源の把握を

目的として、関東地方に山梨・長野・静岡県・静

岡市・浜松市を加えた１都９県７市による関東浮

遊粒子状物質合同調査に参加し、調査報告書の金

属成分の解析を担当した。

(ｲ) 平成 27 年度酸性雨全国調査

日本全域における酸性沈着による汚染実態の把

握を目的とした調査に参加し、湿性沈着のイオン

成分、pH、EC の分析を行った。

(ｳ) 千葉市における降下ばいじん分析結果

市内の工業地帯付近を中心とした 8 地点におけ

る過去 7 年間の降下ばいじん分析結果を解析し、

全国環境研協議会関東甲信静支部大気専門部会に

て発表を行った。

（２）水質関係業務

水質検査は、検査測定と調査研究を合わせて 987

検体延べ 14,528 項目であった（表 2-2）。調査研

究としては、千葉市内における有機フッ素化合物

（PFCs）の分布状況の調査及び 1,4-ジオキサン

の分析条件の検討を行った。（表 2-2 には、1.4-

ジオキサンの分析条件の検討の数は含まない。）

ア 検査測定

(ｱ) 河川の水質検査

水質汚濁防止法等に基づく常時監視として、市内

9 河川 25 地点において毎月、健康項目と生活項目

を実施した（図 2-2）。さらに、有機塩素化合物・

農薬等 15 項目を年 6 回、要監視項目（表 2-3）を

年 1 回実施した（表 2-2）。ここで、要監視項目と

は、検出状況等からみて現時点では健康項目とは

しないものの、引き続きデータ収集に努め、状況

によっては健康項目への移行等の検討が必要にな

るとされた項目である。

(ｲ) 海域の水質検査

水質汚濁防止法に基づく常時監視として、環境

基準補助点 3 地点と市独自監視地点 1 地点の計 4

地点において、毎月、健康項目と生活項目を実施

した（図 2-2）。ここで、環境基準補助点とは、環

境基準が達成されているかどうかの判断を行うた

めの環境基準点とは異なり、基準点の参考資料と

なるデータを得るための測定地点である。

環境基準補助点については、さらに、有機塩素

化合物・農薬等 15 項目を年 4 回、要監視項目（表

2-3）を年 1 回実施した（表 2-2）。

(ｳ) 事業場排水の水質検査

水質汚濁防止法等に基づく排水基準の遵守状況を

確認するため、立入検査した 144 検体延べ 2,267
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項目の検査を実施した。その結果、4 検体 7 項目

が基準値超過であった。

また、下水道法に基づく下水排除基準の遵守状

況を確認するため、立入検査した 80 検体延べ

2,173 項目の検査を実施した。その結果、基準値

超過はなかった。

(ｴ) 市施設の自主調査

浄化センター、清掃工場等の市各施設からの排

出水等について、維持管理上必要な検査を実施し

た。

(ｵ) その他

その他に地下水、調整池、合併浄化槽、環境省

エコ調査等の検査を実施した（表 2-2）。環境省エ

コ調査とは、一般環境中に排出された化学物質が

どの程度残留しているかを把握するための調査

で、昭和 49 年から毎年実施されているものであ

る。

イ 調査研究

(ｱ) 有機フッ素化合物（ＰＦＣｓ）調査

環境中で分解されにくく、残留性や生物蓄積性

が問題となっている PFCs について、市内の河川に

おける汚染状況調査を夏・冬の年 2 回、5 地点で

実施した。PFOS（ペルフルオロオクタンスルホン

酸）及び PFOA（ペルフルオロオクタン酸）から代

替品への切り替えが進んでいることが推測され

た。

(ｲ) 1,4-ジオキサンを含むVOCsの同時分析条件に

関する検討

1,4-ジオキサンをヘッドスペース－ガスクロマ

トグラフ質量分析法で測定するにあたり、塩析剤

の種類や添加量等適した条件について検討を行っ

た。特に塩析剤に炭酸カリウムを用いることで大

幅に感度が向上することがわかった。

（３）内部精度管理・外部精度管理

検査の信頼性を確保することを目的に内部精度

管理・外部精度管理を行った。検査は、「標準作業

書」に基づき実施しており、本作業書については

常に見直し、必要な改訂を実施している。

ア 大気関係

有害大気、降下ばいじん、酸性雨検査について、

内部精度管理を行った。外部精度管理として平成

27 年環境測定分析統一精度管理調査に参加し、

PM2.5 模擬試料中の無機イオン成分、捕集管試料

中のホルムアルデヒド、及びアセトアルデヒドの

分析を実施した。

イ 水質関係

事業場排水については、内部精度管理として、

添加回収試験の実施や、検査実施者及び実施日時

の記録等を行った。
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24 156 12 8 96 84 (276)
*1 380

12 12 24
24 12 132 168

銅 12 168 180
亜鉛 12 168 180
鉄 12 156 12 180
ﾏﾝｶﾞﾝ 12 156 12 180
全ｸﾛﾑ 12 156 12 180
ｶﾄﾞﾐｳﾑ 12 168 180
鉛 12 156 12 180
ﾆｯｹﾙ 12 168 180
ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ 12 156 12 180
ｱﾙﾐﾆｳﾑ 12 156 12 180
ｶﾙｼｳﾑ 156 12 168
ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 156 12 168
ﾗﾝﾀﾝ 156 12 168
ｾﾘｳﾑ 156 12 168

24 12 36
12 12
12 12

塩素ｲｵﾝ 24 12 132 168
亜硝酸ｲｵﾝ 24 12 132 168
硝酸ｲｵﾝ 24 12 132 168
硫酸ｲｵﾝ 24 12 132 168
ﾅﾄﾘｳﾑｲｵﾝ 24 12 132 168
ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ 24 12 132 168
ｶﾘｳﾑｲｵﾝ 24 12 132 168
ﾏｸﾞﾈｼｳﾑｲｵﾝ 24 12 132 168
ｶﾙｼｳﾑｲｵﾝ 24 12 132 168
窒素酸化物 8 8
排ｶﾞｽ温度 8 8
一酸化炭素 8 8
二酸化炭素 8 8
酸素 8 8
窒素 8 8
ﾌﾛﾝ11 112 112
ﾌﾛﾝ12 112 112
ﾌﾛﾝ113 112 112
ﾌﾛﾝ114 112 112
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 112 112
四塩化炭素 112 112
ｱｸﾘﾛﾆﾄﾘﾙ 96 16 112
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ 96 16 112
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 96 16 112
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 96 16 112
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 96 16 112
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 96 16 112
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 96 16 112
1,3-ﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ 96 16 112
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 96 16 112
ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 72 24 96
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 72 24 96
ﾄﾙｴﾝ 96 16 112
o-ｷｼﾚﾝ 96 16 112
m,p-ｷｼﾚﾝ 96 16 112
ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ 96 16 112
塩化ﾒﾁﾙ 96 16 112

84 84

144 1,848 132 48 1,488 84 3,056 6,800
*1 ( )内の数字は、自主測定を行なった件数

合　計

検　体　数

浮遊粒子状
物質

降下
ばいじん

有害大気
汚染物質

　項目　　　  　調査名

 表 2-1　平成27年度　大気検査実施状況

イ
オ
ン
成
分
９
項
目

酸性雨
煙道

排ｶﾞｽ測定
アスベスト その他

水素ｲｵﾝ濃度(pH)
電気伝導度(EC)

粉じん量

金
属
成
分
14
項
目

その他
合　計

不溶解性降下物
溶解性降下物

窒
素
酸
化
物

濃
度
等

有
害
大
気
汚
染
物
質
　
項
目

　
　
＋
ア
ル
デ
ヒ
ド
類
２
項
目

フ
ロ
ン
等

アスベスト

14
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図 2-1  降下ばいじん等測定位置図

地点名 降下ばいじん
浮遊粒子状

物  質
有害大気 アスベスト 酸性雨

1 寒川小学校測定局 ○ ○ 補完 ○

2 千葉職業能力開発短期大学校 ○

3 フェスティバルウォーク ○ 追加

4 イトーヨーカドー ○

5 都公園測定局 ○

6 蘇我保育所測定局 ○

7 土気測定局 ○ ○

8 泉谷小学校測定局 ○

9 千城台北小学校測定局 ○

10 花見川第一小学校測定局 ○

11 宮野木測定局 ◎ ○ ○

12 真砂公園測定局 ○ ○ ○

13 千葉市水道局 ○

14 宮野木自排局 ○

15 福正寺測定局 ○ 補完

16 フクダ電子アリーナ 追加

17 千葉市役所自排局 ○ ○

18 大宮小学校測定局 ○

19 検見川小学校測定局 ○

20 真砂自排局 ○

21 千葉市総合保健医療センター ○

◎：宮野木測定局では全降下物に加え乾性降下物も分析した。

追加：アルデヒド類 2項目は未測定の調査地点。 補完：南西風時補完調査地点。

④

⑳

⑯

⑩

⑤

①

⑮③

㉑

⑪

⑥
⑧

⑭

稲毛区

②

花見川区

中央区

美浜区

若葉区

緑 区

⑰

⑬

⑫

⑲

⑱

⑦

⑨
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検　体　数 300 154 144 0 133 0 731 12 62 74 36 16 91 143 35 4 987

pH 300 96 143 0 0 0 539 12 51 63 12 12 90 114 16 1 733

DO 300 106 0 0 0 0 406 0 0 0 0 0 11 11 0 1 418

BOD 300 0 59 0 0 0 359 12 49 61 0 0 11 11 12 0 443

COD 300 96 142 0 0 0 538 12 51 63 12 0 11 23 16 1 641

SS 300 0 142 0 0 0 442 12 51 63 12 0 11 23 16 1 545

大腸菌群数 0 0 81 0 0 0 81 12 5 17 0 0 0 0 0 0 98

大腸菌群数(最確数) 72 48 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 4 0 124

Hex抽出物質 12 24 107 0 0 0 143 12 5 17 12 12 11 35 13 0 208

全窒素 300 96 142 0 0 0 538 12 51 63 12 12 11 35 16 0 652

全りん 300 96 142 0 0 0 538 12 51 63 24 12 11 47 16 0 664

ｶﾄﾞﾐｳﾑ 62 16 49 0 0 0 127 12 4 16 24 12 79 115 13 0 271

ｼｱﾝ 62 48 49 0 0 0 159 12 4 16 24 12 79 115 13 0 303

鉛 62 48 49 0 0 0 159 12 4 16 24 12 79 115 13 0 303

六価ｸﾛﾑ 74 16 49 0 2 0 141 12 4 16 24 12 79 115 13 0 285

ひ素 62 16 46 0 9 0 133 12 4 16 24 12 79 115 13 0 277

総水銀 62 16 44 0 0 0 122 12 4 16 24 12 79 115 13 0 266

ｱﾙｷﾙ水銀 0 0 7 0 0 0 7 12 4 16 24 12 79 115 13 0 151

ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ類 9 4 15 0 0 0 28 4 4 8 0 0 0 0 5 0 41

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 124 16 42 0 0 0 182 1 4 5 36 16 80 132 13 0 332

四塩化炭素 124 16 42 0 24 0 206 1 4 5 36 16 80 132 13 0 356

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 124 16 42 0 0 0 182 1 4 5 36 16 80 132 13 0 332

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 124 16 42 0 24 0 206 1 4 5 36 16 80 132 13 0 356

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 124 16 42 0 24 0 206 1 4 5 36 16 80 132 13 0 356

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 124 16 42 0 24 0 206 1 4 5 36 16 80 132 13 0 356

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 124 16 42 0 24 0 206 1 4 5 36 16 80 132 13 0 356

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 124 16 42 0 24 0 206 1 4 5 36 16 80 132 13 0 356

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 124 16 42 0 89 0 271 1 4 5 36 16 80 132 13 0 421

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 124 16 42 0 24 0 206 1 4 5 36 16 80 132 13 0 356

ﾁｳﾗﾑ 12 12 5 0 0 0 29 1 4 5 0 0 0 0 13 0 47

ｼﾏｼﾞﾝ(CAT) 12 12 5 0 0 0 29 1 4 5 0 0 0 0 13 0 47

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ 12 12 5 0 0 0 29 1 4 5 0 0 0 0 13 0 47

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 124 16 42 0 0 0 182 1 4 5 36 16 80 132 13 0 332

ｾﾚﾝ 12 12 42 0 0 0 66 12 4 16 24 12 79 115 12 0 209

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 10 8 18 0 0 0 36 1 4 5 24 4 29 57 13 0 111

有機りん 0 0 16 0 0 0 16 12 4 16 24 12 0 36 12 0 80

ほう素 70 0 57 0 0 0 127 12 4 16 24 12 79 115 13 0 271

ふっ素 70 0 57 0 0 0 127 12 4 16 24 12 79 115 13 0 271

窒素3項目* 0 0 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

ﾌｪﾉｰﾙ類 56 16 41 0 0 0 113 12 4 16 24 12 0 36 12 0 177

銅 56 16 46 0 0 0 118 12 4 16 24 12 79 115 12 0 261

亜鉛 0 0 46 0 0 0 46 12 4 16 24 12 79 115 12 0 189

鉄 56 16 46 0 0 0 118 12 4 16 24 12 79 115 12 0 261

ﾏﾝｶﾞﾝ 57 16 45 0 0 0 118 12 13 25 24 12 79 115 12 0 270

総ｸﾛﾑ 62 16 46 0 0 0 124 12 4 16 24 12 79 115 13 0 268

ｱﾝﾓﾆｱ態窒素 62 72 16 0 0 0 150 12 4 16 12 0 0 12 0 0 178

亜硝酸態窒素 62 72 16 0 33 0 183 12 51 63 12 0 0 12 1 0 259

硝酸態窒素 62 72 16 0 33 0 183 12 51 63 12 0 0 12 1 0 259

りん酸態りん 62 72 0 0 0 0 134 6 0 6 24 0 0 24 0 0 164

塩化物ｲｵﾝ 62 0 0 0 0 0 62 12 4 16 0 0 0 0 0 1 79

電気伝導率 62 0 0 0 0 0 62 0 4 4 0 0 0 0 0 1 67

TOC 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

MBAS 62 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62

ﾅﾄﾘｳﾑ等陽ｲｵﾝ 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0 0 0 0 0 16

硫酸ｲｵﾝ 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4

要監視項目 85 60 0 0 0 0 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145

ｺﾞﾙﾌ場農薬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 3 3 0 0 33 0 39 0 4 4 0 0 0 0 370 7 420

合計 4,966 1,389 2,267 0 367 0 8,989 373 593 966 972 432 2,261 3,665 895 13 14,528

　* 窒素3項目とは、　ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

環
境
省

委
託
等

表 2-2　平成27年度　水質検査実施状況
環境局 建設局

　　　依頼元

　項目

環境局

環境保全部

放流 その他
その
他

流入その他 小計 放流小計

合計資源循環部 下水道管理部

河川 海域 排出水 底質 地下水

その他

小計
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河川名 Ｎｏ． 河川名 Ｎｏ．

① 15

2 16

3 17

4 18

5 19

⑥ 村田川 20

7 浜田川 21

8 花園川 22

9 23

10 24

11 生実川 25

⑫
13

14

地点

Ⅰ

Ⅲ

Ⅴ

Ⅷ

新港コンビナート港湾内

幕張の浜地先

35° 34'  50

35° 36'  12

35° 34'  52

35° 37'  25

140°　05'  21

140°　02'  04

高洲橋

どうみき橋

平成橋

東経 北緯 備考

JFEスチール西工場地先

JFEスチール港湾内

下大和田町1146番地地先

高本谷橋

下八坂橋

140°　04'  55

140°　06'  42

○印は環境基準点

新花見川橋

花島橋

青柳橋

新都川橋 浜野橋

採水地点名

下泉橋

中田橋

富田橋

平川橋

図2-2　　河川及び海域の水質検査地点図

花見川

都川

河川の水質検査地点

葭川

高根橋

日本橋

都賀川橋梁

源町407番地地先

採水地点名

○印は環境基準補助点

海域の水質検査地点

鹿島川

浜野川

勝田川管理橋
八千代都市下水路横戸町33番地地先

都橋

立会橋下

辺田前橋

汐留橋

15
16

17

18

19

20

鹿 島 川

①

2

3

45

⑥
7

8
9

10 11

⑫

13
14

15
16

17

18

19

20

21 22

23

2425
浜野川

村田川

勝田
川

鹿 島 川

坂
月川

都

都 川

川支 川
葭

川

浜
田
川

花
園
川

花
見
川

生
実
川

Ⅷ 数字は採水地点を示す。

Ⅴ
Ⅲ

Ⅰ
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項　目 河川 海域

トランス-1，2-ジクロロエチレン 3 3

クロロホルム 3 3

1，2-ジクロロプロパン 3 3

ｐ－ジクロロベンゼン 3 3

イソキサチオン 3 3

ダイアジノン 3 3

フェニトロチオン 3 3

イソプロチオラン 3 3

オキシン銅 3 3

クロロタロニル 3 3

プロピザミド 3 3

ＥＰＮ 25 0

ジクロルボス 3 3

フェノブカルブ 3 3

イプロベンホス 3 3

クロルニトロフェン 3 3

トルエン 3 3

キシレン 3 3

フタル酸ジエチルヘキシル 3 3

ニッケル 3 3

モリブデン 3 3

アンチモン 3 3

小　　　計 88 63

計 151

表 2-3　平成27年度　要監視項目実施状況
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研究報告                     千葉市環境保健研究所年報 第 23 号、45-48 (2016)                

パンソルビン・トラップ法による食品からのノロウイルス検出事例

西川 和佳子、水村 綾乃、坂本 美砂子

（環境保健研究所 健康科学課）

要 旨 一般食品からのウイルス濃縮法であるパンソルビン・トラップ法を平成 25年度から

導入し、食中毒（疑い）事例の食品検体 6事例 120 検体に適用した。その結果、4 事例 9検体

からノロウイルス遺伝子が検出され、そのうち 8検体の PCR産物について、遺伝子型の決定が

可能であった。以上の結果から、パンソルビン・トラップ法は、様々な形状の食品から一定の

検査手順によって効率良くノロウイルスを濃縮できることが明らかとなり、実際の食中毒検査

に有用であることが示唆された。

Key Words：パンソルビン・トラップ法，ノロウイルス，ウイルス濃縮法

1．はじめに

現在、ノロウイルス（以下、NoV）による食中毒事

例は、調理従事者からの二次汚染を受けた調理済み食

品に起因するものが多く、原因食品の形状によって

NoV の汚染量や汚染部位が異なるために食品の形状に

応じた検体処理が必要である。しかしながら、従来の

食品検査法は、主にカキ等の二枚貝、表面汚染または

高濃度汚染を受けた食品を検査対象としたもので、こ

れら以外の食品から NoVが検出される事例は少なかっ

た。このような背景から、様々な形状の食品からウイ

ルスを効率良く濃縮するためにパンソルビン・トラッ

プ法（以下、パントラ法）が開発され、平成 25 年 10
月に厚生労働省通知 1）により、NoV の検出法に追記さ

れた。  

パントラ法の原理は、食品乳剤に NoV に特異的な抗

体を添加し、抗原抗体複合体を形成させ、さらにそれ

を黄色ブドウ球菌表面のプロテイン A に吸着させ、菌

体とともに NoV を沈殿、回収することである。これに

より、固形、液状、練り物、油物など様々な形状の食

品から NoV 遺伝子を検出することが可能となったが 2）、

実際の食中毒事例にパントラ法を適用した報告は少な

い。当所では、平成 25 年度から食中毒検査にパントラ

法を導入した結果、一部の食中毒（疑い）事例におい

て食品検体から NoV 遺伝子が検出され、パントラ法の

有用性が示されたことから、その概要について報告す

る。

2．材料と方法

2.1 検査材料

平成 25 から 27 年度までに本市保健所から搬入され

た食中毒（疑い）事例の食品 238 検体のうち、120 検

体（6 事例分）をパントラ法によるウイルス濃縮の検査

材料とした。

2.2 パンソルビン・トラップ法による NoV の濃縮

図 1 の操作手順に示すとおり、厚生労働省通知 1)に

基づいてパントラ法によるウイルス濃縮及び RNA 抽

出を行った。なお、 RNA 抽出には、 TRIzol-LS 
(Invitrogen)を使用し、High Pure Viral RNA Kit
（Roche）を用いて抽出 RNA を精製した。

(15min)

(3,000rpm,30min)

(37℃,15min) 　　　（＊1）黄色ブドウ球菌をホルマリン固定し、熱処理したもの

(3,000rpm,20min)

（＊2）RNA抽出キット添付

(13,000rpm,15min)

超音波処理

遠　心

食品10g

RNA抽出

洗浄液

静　置

遠　心

上　清

沈殿物

   ウイルス補捉用抗体
   PANSOLBIN Ce lls (MERCK)  (* 1 )

α-Amylase粉末（和光純薬）

　Binding Buf fe r (* 2 )

　TRIzo l LS（ I nvitrogen）
　クロロホルム

エタノール

震とう

遠　心

水　層

図 1 パンソルビン・トラップ法 操作手順
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2.3 NoV 遺伝子の検出

操作手順を図 2 に示すとおり、厚生労働省通知 1)に

基づいて Super ScriptⅢ(Invitrogen)を用いた逆転写

反応による cDNA の作成、1st PCR(conventional PCR)
による予備増幅、及び 1st PCR 産物をテンプレートと

した Nested real-time PCR を実施した。なお、非特異

反応を抑制するため、逆転写反応では専用プライマー

（PANR-G1 及び PANR-G2）を用い、1st PCR ではホ

ットスタート・タッチダウンによる反応を行った。

2.4 分子系統樹による NoV 遺伝子の解析

Nested real-time PCR により NoV 遺伝子が検出さ

れた検体については、1st PCR 産物をテンプレートと

して、2nd PCR(conventional PCR)を行い、得られた

増幅産物の塩基配列を決定した。また、NoV の遺伝子

型については、Capsid 領域（GⅠ:291bp、GⅡ:278 bp）
の塩基配列に基づく分子系統樹解析（Neighbor joining
法）により決定した。

3．結果

パントラ法によるウイルス濃縮、Nested real-time 
PCR による遺伝子検出及び分子系統樹による塩基配列

の解析を行った。その結果、4 事例 9 検体の食品から

NoV 遺伝子が検出され、そのうち 8 検体の PCR 産物

について、遺伝子型の決定が可能であった（表 1）。

事例 1 では、当初、食中毒と感染症の両者が疑われ

たが、患者便、調理従事者便、検食から同一の遺伝子

型の NoV が検出され、塩基配列も 100％一致したこと

から、食中毒と断定し行政処分となった。

事例 2 では、患者便及び喫食残品（豆腐サラダ）か

ら同一遺伝子型の NoV が検出されたが、調理従事者便

からは検出されず、有症苦情として処理された。なお、

喫食残品（ビーフシチュー）の遺伝子型は、本事例の

患者便とは異なるものであった。また、豆腐サラダ及

びビーフシチューは、それぞれ過去 6 ヶ月以内に本市

で発生した別の集団感染事例と塩基配列が 100％一致

した（図 3、4）。

事例 3 では、患者便から NoV が検出されたが、調理

従事者便からは検出されず、さらに、検食からは患者

便とは異なる遺伝子型が検出され、食中毒と断定する

には至らなかった。

事例 4 では、患者便、調理従事者便、食材同ロット

品で同一の遺伝子型の NoV が検出された。しかし、調

理従事者は患者が喫食した食品の調理等に直接関与し

ておらず、さらに、食材同ロット品の塩基配列が患者

便及び調理従事者便の塩基配列と 100％一致せず、調

理従事者を介して食品を汚染する経路を特定できない

ことから、有症苦情として処理された。なお、食材同

ロット品から検出された NoV は、その 2 ヶ月前に発生

した事例 3 の患者便及び市内で発生した別の集団感染

事例と塩基配列が 100％一致した（図 4）。

事例 5 及び事例 6 では、患者便から NoV が検出され

たが、食品及び調理従事者便からは検出されず、有症

苦情として処理された。

（55℃,60min）

（ホットスタート・タッチダウン）

RNA抽出液

DNaseⅠ処理

逆転写反応

cDNA

ダイレクトシークエンス

　　（Capsid領域　GⅠ：291ｂｐ、GⅡ：278ｂｐ）

分子系統樹解析

   NoV遺伝子検出

（＊）ＮＶＧⅠ：ＰＡＮＲ－Ｇ１

　　　ＮＶＧⅡ：ＰＡＮＲ－Ｇ２

  Virus-spesif ic  reverse  primer (*)
  Super ScriptⅢ(Invitrogen)

1st PCR

Nested real-time PCR

2nd PCR

図 2 遺伝子検出及び解析 操作手順

表１ パントラ法によるノロウイルス検出事例

検 出 数 ／ 検 体 数 遺 伝 子 型
患 者 の

遺 伝 子 型

従 事 者 の

遺 伝 子 型

刺 身 G Ⅱ .4 1 0 0 %

メ ロ ン G Ⅱ .4 1 0 0 %

前 菜 G Ⅱ .4 9 8 %

蒸 し パ ン G Ⅱ .4 9 8 %

フ ル ー ツ 型 別 不 能 -

ビ ー フ シ チ ュ ー G Ⅰ .2 -

豆 腐 サ ラ ダ G Ⅱ .3 1 0 0 %

3 １ ／ ３ ８ 検 食 カ ッ トオ レ ン ジ G Ⅱ .3 G Ⅱ .4 不 検 出 -

4 １ ／ １ 食 材 同 ロ ッ ト品 中 ト ロ G Ⅱ .4 G Ⅱ .4 G Ⅱ .4 9 8 %

5 ０ ／ ３ ３ - - - G Ⅱ .4 不 検 出 -

6 ０ ／ １ ８ - - - G Ⅱ .1 7 不 検 出 -

2 ２ ／ ２ 喫 食 残 品 G Ⅱ .3

検 　 出 　 検 　 体

食   　  品 糞 　 　 便

G Ⅱ .4 G Ⅱ .4

不 検 出

事

例

食 品 と 糞 便 の

塩 基 配 列 の

相 同 性

1 ５ ／ ２ ８ 検 食
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4．考察

パントラ法を適用して NoVが検出された食品として、

食パン 3）や弁当 4,5）の事例報告があるが、今回、刺身、

サラダ、ビーフシチュー等から NoV が検出され、パン

トラ法が様々な食品に対応できることが改めて示され

た。事例 1 では、当初、食中毒と感染症の両者が疑わ

れた。5 検体の検食から NoV が検出され、そのうち 2
検体の検食から検出された NoV の遺伝子型は、患者及

び従事者便から検出された NoV と一致（塩基配列も

100％一致）した。この検査結果から、事例１は食中毒

と決定し行政処分に至り、実際の食中毒調査における

パントラ法の有用性が明らかとなった事例でもある。

また、事例 2（ビーフシチュー）及び事例 3 は、喫食

残品や検食から患者便と異なる遺伝子型の NoVが検出

されたため、食中毒との関連性を特定するには至らな

かったが、普段から NoV が付着するような状況下で食

品が扱われている可能性が強く示唆された。さらに、

事例 2（ビーフシチュー及び豆腐サラダ）と事例 4 で

は、喫食残品や食材同ロット品から検出された NoV と

2～6 ヶ月以前に市内で発生した別の集団感染事例の患

者から検出された NoV の塩基配列が 100％一致してい

た。このことは、市内で流行している NoV が食品の汚

染に関与している可能性を示唆するものである。

以上のことから、パントラ法は、様々な形状の食品

から一定の検査手順によって効率良く NoVを濃縮で

ることが明らかとなり、本法による食品検査の結果を

蓄積することで原因食品の特定や汚染経路の解明が期

待できるものと思われる。

パントラ法の導入により様々な食品から NoVの検出

が可能となったが、これまでの検査実績を踏まえ、以

下 2 点の課題が明確となった。

1 点目は、検体の相互汚染や実験室内の PCR 産物汚

染による偽陽性の問題である。パントラ法は、微量の

ウイルスを効率良く濃縮できる一方、遠心上清の除去

といった操作が多く、陽性コントロールや検体の相互

汚染の問題が常につきまとう。また、検査を重ねるこ

とでPCR産物による実験室内汚染が蓄積する恐れが出

てくることである 6）。食品に含まれるウイルス量は極

めて少なく 7）、パントラ法では食品から安定的に NoV
を検出するために 1st PCR による予備増幅を行った上

でNested real-time PCRを実施することが推奨されて

いる 1）ことからも、一層の偽陽性防止対策が必要とな

る。試薬、器具、検査室等の分別使用、及び慎重な実

験操作はもとより、今後は予備増幅を行う必要のない

高感度な Conventional PCR または real-time PCR 反

応系を検討し、これに Uracil-N-Glycosylase 処理を組

み込むことにより、PCR 産物の混入による偽陽性を防

止することも対策の一つとして検討する価値があるも

図 3 事例 2 におけるノロウイルス GⅠ Capsid 領域

（291bp）系統樹

＊株名の先頭 4 桁は、西暦年下 2 桁・月数 2 桁を示す

 GI.5 AJ277614/Musgrove

 GI.5 AB039774/SaitamaSzUG1 GI/9

 GI.6 AF093797/BS5

 GI.6 AB081723/WUG1 GI/8

 GI.1 M87661/Norwalk

 GI.4 AB042808/Chiba407

 GI.2 L07418/Southampton

 1502-122-F-66001

 1502-122-F-68001

 1502-122-F-71010

 1504-122-O-K03001

 1508-122-F-26001

 GI.3 AB112100SaitamaT25GI GI/14

 GI.3 U04469/DSV

 GI.8 AF538679/Boxer GI/10

 GI.7 AJ277609/Winchester

 GI.9 AB112132/SaitamaT35aGI GI/13

 GI.9 HQ637267/Vancouver730

 GII.4 X86557/Lordsdale

 GII.4 X76716/Bristol

 GIII AJ011099/BoNoV-Jena

 GIII AY126474/BoNoV-Dumfries

 GV AY228235/MuNoV-1

 GV DQ223042/MuNoV-3

 GV DQ911368/MuNoV-Berlin

100

64

100

100

98

100

100

100

87

87

60

37

92

35

51

37

37

32

44

0.05

別の集団感染事例

事例 2：ﾋﾞｰﾌｼﾁｭｰ

GⅠ.2

＊株名の先頭 4 桁は、西暦年下 2 桁・月数 2 桁を示す

図 4 事例 2,4 におけるノロウイルス GⅡ Capsid 領域

（278bp）系統樹

 US95 96/AJ004864

 Yerseke 2006a/EF126963

 Hunter 2004/AY883096

 Farmington Hills 2002/AY485642

 NewOrleans 2009/GU445325

 Asia 2003/AB220921

 Den Haag 2006b/EF126965

 Sydney 2012/JX459908

 Sydney/NSW0514/2012/AU

 1601-122-F-65001

 1511-122-O-41009

 1511-122-O-44002

 1601-122-F-65017

 GII.4 X76716/Bristol

 GII.4 X86557/Lordsdale

 GII.3 U02030/Tronto

 GII.3 AB067542/SaitamaU201

 1502-122-O-K18001

 1505-122-F-07001

 1508-122-F-26002

 1508-122-F-26003

93

99

100

94

100

87

26

71

47

37

35

27

19

22

14

0.05

事例 4：患者便

別の集団感染事例

事例 3：患者便

事例 4：中トロ

GⅡ.4

別の集団感染事例

事例 2：豆腐サラダ

事例 2：患者便

GⅡ.3
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のと思われる。

2 点目は、検体数の増加に伴う作業効率の低下である。

パントラ法は日常業務に取り入れることを前提に設計

されたものであり、超遠心機や高速冷却遠心機を用い

ることなく実施できることがメリットであるが 2）、実

際の食中毒事例で多数の食品検体が搬入され、遠心機

のキャパシティーを超えた場合、作業効率が低下し、

限られた時間で結果を出すことが困難になる。さらに、

糞便検体と比較し、RNA 抽出に要する工程が多いこと

も作業効率低下の一因であると考えられる。従って、

作業効率の低下を防ぎ、限られた時間で迅速に検査結

果を得るためには、検査対象とする食品検体の精査（調

理工程や喫食状況に応じて）、または、優先順位付けが

必要不可欠であると思われる。
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1,4-ジオキサンを含む VOCs の分析条件に関する検討

鈴木 瑞穂、坂元 宏成、平山 雄一

（環境保健研究所 環境科学課）

要 旨 1,4-ジオキサンと他の VOCs を HS-GC/MS 法で同時分析するにあたり、塩析剤の種類や添

加量等適した条件について検討を行った。炭酸カリウム及び硫酸ナトリウムを塩析剤として用いるこ

とで、他の VOCs と比べ感度の低い 1,4-ジオキサンの感度を上昇させることができた。さらに、硫酸

ナトリウムは他の VOCs についても塩化ナトリウムと同程度の感度が得られ、添加回収試験において

も良好な結果が得られた。塩析剤として硫酸ナトリウムを用いることは、1,4-ジオキサンと他の VOCs
を同時分析するにあたり有効な分析方法である。

Key Words：1,4-ジオキサン，VOCs，HS-GC/MS 法

1．はじめに

1,4-ジオキサンは IARC（国際がん研究機関）では

2B（ヒトに対して発がん性を示す可能性がある物質）

に分類されている。また、平成 21 年 11 月 30 日に公共

用水域及び地下水の水質汚濁に係る環境基準に追加さ

れた。さらに平成 24 年 5 月には水質汚濁防止法の一般

排水基準及び下水道法の下水排除基準に追加されてお

り、分析の機会が増えている状況である。本市におい

ても、環境水及び事業場排水等の 1,4-ジオキサンの分

析を行っているところであるが、感度の違いにより

1,4-ジオキサンと他の VOCs は HS-GC/MS 法により

別々に測定している。これを同時分析することで、分

析を効率化することを考えた。

1,4-ジオキサンは水との親和性が高く、HS-GC/MS
法では他の VOCs と比べると低感度であるが、特定の

塩析剤を用いることで感度向上することが報告されて

いる。1),2),3)そこで、1,4-ジオキサンと他の VOCs を

HS-GC/MS 法で同時分析するにあたり、塩析剤の種類

や添加量等適した条件について検討を行った。

2．方法

標準液は関東化学株式会社製の 1,4-ジオキサン標準

液及び揮発性有機化合物 23 種混合標準液を使用し、試

料水は市販のミネラルウォーター（Volvic）又は環境水

を使用した。

塩析剤として、それぞれ特級の塩化カリウム、塩化

カルシウム、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、硫酸ナ

トリウム、塩化ナトリウムを使用した。

20ml のバイアル瓶に塩析剤を入れ、これにミネラル

ウォーター又は環境水 10ml、1,4-ジオキサン標準液及

び揮発性有機化合物 23種混合標準液をそれぞれ添加し

た。添加直後ブチルセプタム付きキャップで栓をし、

室温で振とうすることで塩析剤を溶解した。分析は島

津製 GCMS-QP2010Ultra で行った。

3．結果及び考察

3．1 塩析剤の検討

各塩析剤について 20℃での飽和量をミネラルウォー

ターに添加し測定を行った。塩析剤によるピーク面積

を確認したところ、各物質のピーク面積は異なり、特

に 1,4-ジオキサンではその差が顕著であった。（表 1）

ただし、ピーク面積は、塩化ナトリウム 3g 使用時のピ

ーク面積で割り算した値（面積比）として示してある。

1,4-ジオキサンのピーク面積に関して塩化ナトリウ

ムで分析した場合と比べると、塩化カリウム及び塩化

カルシウムでは概ね同程度、炭酸ナトリウムでは 2 倍

程度であった。ただし、炭酸ナトリウムは 1,4-ジオキ

サン以外の物質で大幅に感度低下するものがあった。

一方、炭酸カリウム及び硫酸ナトリウムでは、塩化ナ

トリウムの場合と比べて 1,4-ジオキサンピーク面積が

大幅に増加した。
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表１ 各塩析剤のピーク面積比

KCl CaCl2 K2CO3 Na2CO3 Na2SO4

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1.19 1.23 1.26 1.93 0.86
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.88 1.64 1.11 1.13 0.86
cis 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.90 1.37 0.85 0.99 0.84
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛエﾀﾝ 0.99 1.05 0.71 0.82 0.87
四塩化炭素 1.01 1.06 0.69 0.82 0.88
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.77 1.76 1.35 1.24 0.86
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.93 1.25 0.79 0.92 0.84
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.96 1.13 0.76 0.85 0.87
cis 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 0.78 1.58 0.54 0.00 0.64
trans 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 0.76 1.64 0.73 0.00 0.58
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.69 1.80 0.46 0.24 0.84
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.97 1.04 0.73 0.79 0.89
p-ﾌﾞﾛﾓﾌﾙｵﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ(IS) 0.84 1.30 0.86 0.94 0.83
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.96 1.00 86.54 2.40 0.97
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ-d8(IS) 0.98 0.98 88.91 2.36 0.95

1,4-ジオキサンのピーク面積が大幅に増加した炭酸

カリウム及び硫酸ナトリウムの 1,4-ジオキサンのクロ

マトグラムを図 1 に示す。図 1 のとおり、塩化ナトリ

ウムの場合と比べて 1,4-ジオキサンのピーク面

積は大きくなり、定量する上で支障となるピークは見

られなかった。また、その他の物質のピーク面積につ

いては塩化ナトリウムの場合と概ね同程度であった。

図 1 1,4-ジオキサンの SIM クロマトグラム

3．2 pHの影響

炭酸カリウムは水に溶解することで強い塩基性を示

す。pH の変化による 1,4-ジオキサンのピーク面積に

ついて、塩析剤として水酸化ナトリウムを添加し確認

した。その結果、pH10 から 14 の範囲でピーク面積に

変化は見られなかったことから、炭酸カリウムを塩析

剤として用いた場合の 1,4-ジオキサンの感度の上昇に

ついては pH の影響では無いと考えられる。

3．3 塩析剤の添加量

1,4-ジオキサンおよびその他の VOCs のピーク面

積において良好な結果が見られた、炭酸カリウム及び

硫酸ナトリウムについて、その添加量と 1,4-ジオキサ

ンのピーク面積との関係を調べた。その結果を図 2 に

示す。ただし、ピーク面積は、塩化ナトリウム 3g 使用

時のピーク面積で割り算した値（面積比）として示し

てある。

図 2 塩析剤添加量と 1, 4-ジオキサンピーク面積

との関係

図 2より、炭酸カリウムは添加量が増加するに従い、

ピーク面積が大幅に増加する傾向があった。硫酸ナト

リウムも増加率が小幅ながらも同様の傾向があった。

炭酸カリウムについては、20℃での飽和溶解量は約 11g

であるが、測定値のばらつきが大きいため、9g を添加

量とした。硫酸ナトリウムについては、バイアルの加

熱温度である 70℃での飽和溶解量は約 4g であること

から、4g を添加量とした。

3．4 検出下限値及び定量下限値

化学物質環境実態調査実施の手引き（平成20年度版）

（環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課）に基

づきそれぞれの 1,4-ジオキサンについての検出下限値

（MDL）及び定量下限値（MQL）を算出した結果を表

2 に示す。

表 2 各塩析剤による検出下限値及び定量下限値

NaCl K2CO3 Na2SO4

MDL 550 4.2 220
MQL 1,400 11.0 580

1,4-ジオキサンの分析については炭酸カリウム及び

硫酸ナトリウムを使用することで、公定法である塩化

ナトリウムの場合と比べて定量下限値を引き下げられ

ることがわかった。

3．5 同時分析

1,4-ジオキサンとその他の VOCs をミネラルウォー

ターに添加して HS-GC/MS 法で同時分析し、各塩析剤

を使用した場合のピーク面積を調べた。

炭酸カリウムは、VOCs のピーク面積の変動が大き

い結果となった。

硫酸ナトリウムは、塩化ナトリウムの場合と比べて

1,4-ジオキサンの感度を上昇させることができ、その

他の VOCs についても、同程度の感度が得られた（図

3）。

(ng/L)
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図 3 硫酸ナトリウム添加時のピーク面積比

3．6 検量線及び添加回収試験

塩析剤として硫酸ナトリウムを用い、検量線を作成

した。濃度を 1,4-ジオキサンについては 2μg/L～50μ

g/L、その他の物質については 0.1μg/L～5μg/L の範

囲とした。すべての物質で R2 値は 0.999 以上であり、

良好な検量線が得られた。

また、環境水（河川水）を試料として、塩析剤に硫

酸ナトリウムを用い、1,4-ジオキサンとその他の VOCs
について添加回収試験を行った。添加濃度を 1,4-ジオ

キサンは、環境基準値の 10 分の１の濃度である 5μg/L、

その他の物質については、環境基準値の 10 分の１の濃

度が 0.2μg/L 以上 1μg/L 未満のものについては 0.2

μg/L、1μg/L 以上のものについては 1μg/L とした。

その結果を表 3 に示す。回収率は 95％～120％であり、

化学物質環境実態調査実施の手引きによる精度管理上

の基準（70％～120％）を満たす良好な結果が得られた。

表 3 添加回収率

物質名 添加濃度（μg/L） 分析値（μg/L） 回収率（％）

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1 0.953 95

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 1 1.087 109

cis 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1 1.060 106

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛエﾀﾝ 1 1.017 102

四塩化炭素 0.2 0.200 100

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.2 0.239 120

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 1 1.047 105

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1 1.040 104

cis 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 0.2 0.204 102

trans 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 0.2 0.199 100

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.2 0.240 120

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1 1.050 105

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 5 5.023 100

4．まとめ

炭酸カリウム及び硫酸ナトリウムを塩析剤として用

いることで、1,4-ジオキサンについて塩化ナトリウム

使用時よりも高いピーク面積を得ることがでた。1,4-

ジオキサンその他の VOCs との同時分析については、

炭酸カリウムではその他の VOCs のピーク面積に変動

が大きく、安定した定量については難しい結果となっ

た。硫酸ナトリウムは、塩化ナトリウムの場合と比べ

て 1,4-ジオキサンの感度を上昇させることができ、そ

の他の VOCs についても同程度の感度が得られた。ま

た、添加回収試験においても良好な結果が得られた。

以上から、塩析剤として硫酸ナトリウムを用いること

は、1,4-ジオキサンと他の VOCs を同時分析するにあ

たり有効な分析方法である。
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千葉市の水域における有機フッ素化合物調査（第 8報）
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（環境保健研究所 環境科学課）

要 旨 2015年度も前年度に引き続き、千葉市内河川 5地点において、有機フッ素化合物（PFCs）
13 種について実態調査を行った。ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）の濃度は、昨年度

から一部の地点でやや増加傾向が見られ、0.6~23 ng/L であり、ペルフルオロオクタン酸（PFOA）

の濃度は横ばい傾向で 6.3~39 ng/L であった。全ての地点で、PFOS 濃度より PFOA 濃度が高かっ

た。また、葭川の源町 407 番地地先では今年度もペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）が

16 ng/L と他地点より高濃度で検出された。また、例年どの地点でも低濃度であったペルフルオロ

ブタン酸（PFBA）及びペルフルオロヘキサン酸（PFHxA）について、10 ng/L 以上の濃度で検

出された地点があった。

Key Words：PFCs，LC-MS/MS，実態調査

1．はじめに

ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペル

フルオロオクタン酸（PFOA）をはじめとする有機フッ

素化合物（PFCs）は、フッ素樹脂製造時の補助剤、撥

水・撥油剤、泡消火剤として広く利用されているが、

その難分解性と生物への蓄積性 1)が懸念されている。

日本では、2002 年には PFOS 及び PFOA が化審法の

第 2 種監視化学物質に指定され、さらに 2010 年 4 月に

は PFOS 及びその塩並びにペルフルオロオクタンスル

ホン酸フルオリド（PFOSA）が第 1 種特定化学物質に

指定され、製造、輸入及び使用が禁止もしくは制限さ

れることとなった。

毒性については、肝及び腎毒性、発達毒性が指摘さ

れており、米国環境保護庁（EPA）では、これまで飲

料水の暫定健康勧告値を PFOS: 200 ng/L, PFOA: 400 
ng/L としていたが、2016 年になり、最新の知見に基づ

き生涯曝露を想定した、新たな健康勧告値（PFOS 及

び PFOA の合計濃度で 70 ng/L）を公表している。

そのような中、本研究所では、2011 年度から千葉市

内河川において、PFOS 及び PFOA を含む PFCs の汚

染実態調査を進めてきた。2015 年度も 13 種の PFCs
について、引き続き市内 5 地点で夏季、冬季に実態調

査を行ったので報告する。

2．方法

2．1 対象物質

対象物質は、Wellington Laboratories 社製混合標準

溶液 PFAC-MXB に含まれる PFOA を含むペルフルオ

ロカルボン酸類( PFCAs )13 物質、PFOS を含むペルフ

ルオロアルキルスルホン酸類(PFASs )4 物質の計 17 物

質のうち、一定程度感度が得られた 13 物質とした（表

１）。

2．2 測定地点および試料採取日

測定地点を図 1 に示す。千葉市の主要河川である鹿

島川から下泉、葭川から源町 407 番地地先と六方、花

見川から汐留と八千代芦太の 5 地点を測定地点として

選び、夏季（2015 年 8 月 24 日）および冬季（2016 年

2 月 15 日）に試料の採取を行った（以下「源町 407 番

地地先」を「動物公園」と表記する）。

表１ 対象物質

化合物名 分子式

PFBA :Perfluorobutanoic acid CF3(CF2)2COOH
PFPeA :Perfluoropentanoic acid CF3(CF2)3COOH
PFHxA :Perfluorohexanoic acid CF3(CF2)4COOH
PFHpA :Perfluoroheptanoic acid CF3(CF2)5COOH
PFOA :Perfluorooctanoic acid CF3(CF2)6COOH
PFNA :Perfluorononanoic acid CF3(CF2)7COOH
PFDA :Perfluorodecanoic acid CF3(CF2)8COOH
PFUdA :Perfluoroundecanoic acid CF3(CF2)9COOH
PFDoA :Perfluorododecanoic acid CF3(CF2)10COOH
PFBS :Perfluorobutane sulfonate CF3(CF2)3SO3H
PFHxS :Perfluorohexane sulfonat e CF3(CF2)5SO3H
PFOS :Perfluorooctane sulfonate CF3(CF2)7SO3H
PFDS :Perfluorodecane sulfonate CF3(CF2)9SO3H
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図１ 測定地点

2．3 試薬及び器具

リン酸、酢酸アンモニウムは特級（和光純薬製）、メ

タノール、アセトニトリルは LC/MS 用（和光純薬製）

を用いた。純水はミリポア社製超純水製造装置により

精製した水を使用した。前処理は、日本ウォーターズ

社製固相抽出装置を使用し、固相カートリッジは、

Waters 社製 Oasis Wax Plus（225 mg）を用いた。

2．4 標準液

標準原液は混合標準溶液 PFAC-MXB 17 種（各 2
μg/mL メタノール溶液）に内標準物質としてラベル化

体混合液 MPFAC-MXA 9 種（2 μg/mL メタノール溶

液）を混合し、内標準物質が 2 μg/L となるように 70%
メタノール／水混液で希釈定容し、0.02 から 100 μg/L
までの検量線用標準液を作成した。

2．5 試料の前処理

千葉県環境研究センターの方法 2),3)を参考にし、下記

のとおり前処理を行った。

採取した試料 1000 mL をリン酸(1+4)で pH3 に調整

後、内標準物質 10 μg/L を 200 μL 添加し、固相カート

リッジに 10 mL/min で通液した。全量通液後、試料容

器を純水及び 70%メタノール水溶液で洗浄し、それぞ

れこの洗浄液を固相カートリッジに通液した。この固

相カートリッジを 1,500 rpm で 10分間遠心分離した後、

10 分間窒素吹付けを行い、乾燥させた。その後、1%ア

ンモニア／メタノール溶液 5 mL を通して溶出させ、

これを窒素吹付けにより 0.2 mL まで濃縮した後、90%
メタノール水溶液を加え 1 mL とし、試験溶液とした。

2．6 測定装置及び測定条件

測定装置は Waters Quattro Micro API を、分離カラ

ムは Waters 社製 Atlantis T3（3 μm, 2.1×150 mm)

を使用し、10 mmol/L 酢酸アンモニウム水溶液とアセ

トニトリルでグラジエント分析を行った。測定条件は

第 5 報に準じた。

3．結果および考察

3．1 実態調査結果

今回の調査結果を表 2 に示す。また、地点毎及び物

質毎の経年変化をそれぞれ図 2 及び図 3 に示す。

鹿島川では PFOS が 0.6 ng/L、PFOA が 6.3~6.9
ng/L 検出された。これらは、これまでの調査と同程度

の濃度であり、調査地点の中で最も低濃度であった。

葭川では PFOS が 0.9～23 ng/L、PFOA が 14～39
ng/L 検出された。動物公園における PFOS 濃度は、

2014 年からやや上昇しており、夏季、冬季ともに市内

最高値（それぞれ 23 ng/L、8.9 ng/L）であった。また、

PFOA は六方で 39 ng/L、動物公園で 25 ng/L が検出さ

れ、例年と同程度の濃度であり、調査地点の中でそれ

ぞれ 1 番目、2 番目に高濃度であった。動物公園では、

その他の物質でも、PFHxS が 16 ng/L、PFHxA が 26
ng/L 検出され、いずれも調査地点の中で最高値であっ

た。PFHxS は、例年、他地点ではほとんど検出されず、

表２ 調査結果

採水日：2015.8.24             （ng/L）

化合物名
鹿島川 葭川 花見川

下泉 動物公園 六方 汐留 八千代芦太

PFBA 4.8 3.9 3.0 5.2 3.0
PFPeA 2.0 8.3 1.3 3.0 1.8 
PFHxA 4.1 26 2.1 5.6 3.6 
PFHpA 1.9 2.8 1.9 5.0 2.4
PFOA 6.9 25 30 7.4 11 
PFNA 1.1 4.1 6.3 5.0 26 
PFDA <0.4 1.0 <0.4 1.6 1.3 
PFUdA <0.4 <0.4 0.5 1.0 5.6 
PFDoA <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4
PFBS 0.6 2.0 0.4 0.5 0.6 
PFHxS 0.7 16 1.2 0.8 0.6 
PFOS 0.6 23 1.1 4.1 4.2
PFDS <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

採水日：2016.2.15             （ng/L）

化合物名
鹿島川 葭川 花見川

下泉 動物公園 六方 汐留 八千代芦太

PFBA 4.0 3.1 4.1 3.6 13
PFPeA 2.0 1.8 1.5 2.1 1.9 
PFHxA 5.1 6.8 3.8 4.4 13
PFHpA 1.8 2.5 2.9 1.8 2.4 
PFOA 6.3 14 39 7.2 7.8 
PFNA 0.9 2.8 5.0 4.9 3.6
PFDA 0.1 0.2 0.6 0.6 2.1 
PFUdA 0.1 0.1 0.3 2.8 1.0
PFDoA <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4
PFBS 0.7 1.0 0.5 0.7 0.4 
PFHxS 0.6 8.4 1.2 1.2 0.2 
PFOS 0.6 8.9 0.9 4.3 3.0
PFDS <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
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図 2 地点毎の経年変化 図 3 物質毎の経年変化
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動物公園でのみ高濃度の傾向がある。一方、動物公園

の PFHxA 濃度は、2015 年の冬季に上昇し、2015 年の

夏季も高い傾向にあったが、2016 年の冬季は 2014 年

以前と同様のレベルに戻った。

花見川では PFOS が 3.0～4.3 ng/L、PFOA が 7.2
～11 ng/L 検出され、前年の調査と大きく変わらず横ば

い傾向である。他の物質に関しては、八千代芦太では、

2015 年の夏季に PFNA が 26 ng/L、2016 年の冬季に

PFBA 及び PFHxA が 13 ng/L と他地点と比べて高濃

度であった。ただし、PFNA については、2016 年の冬

季には他地点と変わらない濃度レベルとなっている。

2008年から継続的に測定を行っているPFOSについ

ては、減少傾向がみられていたが、2014 年から動物公

園でやや上昇している。PFOA は、概ね横ばい傾向で

あるが、どの地点においても PFOS より高濃度である。

その他の PFCs については、例年 PFHxS が比較的高濃

度で検出されている葭川の動物公園では、依然 16 ng/L
と他地点と比べて高濃度であった。例年どの地点でも

低濃度であった PFBA 及び PFHxA については、PFBA
は八千代芦太で、PFHxA は動物公園及び八千代芦太で、

それぞれ 10 ng/L 以上の濃度で検出された。

3．2 考察

2012 年から検出限界が低くなったため、多くの

PFCs についても検討することができるようになって

いる。しかし、分子量のさらに大きな物質については、

不十分な検出限界に留まっている。今後、これらの物

質についても分析できるように引き続き検討を進めて

いく。

分析結果については、PFOS は 2014 年から一部の地

点でやや増加傾向が見られ、0.6~23 ng/L であり、

PFOA は横ばい傾向で 6.3~39 ng/L であった。国内河

川の PFOS 及び PFOA 濃度の実態調査としては、Saito
らによるものがあるが 4)、これによると、関東地方の

河川 14 か所の PFOS 及び PFOA の幾何平均値は、そ

れぞれ 3.69 ng/L 及び 2.84 ng/L と報告している。今回

の調査では、PFOS に関しては動物公園、汐留、八千

代芦太の３地点で、PFOA に関しては全地点でこの値

を超過していた。ただし、Saito らは、PFOS 及び PFOA
の全国の最大値はそれぞれ 526 ng/L 及び 67,000 ng/L
と報告しており、これらと比べるとかなり低濃度で、

今回の調査地点近傍には大規模な発生源はないと考え

られる。また、PFOS 及び PFOA の合計濃度は 6.9～
48 ng/L であり、全ての地点において EPA の飲料水の

健康勧告値 70 ng/L を下回っていた。

その他の PFCs については、前述のとおり、動物公

園で PFHxS 及び PFHxA が、八千代芦太で PFBA、

PFHxA 及び PFNA が、それぞれ 10 ng/L 以上の濃度

で検出された。PFBA、PFHxS 及び PFHxA に関して

は、有害性がより低いと考えられる炭素鎖の短い PFCs
への代替が進んでいるためとも考えられるが、原因に

ついては不明である。

また、同じ葭川で比較的距離も近い動物公園と六方

において、高濃度の物質が異なる（図 2）が、2015 年

に実施した追加調査の結果、PFOS、PFHxS について

は両地点間にある六方調整池付近に発生源があると推

測している。

今後も同様の PFCs が継続して検出されるか、また、

新たな PFCs が検出されるかを監視するため、次年度

以降も引き続き継続調査する予定である。
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千葉市における急性脳炎患者からのウイルス検出状況について

坂本 美砂子、水村 綾乃、西川 和佳子

（環境保健研究所 健康科学課）

要 旨 平成 25 年から平成 27 年までの急性脳炎（脳症）患者からのウイルス検出状況は、128
検体（47 例）のうち 42 検体（30 例）から 51 件のウイルスが検出され、HHV-6 が 18 件（12 例）

と最も多かった。HHV-6 が検出された 12 例のうち、髄液から検出された 4 例については、HHV-6
が病因と考えられた。

Key Words：急性脳炎，HHV-6

1．はじめに

急性脳炎は、感染症の予防及び感染症の患者に関す

る法律における全数把握対象の五類感染症であり、平

成 23 年には全国で 258 例の報告があった 1)。しかし、

そのうち 119 例（46.1％）は原因不明となっており、

急性脳炎・脳症を引き起こす感染症の実態を解明する

ことが重要な課題となっている 1)。

千葉市では感染症発生動向調査事業において、急性

脳炎（脳症を含む。）に対する有効かつ的確な診断・

治療に係る対策を図るため、医療機関から依頼を受け

た急性脳炎のウイルス検査を実施している。平成 25 年

から平成 27 年までの期間に発症した急性脳炎患者か

らのウイルス検出状況について、若干の知見を得たの

で報告する。

2．急性脳炎（脳症）患者の概要

当該期間に発症し、当所でウイルス検査を実施した

急性脳炎患者は 47 例（男性 25 例、女性 22 例）であっ

た。年齢幅は 0～64 歳で、0 歳が最も多く 10 例、次い

で１歳が 8 例であり、0～1 歳が全体の 38.3％を占めた。

患者は通年で発症しており、7 月が最も多い 10 例であ

った。臨床症状は脳炎・脳症のほかに、発熱 43 例

（91.5%）、意識障害 31 例（66.0%）、けいれん 31 例

（66.0%）、胃腸炎 15 例（31.9%）、上気道炎・下気道

炎 11 例（23.4%）、肝機能障害 7 例（14.9%）、発疹 4
例（8.5%）であった。また、発熱の最高体温は 37.5～
42.0℃（平均 39.4℃）であった。

3．検査材料と方法

これら 47 例から採取された臨床材料計 128 検体（髄

液 45 検体、血液 18 検体、尿 5 検体、咽頭ぬぐい液 33
検体、鼻汁 2 検体、喀痰 1 検体、ふん便・直腸ぬぐい

液 24 検体）を検査材料としてウイルスの遺伝子検出お

よび分離を実施した。

対象ウイルスは、ヒトヘルペスウイルス 6 型

（HHV-6）、ヒトヘルペスウイルス 7 型（HHV-7）、単

純ヘルペスウイルス（HSV）、水痘・帯状疱疹ウイルス

（VZV）、ヒトエンテロウイルス（HEV）、ムンプスウ

イルス（MuV）、ヒトアデノウイルス（HAdV）の 7 種

類とした。さらに、症状および年齢に応じて、そのほ

かのウイルスについても併せて実施した。

検体 200 μL から High Pure Viral RNA Kit（Roche
社製）を用いてウイルス核酸を抽出し、一部について

は DNaseI 処理後、Super Script III（Invitrogen 社製）

にて cDNA を作成し、それぞれウイルス遺伝子検査に供

した。

HHV-62) 、 HHV-72) 、 HSV3) 、 VZV4) に つ い ては

Real-time PCR 法を実施した。HEV5)、MuV6)、 HAdV
7)については Conventional （RT）-PCR 法を実施し、

得られたPCR産物についてダイレクトシークエンス法

により塩基配列を決定した。

ウイルス分離は RD-A または RD-18S、VeroE6、
HEp-2、CaCo-2 および MDCK 細胞を用いた。

4．結果

検査を実施した 128 検体のうち 42 検体から 51 件の
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ウイルスが検出された。対象ウイルスにおいては 33 件

のウイルス遺伝子が検出され、HHV-6 が 18 件、HHV-7
が 9 件、HSV が 1 件、HEV が 5 件であった。HEV 遺

伝子は、NCBI における Blast の検索結果からコクサッ

キーウイルス A10（CA10）3 件、コクサッキーウイル

ス A9（CA9）1 件、コクサッキーウイルス B5（CB5）
1 件であることが明らかになった。CB5 は、髄液を接

種した HEp-2 および CaCo-2 細胞に細胞変性効果

（CPE）が確認され、その培養上清から検出された。

なお、VZV、MuV、HAdV は検出されなかった。

症状等に応じて実施したほかのウイルスは 18 件検

出された。上気道炎・下気道炎の症例検体からは、イ

ンフルエンザウイルス（Flu）3 件、RS ウイルス（RSV）

8)2 件、ヒトメタニューモウイルス 9)2 件、ヒトライノ

ウイルス（HRV）5)5 件、ヒトコロナウイルス 10)1 件が

検出された。Flu3 件のうち 2 件は Real-time RT-PCR
法 11)によって AH1pdm09 が検出され、ほか 1 件につ

いては鼻汁を接種した CaCo-2 および MDCK 細胞に

CPE が確認され、赤血球凝集阻止試験にて AH3 型に

同定された。胃腸炎症状からは、A 群ロタウイルス 12)1
件、ノロウイルス 13)が 1 件、発疹症からはヒトパルボ

ウイルス B19（B19）14)が 2 件検出された。また、1 歳

未満の患者について実施したヒトパレコウイルス 15)は

1 件検出された。

ウイルスが検出された検体は、髄液 5 検体、血液 6
検体、尿 1 検体、咽頭ぬぐい液 21 検体、鼻汁 2 検体、

喀痰 1 検体、ふん便・直腸ぬぐい液 6 検体であった。

このうち咽頭ぬぐい液 7 検体からは複数のウイルスが

検出された（表 1）。

表１ 複数のウイルスが検出された咽頭ぬぐい液

検体 検出ウイルス

1 HHV-6 HHV-7 RSV

2 HHV-7 CA10 HRV

3 HHV-6 HRV

4 HHV-6 B19

5 HHV-7 CA9

6 HHV-7 CA10

7 RSV HRV

急性脳炎患者 47 例中 30 例からウイルスが検出され

たが、HHV-6 は最も多く、12 例（男性 3 例、女性 9
例）から検出された。HHV-6 が検出された患者と急性

脳炎患者の概要を比較したところ、0～1 歳の占める割

合（75.0％）、けいれん（91.7%）および発疹（25.0％）

の占める割合が高くなった（図１）。

図１ 急性脳炎患者の年齢別 HHV-6 検出状況

HHV-6 が検出されたのは 18 検体（髄液 4 検体、血

液 5 検体、尿 1 検体、咽頭ぬぐい液 7 検体、ふん便・

直腸ぬぐい液 1 検体）であった。髄液から HHV-6 が検

出された 4 例のうち 3 例の患者は、ほかの臨床検体か

らも HHV-6 が検出された。また、HHV-6 が検出され

た 5 例の患者から HHV-7、RSV、HRV、B19 も検出さ

れた（表 2）。

表 2 HHV-6 検出者の状況

症

例

年

齢

臨床検体の検査結果

髄液 血液 咽頭ぬぐい液 F 尿他

1 0 - HHV-6、HRV -

2 1 HHV-6 HHV-6

3 4 - HHV-6 -

4 0 - HHV-6

5 1 - HHV-6 HHV-6

6 64 - - HHV-6

HHV-7※1

7 1 HHV-6 - HHV-6

8 0 - HHV-6※2 - -

9 1 HHV-6 - HRV -

10 2 - HHV-6 HHV-6

HHV-7、RSV

11 1 - HHV-6

12 0 HHV-6 HHV-6、B19

F:糞便または直腸ぬぐい液 空欄：未実施

※1 喀痰から検出 ※2 採取時期が異なる 2 検体

５．考察

感染症発生動向調査において、急性脳炎は低年齢の

乳幼児に発症が多く、0～14 歳の原因と推定された病

原体は、Flu が最も多い 37.3％、次いで HHV-6 が 5.0％
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であるが 16)、当所では HHV-6 が最も多く、25.5％の

急性脳炎患者から検出された。

HHV-6 は突発性発疹の原因でもあり、3 歳までに

95％以上の乳幼児が抗体陽性となり、初感染以降は唾

液腺等などに存続して潜伏感染状態となる 17)。そのた

め、ウイルス学的な診断としては通常 HHV-6 が存在し

ない部位（髄液等）からの DNA 検出が求められる 17)。

このことから、髄液から HHV-6 遺伝子が検出された 4
例については、HHV-6 が急性脳炎の原因であると考え

られた。また、HHV-6 の初感染は幼少時に多く、HHV-6
による脳症はけいれんの合併頻度が高い特徴があるこ

とから 18)、髄液から検出されなかった症例についても

HHV-6 が病因である可能性が示唆された。

急性脳炎は特定のウイルスを原因とするものではな

く、種々の病原体の感染症による脳実質の感染症であ

る。したがって、当所では複数のウイルスを対象とし

ており、さらに、症状等に応じてそのほかのウイルス

についても検査を実施している。

ただし、ウイルス遺伝子検出は高感度であるが、検

出されたウイルスは必ずしも全てが急性脳炎の原因で

はなく、潜伏感染状態やほかの症状の起因になった場

合等がある。しかしながら、急性脳炎の約半数が原因

不明であるうえに病因は多岐にわたる現状では、地域

的流行および国内外の発生動向も視野に入れ、今後も

同様の方針でウイルス検査を実施することが、病因解

明につながると考えられる。
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加工食品中に高濃度に含まれる農薬等の迅速検査法について（第１報）

QuEChERS 法 GC-MS 測定による精製法の検討

山口 玲子

（環境保健研究所 健康科学課）

要 旨 加工食品中に高濃度に含まれる農薬等の検査は、試料から酢酸エチルで農薬等を抽出し、

精製操作を行わずに濃縮定容して機器測定するもので、測定機器等を著しく汚染することが課題であ

った。そこで、迅速検出法である QuEChERS法に精製操作を加えた新たな検出法について検討を行っ

た。

Key Words：加工食品，QuEChERS 法, GC-MS

1．はじめに

加工食品中に高濃度に含まれる農薬等の検査は、厚

生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課平成 20 年 3
月 7 日付事務連絡「食品中に残留する有機リン系農薬

に係る試験法について」に基づき実施してきた。この

試験法は、試料から酢酸エチルで農薬等を抽出し、濃

縮定容して機器測定する方法であり、精製操作を行わ

ないことから、検体の夾雑物質が濃縮された状態で試

験溶液に残存している。このため、測定カラムや測定

機器を著しく汚染し、測定後には、測定カラム交換及

び測定機器の整備が必須となっていた。

厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課平成 25
年 3 月 26 日付事務連絡「加工食品中に高濃度に含まれ

る農薬等の迅速検出法について」（以下「事務連絡」と

いう。）が発出され、この中で新たな迅速検出法と、開

発時の趣旨および検討内容が示された。この検出法は、

試料から酢酸エチルで抽出後、固相精製カラムを連結

し精製する方法や、ケイソウ土カラムや液液分配によ

る脱脂等が示されているが 1）、固相精製カラムからの

流出速度や溶媒の使用量の増加等の問題があり、また

測定感度の面からも当所での導入は難しいものだった。

そこで事務連絡に示された迅速検出法開発時の検討

内容を参考に、迅速性に優れ使用溶媒量が少ない

QuEChERS 法で試料から農薬等を抽出し 2）、脱脂、精

製して試験溶液を調製する検出法について検討したの

で報告する。

2．試料

夾雑物質が多岐にわたり、過去に検査件数が多い冷

凍餃子を使用した。

3．試薬・試液

QuEChERS 法の抽出は AOAC 2007.013）に対応した

RESTEC 社製 Q-sep を使用した。精製方法の検討には

以下の製品を使用した。

E-HyCu N20C 1000mg（以下「E-HyCu」という。）

Bond Elut QuEChERS EMR Lipid +脱水キット（以下

「EMR」という。）                   

InertSep C18FF 2g（以下「C18」という。）

InertSep GC/PSA 1g/1g（以下「GC/PSA（1g/1g ）」

という。）

ENVI-carbⅡ/PSA 500mg/500mg（以下「GC/PSA
（500mg/500mg）」という。）

その他の試薬については残留農薬用、あるいは特級

を使用した。

4．GC-MS 測定条件

GPC-GC-MS（島津製作所製 Prep-Q）を使用し、ス

キャンモードで測定した 4）。

5．精製方法の検討

5．1 脱脂

QuEChERS 法で抽出後 EMR、C18、E-HyCu で精

製しトータルイオンクロマトグラム（以下「TIC」とい

う）を比較した（図 1）。E-HyCu は全体にピーク数が

少なく、その強度も低いもので、精製効果は非常に高

く、TIC 上では単独使用で十分と思われた。
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EMR と C18 は精製効果が確認できる保持時間に違

いがみられるが全体としては同等で、E-HyCu と比較

すると精製効果は低く、追加精製を検討した。

5．2 追加精製（表 1）

精製 1 が EMR の場合、精製 2 を追加することで 34
分付近のピーク①と 37.5 分付近のピーク③が除去され、

36 分付近ピーク②が小さくなっている。36 分付近ピー

ク②については、精製 2で C18を使用するより GC/PSA
を使用した方が小さくなっているが、GC/PSA のカラ

ム容量の違いによる差は見られなかった（図 2）。

精製 1 が C18 の場合、精製 2 を追加することで 24
分付近のピーク①が除去された。また、36 分付近ピー

ク②はピーク高が若干低くなっていたが GC/PSA のカ

ラム容量の違いによる差は見られなかった（図 3）。

精製 3 については、TIC 上では効果が確認できなか

った為、検討からは除外した。

この結果から、E-HyCu 単独精製、EMR+ GC/PSA
（500mg/500mg）、C18+GC/PSA（500mg/500 mg）の

3 種類の精製法について添加回収試験を行った。
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図 1 脱脂処理後の TIC

(A)：E-HyCU (B)：C18  

(C)：EMR    (D)：QuEChERS 抽出のみ
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               図 2 EMR＋追加精製後の TIC

(A)：GC/PSA（1g/1g ）(B)：GC/PSA（500mg/500mg）

(C): C18             (D)：EMR のみ
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図 3 C18＋追加精製の TIC

(A)：GC/PSA（1g/1g ）

(B)：GC/PSA（500mg/500mg）

(C)：C18 のみ

①

②

③

①

②

       表 1 追加精製

精製1 精製2 精製3
EMR C18

EMR GC/PSA（500mg/500mg）

EMR GC/PSA（1g/1g ）

EMR C18 GC/PSA（500mg/500mg）

EMR C18 GC/PSA（1g/1g ）

C18 GC/PSA（500mg/500mg）

C18 GC/PSA（1g/1g ）

（分）

（強度）

（分）

（強度）

（分）

（強度）

(A)

(B)

(C)

(D)

(A)

(B)

(C)

(D)

(A)

(B)

(C)
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6．添加回収試験

事務連絡に示された迅速検出法開発時の検討内容を

参考に、添加濃度 0.1μg/g、目標値 50～200％、１試行

で添加回収試験を行った。添加農薬はコリンエステラ

ーゼ活性阻害作用のある、有機リン系 58 項目とカーバ

メート系 6 項目の計 64 項目とした（表 2）。

目標値を逸脱した項目数は、E-HyCu 単独精製では 9
項目、EMR+ GC/PSA（500mg/500mg）では 0 項目、

C18+GC/PSA（500mg/500 mg）では 2 項目だった。

7．考察

E-HyCu は単独精製の為、迅速であり TIC 上の精製

効果も高いが、添加回収率が目標値を逸脱する項目数

が最も多く、大きく逸脱する項目も複数あった。EMR+ 
GC/PSA（500mg/500mg）と C18+GC/PSA（500mg/500
mg）では添加回収率が目標値を大きく逸脱する項目は

なかった。EMR は分散キットであり、C18 による固相

精製に比べて迅速であり、使用溶媒量が少ない利点が

ある。このことから、EMR+ GC/PSA（500mg/500mg）
での精製を採用することとした。

また、精製操作の追加により夾雑物質が減少したこ

とから測定機器の汚染が軽減され、加工食品分析直後

には必ず行っていた分析カラムの交換等の測定機器整

備作業を先送りできるようになり、整備作業の回数を

少なくすることができた。

以下に検査フローを示す（図 4）。
第 2 報では、過去に検査件数の多い冷凍食品につい

て添加回収率等を検討する。

表 2 添加回収試験  （単位：％）

1 E PN 4 6 1 04 1 18

2 ア ジ ン ホ ス エ チ ル 40 91 1 05

3 ア ジ ン ホ ス メ チ ル 31 89 1 15

4 ア セ フ ェ ー ト 68 91 1 00

5 イ ソ キ サ チ オ ン 63 104 1 18

6 イ ソ フ ェ ン ホ ス 97 109 1 06

7 イ プ ロ バ リ カ ル ブ 109 1 22 1 25

8 イ プ ロ ベ ン ホ ス 91 105 1 06

9 エ チ オ フ ェ ン カ ル ブ 81 82 74

1 0 エ チ オ ン 94 104 1 10

1 1 エ デ ィ フ ェ ン ホ ス 67 108 1 10

1 2 エ ト プ ロ ホ ス 94 96 1 01

1 3 エ ト リ ム ホ ス 84 102 99

1 4 オ メ ト エ ー ト 95 97 1 08

1 5 カ ズ サ ホ ス 93 105 96

1 6 カ ル バ リ ル 83 106 1 10

1 7 キ ナ ル ホ ス 61 102 1 06

1 8 ク マ ホ ス 18 84 1 07

1 9 ク ロ ル ピ リ ホ ス 62 98 1 02

2 0 ク ロ ル ピ リ ホ ス メ チ ル 57 100 99

2 1 ク ロ ル フ ェ ン ビ ン ホ ス E 93 1 07 1 08

2 2 サ リ チ オ ン 93 103 99

2 3 シ ア ノ フ ェ ン ホ ス 72 105 1 10

2 4 シ ア ノ ホ ス 90 103 1 05

2 5 ジ ク ロ フ ェ ン チ オ ン 73 96 98

2 6 ジ ク ロ ル ボ ス 71 52 40

2 7 ジ ス ル ホ ト ン 86 92 87

2 8 ジ メ チ ル ビ ン ホ ス 91 107 1 09

2 9 ジ メ ト エ ー ト 128 1 44 1 51

3 0 ス ル プ ロ ホ ス 69 100 1 07

3 1 ダ イ ア ジ ノ ン 92 103 1 01

3 2 チ オ メ ト ン 83 83 79

3 3 テ ル ブ ホ ス 92 97 97

3 4 ト リ ア ゾ ホ ス 76 111 1 07

3 5 ト ル ク ロ ホ ス メ チ ル 67 103 1 02

3 6 バ ミ ド チ オ ン 95 102 1 03

3 7 パ ラ チ オ ン 77 105 1 09

3 8 パ ラ チ オ ン メ チ ル 76 104 1 04

3 9 ピ ラ ク ロ ホ ス 29 90 1 06

4 0 ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン 81 101 1 09

4 1 ピ リ ミ カ ル ブ 83 103 1 04

4 2 ピ リ ミ ホ ス メ チ ル 84 100 1 03

4 3 フ ェ ナ ミ ホ ス 89 113 1 09

4 4 フ ェ ニ ト ロ チ オ ン 75 104 1 07

4 5 フ ェ ノ ブ カ ル ブ 99 105 1 03

4 6 フ ェ ン ス ル ホ チ オ ン 89 110 1 14

4 7 フ ェ ン チ オ ン 78 103 1 01

4 8 フ ェ ン ト エ ー ト 85 104 1 06

4 9 ブ タ ミ ホ ス 84 110 1 10

5 0 プ ロ チ オ ホ ス 46 90 1 02

5 1 プ ロ パ ホ ス 91 106 1 11

5 2 プ ロ フ ェ ノ ホ ス 64 105 1 09

5 3 ブ ロ モ ホ ス エ チ ル 49 91 1 00

5 4 ベ ン ダ イ オ カ ル ブ 93 105 1 04

5 5 ホ サ ロ ン 44 102 1 10

5 6 ホ ス チ ア ゼ ー ト 99 107 1 11

5 7 ホ ス フ ァ ミ ド ン 101 1 01 1 04

5 8 ホ ス メ ッ ト 38 95 1 10

5 9 ホ ル モ チ オ ン 51 59 47

6 0 ホ レ ー ト 90 95 87

6 1 マ ラ チ オ ン 95 106 1 04

6 2 メ タ ミ ド ホ ス 85 82 94

6 3 メ チ ダ チ オ ン 88 107 1 11

6 4 モ ノ ク ロ ト ホ ス 95 109 1 03

： 50～ 200％ を 逸 脱

E-Hy C u
EM R +

G C/ P S A

C1 8 +

G C/ P S A
№

　 　 　 　 　 　 　 　 精 製 法

項 目 名

均一化試料5.0g

振とう3分

アセトニトリル20mL

硫酸マグネシウム 6g  
酢酸ナトリウム 1.5g

セラミックホモジナイザー

遠心分離後抽出液

濃 縮

GC-MS測定

脱水

40℃以下で1mL以下に濃縮
窒素パージで乾固後アセトン：ヘキサン
(1:1)で溶解し1mLとする

脱 脂

抽出液 6mL

Bond Elut QuEChERS EMR Lipid脱水キットに
上清を全量負荷 振とう1分

遠心分離

遠心分離
アセトニトリル層4mLを分取

カラムクロマトグフィー

ENVI-CarbⅡ/PSA6mL(500mg/500mg)を

アセトニトリル・トルエン(3:1)5mLで
コンディショニング

負荷
アセトニトリル・トルエン(3:1)25mL以上で溶出

3000rpm 5分間遠心

3000rpm 5分間遠心

図 4 検査フロー
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加工食品中に高濃度に含まれる農薬等の迅速検査法について（第２報）

冷凍食品についての評価

山口 玲子

（環境保健研究所 健康科学課）

要 旨 第 1 報で検討した検出法に従い、検査件数の多い冷凍食品７種類について、添加回収試験

を行い、添加回収率及び併行精度を確認し、性能を評価した。

Key Words：輸入冷凍食品，QuEChERS 法, GC-MS

1．はじめに

第 1 報では、試料から QuEChERS 法で農薬等を抽

出し脱脂、精製して試験溶液を調製し GC-MS で測定

する検出法を検討した。この検出法について添加回収

率及び併行精度を確認し、性能を評価したので報告す

る。

2．試料

過去 5 年間で検査件数の多かった、以下の 7 種類の

冷凍食品を試料とした。

コロッケ、ワッフル、天ぷら、餃子、ハッシュドポ

テト、パスタ、ハンバーグ

3．評価方法

添加濃度、目標値等は、厚生労働省医薬食品局食品

安全部基準審査課平成 25 年 3 月 26 日付事務連絡「加

工食品中に高濃度に含まれる農薬等の迅速検出法につ

いて」の迅速検出法開発時の条件を使用した 1）（表 1）。

なお、試料については各農薬等について検出を妨害

するピークがないことを確認した。

添加する農薬等は、第 1 報で検討した 64 項目の他に、

農産物等で使用している混合標準液に含まれる 135 項

目を加えた、199 項目とした（表 2、3）。

4．試薬、測定条件

試薬、測定条件等は第 1 報に従った。

5．結果

表 2 及び 3 に結果を示す。

  表 1 評価方法

添加濃度 0.1μｇ/ｇ

試行回数 3回

添加回収率 50～200％

併行精度 30％未満

表 2 有機りん系とカーバメート系 64 項目       （単位：％）

№ 項目名
添加

回収率

併行

精度

添加

回収率

併行

精度

添加

回収率

併行

精度

添加

回収率

併行

精度

添加

回収率

併行精

度

添加

回収率

併行

精度

添加

回収率

併行

精度

1 EPN 108 5.5 102 8.6 81 2.1 92 20.4 96 7.3 90 8.5 80 3.1

2 アジンホスエチル 109 5.4 103 6.8 88 1.3 82 23.5 81 12.5 94 8.3 91 3.1

3 アジンホスメチル 105 4.5 104 4.1 90 1.7 91 27.1 87 11.7 93 11.1 91 6.1

4 アセフェート 91 11.0 86 4.4 69 8.6 96 3.3 92 4.7 71 3.4 74 5.0

5 イソキサチオン 109 2.7 121 15.1 86 3.9 108 6.1 110 5.1 96 1.9 83 2.5

6 イソフェンホス 112 7.1 109 6.8 91 5.8 113 10.5 99 2.2 97 4.5 85 5.7

7 イプロバリカルブ 124 8.3 117 2.7 99 1.6 95 9.0 100 6.7 100 3.7 92 0.9

8 イプロベンホス 106 3.3 103 3.4 96 2.3 105 2.0 107 2.9 96 1.4 85 2.3

9 エチオフェンカルブ 95 6.5 95 5.8 80 4.4 96 4.9 97 4.5 71 17.2 79 0.5

10 エチオン 109 2.6 101 4.7 88 1.8 104 5.5 99 4.1 95 1.1 85 1.5

11 エディフェンホス 109 2.6 104 6.4 88 5.4 100 9.6 103 4.8 91 5.9 82 1.9

12 エトプロホス 99 4.3 93 7.7 88 4.5 101 3.5 104 2.1 86 10.3 78 6.0

13 エトリムホス 98 3.5 92 4.0 92 6.6 109 3.6 108 3.8 88 2.0 80 3.0

14 オメトエート 93 7.0 95 6.7 88 1.4 98 2.7 96 0.7 84 2.9 81 1.2

15 カズサホス 104 25.8 106 2.4 91 0.9 106 8.7 100 0.7 91 8.0 74 6.7

16 カルバリル 109 3.1 105 5.0 97 0.5 106 3.7 107 2.1 93 2.3 86 2.8

17 キナルホス 109 4.5 98 3.7 91 2.1 106 2.2 107 4.2 94 0.4 87 1.5

18 クマホス 101 2.5 99 7.2 91 5.9 91 28.2 84 18.2 90 8.0 91 8.6

19 クロルピリホス 97 3.9 87 6.1 81 7.4 105 4.0 97 2.6 87 2.2 81 0.9

パスタ ハンバーグ検体名 コロッケ ワッフル 天ぷら 餃子 ハッシュドポテト
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表 2 つづき

№ 項目名
添加

回収率

併行

精度

添加

回収率

併行

精度

添加

回収率

併行

精度

添加

回収率

併行

精度

添加

回収率

併行精

度

添加

回収率

併行

精度

添加

回収率

併行

精度

20 クロルピリホスメチル 99 2.4 89 7.6 87 5.4 103 2.8 105 2.2 86 2.0 79 0.8

21 クロルフェンビンホス 108 2.7 101 7.8 97 5.6 112 2.3 113 3.7 93 1.2 85 1.1

22 サリチオン 102 5.8 99 6.6 90 5.6 95 3.6 105 6.6 77 18.2 81 3.7

23 シアノフェンホス 108 0.8 103 6.7 93 3.6 98 11.2 100 2.5 93 4.6 86 3.6

24 シアノホス 103 3.7 99 2.6 96 6.8 107 2.6 109 2.7 91 3.5 87 1.0

25 ジクロフェンチオン 97 1.8 90 4.9 78 2.8 97 3.3 93 1.4 86 2.9 77 1.4

26 ジクロルボス 45 31.3 52 22.4 39 63.6 53 14.7 62 46.3 29 70.9 31 64.6

27 ジスルホトン 98 5.4 86 4.2 83 9.5 103 5.0 107 0.2 76 11.4 73 2.9

28 ジメチルビンホス 108 3.4 98 5.0 96 6.9 112 3.0 111 2.8 93 1.0 86 2.9

29 ジメトエート 140 5.9 134 10.3 117 5.1 133 6.6 157 5.0 130 5.6 114 5.2

30 スルプロホス 102 1.4 91 6.2 79 3.9 99 7.5 98 3.7 89 2.5 79 4.2

31 ダイアジノン 100 2.8 97 2.9 93 6.8 107 2.8 108 2.5 90 3.8 82 3.0

32 チオメトン 90 6.2 94 8.2 76 9.5 93 9.3 91 3.9 68 22.7 71 8.6

33 テルブホス 97 2.5 90 4.4 80 7.0 97 5.6 93 2.3 83 13.4 78 6.1

34 トリアゾホス 109 4.0 97 9.3 93 0.7 96 13.6 103 3.1 92 6.3 89 7.2

35 トルクロホスメチル 99 2.7 92 6.1 88 3.6 109 3.8 102 2.6 89 2.0 82 1.3

36 バミドチオン 97 6.0 106 6.3 93 3.7 96 10.3 98 6.1 85 6.4 86 4.4

37 パラチオン 107 2.2 102 8.1 92 4.5 115 3.8 112 4.6 90 2.2 81 1.4

38 パラチオンメチル 104 2.9 102 6.8 91 3.8 115 4.5 109 3.1 90 1.6 85 2.6

39 ピラクロホス 103 4.7 100 8.4 86 5.2 87 20.2 86 17.4 92 9.5 85 5.0

40 ピリダフェンチオン 109 4.1 105 8.0 91 0.6 94 22.9 89 8.3 95 5.3 90 5.7

41 ピリミカルブ 106 3.9 103 4.0 94 1.0 106 2.2 108 2.7 96 0.5 86 1.0

42 ピリミホスメチル 102 1.0 92 7.7 92 7.1 111 4.0 107 4.4 90 0.9 87 4.4

43 フェナミホス 109 5.0 102 7.9 91 2.7 101 6.0 101 4.2 93 3.3 86 1.1

44 フェニトロチオン 107 1.6 100 7.3 98 8.0 115 2.3 112 3.0 93 2.5 87 3.3

45 フェノブカルブ 102 3.9 99 5.6 94 3.2 107 4.0 108 1.5 88 4.7 85 1.8

46 フェンスルホチオン 109 2.4 101 10.0 90 4.3 96 16.4 100 5.3 90 6.5 85 4.3

47 フェンチオン 104 2.5 96 8.6 95 6.3 111 2.5 109 2.0 92 2.6 83 1.4

48 フェントエート 106 2.4 98 7.9 95 5.0 115 1.9 110 5.1 94 1.3 88 1.4

49 ブタミホス 108 2.4 103 7.4 92 6.3 111 4.8 113 2.8 97 3.5 83 0.6

50 プロチオホス 88 2.2 80 4.6 61 8.0 92 5.6 81 3.8 78 0.8 70 1.6

51 プロパホス 113 3.9 104 5.7 91 1.2 103 2.1 107 4.0 95 1.4 87 1.0

52 プロフェノホス 104 2.1 99 7.9 86 0.7 112 2.9 103 3.2 92 2.2 79 0.3

53 ブロモホスエチル 91 1.2 274 3.3 67 7.8 94 5.6 85 4.7 80 1.1 72 1.2

54 ベンダイオカルブ 107 4.9 102 3.9 94 2.2 106 2.0 106 1.6 94 0.5 88 2.0

55 ホサロン 107 4.0 103 5.5 88 1.8 91 25.7 84 9.1 97 6.4 88 3.3

56 ホスチアゼート 112 1.7 107 4.6 94 1.8 106 4.7 105 4.3 92 2.5 89 3.4

57 ホスファミドン 108 0.7 102 4.4 102 3.0 112 2.6 111 4.4 98 3.7 89 0.7

58 ホスメット 105 3.5 101 4.4 88 1.3 90 27.5 89 6.5 91 7.5 90 4.2

59 ホルモチオン 79 5.0 70 7.3 69 3.9 66 2.5 61 9.3 58 8.5 56 6.8

60 ホレート 95 6.6 88 7.8 80 8.0 94 6.6 100 5.9 71 26.1 73 7.9

61 マラチオン 110 3.2 107 6.3 97 1.7 108 3.0 109 1.5 101 1.3 89 0.6

62 メタミドホス 76 2.0 66 20.3 64 1.6 80 5.0 78 3.4 62 11.9 56 2.4

63 メチダチオン 109 2.5 106 5.5 92 2.8 105 2.9 107 2.6 94 2.3 87 3.3

64 モノクロトホス 100 7.8 100 4.7 86 1.0 107 4.0 103 1.7 95 6.5 91 3.2

:目標値外

パスタ ハンバーグ検体名 コロッケ ワッフル 天ぷら 餃子 ハッシュドポテト

表 3 有機りん系とカーバメート系以外 135 項目       （単位：％）

検体名

№ 項目名
添加

回収率
併行精度

添加

回収率
併行精度

添加

回収率
併行精度

添加

回収率
併行精度

添加

回収率
併行精度

添加

回収率
併行精度

添加

回収率
併行精度

1 BHC 88 2.3 87 4.5 94 2.9 84 4.8 91 3.6 83 6.3 94 5.6

2 DDT 76 7.0 68 7.3 70 9.0 72 5.1 75 4.7 73 5.5 87 6.0

3 EPTC 62 14.7 21 100.5 25 92.7 21 45.8 16 72.6 19 123.4 31 73.1

4 XMC 96 4.5 92 4.9 92 5.3 89 4.6 98 3.1 85 5.0 90 3.5

5 アクリナトリン 96 12.0 93 3.7 90 14.6 97 7.2 118 19.5 90 12.7 98 8.9

6 アザコナゾール 97 6.1 103 2.4 93 5.1 85 8.1 95 5.2 88 3.2 93 7.7

7 アセタミプリド 80 3.6 110 7.4 35 21.8 49 23.0 95 8.3 73 15.1 17 24.1

8 アセトクロール 95 3.5 92 1.8 98 4.4 87 4.8 99 3.2 88 2.0 92 5.4

9 アトラジン 97 2.8 98 0.9 93 2.9 93 4.8 101 3.1 88 2.4 96 4.2

10 アメトリン 98 0.7 97 1.8 92 3.2 91 5.8 97 2.1 87 3.5 94 3.7

11 アルドリン及びディルドリン 78 3.2 72 5.7 73 7.3 68 3.7 70 3.1 73 8.9 83 5.1

12 アレスリン 121 7.2 123 2.7 101 1.0 120 3.9 138 4.0 125 2.3 132 4.7

13 イサゾホス 106 5.3 103 1.4 106 2.5 100 5.0 111 1.1 98 1.7 106 2.4

14 イソプロカルブ 92 3.6 85 6.8 101 1.6 85 5.5 103 5.0 82 5.3 93 3.8

15 イソプロチオラン 102 4.2 111 2.7 96 1.6 97 5.1 101 4.0 91 2.9 97 3.1

16 イプロジオン 92 10.0 82 1.6 88 6.4 80 5.5 95 0.3 90 3.2 85 15.0

17 イマザメタベンズメチルエステル 0 － 0 － 0 － 0 － 0 － 0 － 0 －

18 イミベンコナゾール 69 19.1 76 12.1 99 7.2 23 56.4 90 1.7 115 23.4 54 10.3

19 エスプロカルブ 91 10.0 79 4.9 84 6.3 87 1.7 89 2.1 83 2.9 94 5.9

20 エトフメセート 102 0.3 94 0.6 99 3.0 95 6.6 101 2.0 91 2.5 97 4.1

21 エンドスルファン 96 3.4 101 4.9 87 5.4 82 8.5 87 4.6 88 2.2 104 3.9

22 エンドリン 72 11.9 68 14.8 72 7.2 66 1.3 67 2.4 78 6.0 87 3.9

23 オキサジアゾン 101 3.4 103 2.0 86 1.3 89 5.2 92 1.8 89 4.2 93 3.1

24 オキサジキシル 109 8.4 110 1.7 103 4.4 95 8.2 115 7.7 98 2.8 109 8.8

25 オキシフルオルフェン 103 3.4 117 0.3 93 4.8 84 8.9 99 5.3 88 4.1 97 6.1

26 カプタホール 65 2.6 75 3.9 67 8.7 18 67.0 43 55.2 0 － 0 －

27 カルフェントラゾンエチル 107 7.1 115 3.3 95 3.4 88 7.8 97 5.8 92 2.5 94 9.0

28 カルボフラン 99 3.8 97 2.0 97 4.2 91 6.8 102 2.5 96 2.1 97 1.7

29 キノキシフェン 87 8.6 86 4.0 73 5.3 77 5.6 79 4.8 76 2.4 79 5.0

30 キノクラミン 96 2.2 96 2.4 92 3.3 90 5.2 93 2.7 87 5.4 93 4.0

31 キノメチオネート 0 － 18 0.3 0 － 0 － 0 － 0 － 0 －

32 キャプタン 0 － 106 12.4 63 10.7 0 － 108 19.6 0 － 0 －

33 キントゼン 77 1.1 786 8.1 67 9.8 64 5.7 69 5.3 60 12.5 71 5.7

ハンバーグコロッケ ワッフル 天ぷら 餃子 ハッシュドポテト パスタ
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表 3 つづき

検体名

№ 項目名
添加

回収率
併行精度

添加

回収率
併行精度

添加

回収率
併行精度

添加

回収率
併行精度

添加

回収率
併行精度

添加

回収率
併行精度

添加

回収率
併行精度

34 クロマゾン 97 4.6 88 2.5 93 5.3 90 5.2 98 3.5 82 8.2 91 3.4

35 クロルタールジメチル（TCTP） 95 2.1 88 2.1 87 4.8 83 4.9 96 4.0 84 0.9 91 3.9

36 クロルデン 79 6.9 20 55.8 51 64.8 70 4.4 67 9.9 74 4.5 86 4.5

37 クロルプロファム 94 11.8 81 5.3 93 7.4 89 3.3 99 1.3 87 6.4 97 5.5

38 クロルベンジレート 94 11.3 87 5.3 86 4.9 87 4.1 94 1.5 86 2.9 99 7.5

39 ジエトフェンカルブ 94 2.6 96 5.2 100 3.1 88 5.0 98 1.7 92 3.9 98 5.0

40 ジクロフルアニド 47 29.1 67 1.8 65 13.2 11 102.8 46 71.6 5 171.5 0 －

41 ジクロホップメチル 101 8.7 98 1.7 84 4.5 87 4.2 90 4.1 84 3.4 88 8.5

42 ジクロラン 90 3.4 88 5.1 88 6.3 81 6.7 92 4.7 73 4.2 84 4.9

43 ジコホール 376 23.2 500 12.8 87 49.8 319 12.5 367 2.2 333 26.9 287 6.1

44 シハロトリン 95 11.7 94 0.9 90 5.5 92 1.8 90 6.3 86 2.7 97 8.5

45 ジフェナミド 100 0.2 102 1.7 97 2.1 95 5.5 102 2.7 90 2.2 97 3.9

46 ジフェノコナゾール 82 5.9 80 3.8 95 6.0 50 29.0 100 5.5 95 17.3 69 19.6

47 シフルトリン 85 14.9 95 8.9 85 9.7 87 5.4 97 5.9 91 5.1 86 28.4

48 シプロコナゾール 88 15.3 87 2.3 90 3.5 87 3.5 91 4.1 86 4.0 93 11.6

49 シペルメトリン 68 9.5 76 6.4 69 5.8 65 4.0 69 7.2 69 14.6 0 －

50 シマジン 98 1.7 97 1.8 91 3.5 92 6.8 100 3.8 85 2.4 93 4.5

51 ジメタメトリン 95 2.2 97 0.8 90 1.2 92 5.6 96 1.9 88 2.9 95 3.2

52 ジメチピン 0 － 0 － 0 － 0 － 0 － 0 － 0 －

53 ジメピペレート 94 1.3 97 0.2 93 3.7 89 5.7 100 3.9 87 4.9 89 6.9

54 シラフルオフェン 70 13.0 52 5.6 42 14.8 54 7.1 56 4.9 55 11.3 62 12.5

55 チオベンカルブ 87 10.0 82 3.7 87 4.7 86 4.6 93 2.2 86 1.3 94 5.3

56 テクナゼン 80 9.3 52 21.6 59 24.2 56 10.8 58 19.7 44 33.7 61 14.7

57 テトラクロルビンホス 100 2.2 98 1.0 94 3.7 87 8.9 95 5.1 87 2.7 92 4.9

58 テトラジホン 92 7.2 86 12.3 78 4.4 81 3.1 81 5.4 80 2.2 77 12.5

59 テニルクロール 94 7.2 98 7.1 96 5.6 88 3.7 101 4.1 93 2.5 102 10.9

60 テブコナゾール 90 13.0 84 1.0 90 3.8 79 5.8 93 3.2 88 2.9 89 13.2

61 テブフェンピラド 95 12.3 82 1.8 81 5.7 89 5.7 93 2.3 88 2.5 93 9.0

62 テフルトリン 95 4.9 89 1.7 89 11.3 90 7.6 96 1.9 83 5.1 94 4.6

63 デルタメトリン 75 8.3 95 1.5 72 3.4 59 6.6 65 7.0 72 5.3 63 11.5

64 トリアジメノール 88 5.5 96 1.7 105 3.1 84 7.2 95 4.6 93 6.6 103 7.1

65 トリアジメホン 101 2.7 100 1.5 91 1.9 90 3.8 97 3.1 89 2.9 94 4.7

66 トリアレート 87 4.7 77 5.9 71 11.0 76 5.7 80 4.6 74 7.1 82 5.5

67 トリシクラゾール 0 － 0 － 0 － 0 － 0 － 0 － 0 －

68 トリブホス（ＤＥＦ） 92 7.8 92 1.8 72 2.8 79 9.9 80 0.5 80 3.2 88 4.8

69 トリフロキシストロビン 98 4.0 103 1.1 95 3.2 95 3.5 104 4.2 91 1.3 96 6.5

70 トルフェンピラド 113 6.9 105 4.1 83 6.5 68 13.5 95 4.7 92 11.7 93 16.0

71 ナプロパミド 98 6.2 112 1.2 85 3.3 88 1.3 91 8.5 92 5.8 90 6.3

72 ニトロタールイソプロピル 104 1.0 111 2.6 97 2.9 91 8.8 104 3.0 90 2.7 98 3.5

73 ノルフルラゾン 100 7.6 111 2.6 97 4.9 85 8.5 97 4.6 87 4.0 86 9.5

74 パクロブトラゾール 94 5.6 97 1.5 100 2.9 86 6.8 101 3.1 92 4.3 101 3.9

75 ハルフェンプロックス 70 21.2 58 4.4 48 12.4 60 3.2 63 2.0 60 8.4 70 10.1

76 ビテルタノール 97 4.8 96 1.0 95 0.8 77 15.1 106 8.3 84 4.9 84 10.0

77 ビフェントリン 91 8.6 73 2.8 60 8.0 83 4.0 83 3.2 68 5.4 83 6.4

78 ピペロホス 105 10.5 106 1.7 94 4.8 84 6.0 93 4.8 90 2.9 91 8.1

79 ピラゾホス 96 5.6 103 1.5 92 3.7 80 6.6 95 3.6 88 3.0 84 11.1

80 ピリダベン 85 5.8 86 3.9 87 4.2 81 2.2 92 0.8 82 2.4 85 11.5

81 ピリフェノックス 88 14.3 85 3.3 86 4.9 82 8.7 90 4.0 86 2.6 97 9.7

82 ピリプロキシフェン 85 14.0 80 3.3 75 4.5 79 3.4 88 0.6 83 4.1 88 13.2

83 ピリミジフェン 84 9.5 86 5.1 88 0.9 68 5.3 92 3.7 81 3.0 65 8.6

84 ビンクロゾリン 101 0.8 93 1.5 95 3.6 85 4.0 97 4.0 86 2.1 90 9.2

85 フェナリモル 89 5.4 88 3.7 90 0.3 80 2.7 93 3.9 87 4.9 84 12.2

86 フェノチオカルブ 96 3.7 103 1.8 90 2.3 87 5.8 96 3.2 87 2.9 91 3.9

87 フェノトリン 90 6.4 80 1.5 63 4.4 78 4.7 75 1.4 72 5.1 82 5.5

88 フェンバレレート 85 5.5 83 3.7 83 4.5 79 2.6 90 1.7 85 6.6 78 11.5

89 フェンブコナゾール 94 3.5 107 2.4 74 8.8 68 18.8 101 4.9 98 10.1 82 13.8

90 フェンプロパトリン 96 15.4 88 2.4 78 8.0 92 3.9 94 2.3 93 2.8 99 9.1

91 フェンプロピモルフ 84 1.3 82 3.7 85 2.1 83 5.2 90 2.8 84 1.9 84 2.9

92 フサライド 83 3.1 114 5.2 80 3.8 76 4.6 85 4.5 75 2.3 82 6.0

93 ブチレート 75 2.2 32 76.8 37 67.7 29 35.9 29 52.5 24 98.3 41 58.2

94 ブピリメート 105 1.6 109 2.0 98 2.7 93 6.2 104 4.9 94 1.6 101 5.6

95 ブプロフェジン 93 4.1 100 1.5 89 1.1 89 5.0 92 4.4 90 3.8 96 3.2

96 フラムプロップメチル 100 2.1 105 0.4 95 2.8 94 4.7 99 1.8 89 1.9 93 4.5

97 フルアクリピリム 130 9.3 102 18.4 93 5.5 117 15.8 110 3.9 89 4.0 115 3.6

98 フルシトリネート 127 17.9 97 3.6 101 8.0 86 7.6 105 2.8 90 3.2 90 4.6

99 フルシラゾール 91 6.1 91 3.0 99 1.8 85 3.9 103 7.0 93 5.5 98 7.3

100 フルトラニル 107 4.7 107 2.1 110 5.9 99 5.9 109 1.8 96 3.5 108 8.2

101 フルトリアホール 92 3.6 104 2.1 96 4.9 84 6.4 102 1.3 95 2.6 94 7.6

102 フルバリネート 96 8.4 112 3.1 93 7.5 75 7.5 97 3.1 87 4.7 88 8.7

103 フルミオキサジン 94 5.5 111 3.3 94 4.4 70 6.5 105 6.0 97 17.6 95 18.6

104 フルミクロラックペンチル 89 9.3 105 5.0 88 4.3 71 12.2 95 4.7 99 9.4 82 13.6

105 プレチラクロール 101 10.8 111 19.7 112 10.1 109 4.3 122 2.6 112 1.8 102 14.0

106 プロシミドン 93 13.5 87 4.0 91 3.1 88 4.4 95 1.5 89 3.2 101 7.7

107 プロパクロール 95 3.0 86 7.0 90 8.0 85 6.6 95 4.1 78 8.3 91 5.2

108 プロパニル（DCPA） 92 2.2 100 1.9 93 3.9 87 4.1 97 3.4 88 3.2 92 5.3

109 プロパルギット 96 5.5 94 2.2 83 1.1 89 3.5 89 2.1 83 2.2 84 6.9

110 プロピコナゾール 95 9.4 91 6.7 95 2.0 81 6.9 91 6.3 88 3.5 102 7.3

111 プロピザミド 105 3.2 100 2.3 96 2.7 93 5.8 102 4.2 95 3.0 97 5.3

112 プロポキスル 99 1.9 94 2.5 95 5.5 88 5.9 99 4.1 86 3.6 94 2.7

113 ブロマシル 94 5.2 106 4.1 89 7.1 90 2.9 104 2.5 92 6.0 93 9.8

114 プロメトリン 98 2.7 96 1.2 90 2.7 92 6.3 96 2.7 88 1.1 95 3.6

115 ブロモブチド 99 1.1 98 0.4 96 2.1 99 5.2 106 2.6 93 3.2 97 4.0

116 ブロモプロピレート 97 11.3 97 2.3 83 4.9 82 6.7 89 3.7 83 2.5 86 8.8

117 ブロモホスメチル 90 1.6 1238 2.9 80 5.7 79 6.5 87 3.2 81 1.8 85 5.7

118 ヘキサクロロベンゼン 38 80.1 36 16.4 37 23.2 36 7.9 40 12.7 33 21.4 41 13.1

ハンバーグコロッケ ワッフル 天ぷら 餃子 ハッシュドポテト パスタ
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有機りん系及びカーバメート系農薬 64 項目は、概ね

良好な結果だった。ジクロルボスは揮発性が高い為、5
品目で目標値を達成できなかった。ワッフルのブロモ

ホスエチルついて目標値が達成できなかった（表２）。

有機りん系及びカーバメート系農薬以外の 135 項目

については、目標値を達成した項目数は 125 項目前後

だった（表３）。

6．考察

有機りん系及びカーバメート系農薬 64 項目につい

ては、コリンエステラーゼ活性阻害作用による急性中

毒等を想定し検査を行うもので有り、比較的高濃度の

農薬を検出することを想定している。以上を踏まえて、

今回の結果から、行政検査を行う検出法としての性能

を有していることが確認できた。今後は検査ごとに行

う添加回収試験の結果を確認しながら、加工食品の行

政検査法として使用していく予定である。

この検査法は迅速性が高く、ある程度の精製効果も

あるため、他の食品への応用も想定し、有機りん系及

びカーバメート系農薬以外の 135 項目についても検討

を行った。今回検討した食品は加工度が高く、夾雑物

質を多く含む食品であり、また高濃度に含まれる農薬

の一斉検査法として、検討した 199 項目中 90％以上で

目標値を達成していることから、他の食品に応用でき

る可能性は高いと考える。

文 献

1) 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課

平成 25 年 3 月 26 日事務連絡「加工食品中に

高濃度に含まれる農薬等の迅速検出法につい

て」

表 3 つづき

検体名

№ 項目名
添加

回収率
併行精度

添加

回収率
併行精度

添加

回収率
併行精度

添加

回収率
併行精度

添加

回収率
併行精度

添加

回収率
併行精度

添加

回収率
併行精度

119 ヘキサジノン 97 5.0 99 0.9 89 3.0 84 4.3 95 3.8 85 2.9 84 10.9

120 ベナラキシル 106 5.5 105 2.1 93 4.0 91 3.6 104 3.2 90 2.2 92 4.6

121 ベノキサコル 86 2.6 91 1.9 91 4.5 82 6.2 94 4.2 93 11.2 93 4.2

122 ヘプタクロール 78 6.2 61 52.2 74 20.3 73 5.7 80 4.7 76 7.3 85 5.7

123 ペルメトリン 81 12.2 69 4.2 89 6.3 76 2.9 81 6.3 71 6.7 78 10.7

124 ペンディメタリン 89 11.1 85 4.4 84 4.0 80 5.4 90 1.6 82 2.9 93 6.1

125 ベンフルラリン 99 7.2 87 2.4 80 4.9 84 7.9 91 5.0 78 10.2 92 3.7

126 ベンフレセート 93 8.7 87 3.9 92 5.3 89 4.8 100 4.1 86 2.6 101 8.0

127 ミクロブタニル 95 11.7 92 1.5 94 4.7 91 3.3 98 1.1 94 3.7 104 10.6

128 メタラキシル 104 1.1 102 2.9 98 1.9 92 7.2 105 3.4 90 2.2 96 4.9

129 メチオカルブ 90 2.8 96 2.9 102 4.1 84 4.9 99 3.0 92 6.1 103 3.1

130 メトキシクロル 96 8.1 99 3.7 86 5.0 86 4.5 90 4.5 85 2.0 86 10.5

131 メトミノストロビン 102 4.4 107 1.5 94 4.1 89 6.3 99 5.5 89 3.5 94 6.4

132 メトラクロール 96 2.0 95 2.6 106 2.1 90 4.9 104 2.9 93 6.0 102 3.4

133 メフェナセット 89 5.7 91 2.4 95 2.8 80 6.0 99 3.5 86 6.6 87 12.8

134 メプロニル 91 14.9 88 2.8 93 5.7 94 2.7 101 5.5 91 3.6 95 11.2

135 レナシル 93 7.5 92 1.5 58 14.2 84 2.0 105 2.5 93 3.7 55 10.6

：目標値外
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千葉市内流通食品の放射能検査について（第４報）

髙梨 嘉光

（環境保健研究所 健康科学課）

要 旨 東京電力福島第一原子力発電所の事故により、千葉市は放射能測定機器であるゲルマニウ

ム半導体検出器の整備を行い、平成 24 年度から平成 26 年度に市内流通食品 660 検体の放射性セシ

ウム検査を実施した。平成 27 年度も引き続き 250 検体の検査を実施したが基準値超過はなく、放

射性セシウムの検出率は前年度比でほぼ横ばいであった。

Key Words：放射性物質，セシウム, 市内流通食品

１．はじめに

平成 24 年 8 月の放射能検査機器の導入後、平成 26
年度末までに市内流通品 660 検体の放射性セシウム検

査を行った。平成 27 年度も引き続き、250 検体の放射

性セシウム検査を実施した。平成 27 年度の検査結果を

取りまとめるとともに、年度ごとの放射性物質の検出

傾向の比較を行った。

２．検査

検査期間：平成 27 年 4 月 7 日 ～ 平成 28 年 3 月

     29 日

検査対象：放射性セシウム（Cs-134 及び Cs-137）
検体数：250 検体

    （飲料水 35 検体、牛乳・乳製品 43 検体、

     一般食品 153 検体、乳児用食品 19 検体）

測定機器：ゲルマニウム半導体検出器

（GC2020-7500SL-2002CSL）（キャンベラ社）

バックグランド測定：50,000 秒

ブランク測定：3,000 秒

検体測定：3,000 秒以上

流通食品を包丁、フードプロセッサなどで細切し、内

側にポリエチレン袋をあらかじめ入れた 2L マリネリ

容器に充填、採取重量を計測し、測定機器内部の汚染

を防ぐためにマリネリ容器全体をポリエチレン袋で覆

い、検査核種の目標検出限界値が概ね 1Bq/kg となるよ

うゲルマニウム半導体検出器で測定した。

３．結果  

本検査では基準値超過は認められなかった。放射性

セシウムの検出は一般食品の 17 検体あり、全検体に対

する検出率は 7％であった。また、食品分類別実施検体

数および放射性セシウムの検出状況は表 1 のとおりで

あった。

放射性セシウムを検出した食品の詳細は表 2 のと

おりである。水産物 9 検体から 0.64～1.7Bq/㎏、農産

物 8 検体から 0.58～6.4Bq/㎏の放射性セシウムが検出

された。また、チダイ、サツマイモ、レンコンは複数

検体から放射性セシウムが検出された。

表 1 食品分類別実施検体数及び放射性セシウムの

検出状況

食品分類 基準値 実施検体数

飲料水 10Bq/kg 35 0 (0%)

牛乳・乳製品 50Bq/kg 43 0 (0%)

一般食品 100Bq/kg 153 17 (11%)

　　（農産物） 78 8 (10%)

　　（畜産物） 11 0 (0%)

　　（水産物） 64 9 (14%)

乳児用食品 50Bq/kg 19 0 (0%)

計 250 17 (7%)

放射性セシウム

検出数（率％）
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表 2 放射性セシウムを検出した食品

４．考察

平成 27 年度の検査では一般食品 17 検体から放射

性セシウムが検出された。検出品目は水産物では魚

食魚であるスズキ、サワラや底層の定住種であるチ

ダイ、マダイ、ホウボウなどから、農産物では根菜

のサツマイモ、レンコンの他、タケノコ、シイタケ

などから検出しており、検出品目は平成 26 年度と大

きな変化はなかった。

詳細に放射性セシウムの検出を検討すると、水産

物の検出率が最も高く 14％であった。検出率は平成

26 年度より微増しているが、水産物からの放射性セ

シウム検出値は検出平均 1.0 Bq/㎏と平成 26 年度平

均 1.9 Bq/㎏よりも減少していた。このことから、水

産物に含まれる放射性セシウムの濃度自体は減少し

ているとみられ、調査検体の選択偏向により微増傾

向を示している可能性が考えられた。同様の傾向は

農産物にもみられ、農産物の放射性セシウム検出率

は 10％と平成 26 年度の 7％より微増しているが、

平均検出値は 2.1 Bq/㎏と平成 26 年度平均 2.4Bq/㎏
よりも減少していた。

平成 27 年度の検査において放射性セシウム 134、
137 両核種とも検出された検体は 2 検体のみであっ

た。食品中の放射性セシウムの低レベル化は徐々に

進んでいるが、特に半減期が約 2 年のセシウム 134
は検査時点において、事故時の 1/4 以下の存在比の

ため、検出限界値の 1 Bq/㎏未満まで減少が進んだも

のと考えられた。

また年度ごとの検出率の推移を図１に示した。全

検体数に対する検出率は平成 24 年度の検出率 22％

から平成 26 年度には 6％へと年々減少していたが、

平成 27 年度の結果は 7％と前年比でほぼ横ばいの結

果となった。今後は半減期約 30 年セシウム 137 の

存在比が高くなるため、食品によっては放射性セシ

ウムが検出限界値付近で微量に検出される状態が続

くことが予想される。引き続き行われる平成 28 年度

以降の検査において、水産物・農産物の検出が続く

一部の品目を中心に長期的なモニターを行い放射性

物質の消長に注視したい。
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検出率％

Cs-134 Cs-137 Cs合計

アジ <0.649 0.683 0.68

アナゴ <0.508 1.02 1.0

コハダ <0.734 1.47 1.5

サワラ <0.691 0.845 0.85

スズキ <0.490 0.715 0.72

チダイ <0.575 1.08 1.1

チダイ <0.501 0.637 0.64

マダイ <0.561 1.65 1.7
ホウボウ <0.679 0.876 0.88

1.0 （26年度1.9）

タケノコ <0.586 1.91 1.9

0.741 3.00 3.7

<0.638 0.723 0.72

<0.571 0.809 0.81

<0.646 1.46 1.5

シイタケ 0.997 5.45 6.4

梨 <0.471 0.577 0.58
加工品 納豆 <0.605 0.971 1.0

2.1 （26年度2.4）

△は増加

は検出限界値未満 ▼は減少

分類 品名

結果（Ｂｑ／ｋｇ）

水産物

△　14％

24年度

（62％）
25年度

（21%）

26年度

（11%）

水産物セシウム平均　▼

農産物

　　　　生鮮
レンコン

△　10％

24年度

（14％）
25年度

（11％）

26年度

（７%）

サツマイモ

農産物セシウム平均　▼
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オゾンスクラバーとして BPE を用いた

環境大気中アルデヒド類サンプリングについての検討

岡本 誓志、坂元 宏成

（環境保健研究所 環境科学課）

要 旨 環境大気中のアルデヒド類を捕集する際、オゾンスクラバーとして trans-1,2-bis(4-pyridyl)

ethylene(BPE)を用いた捕集及び分析法について検討を行った。カートリッジを加温せず捕集を行う時、

ヨウ化カリウムをオゾンスクラバーとした場合では捕集できない条件下でも BPE を用いると捕集でき

た。しかしその濃度は従来法と比較して低くなる場合があることが確認された。

Key Words：アルデヒド，オゾンスクラバー，trans-1,2-bis(4-pyridyl)ethylene

1．はじめに

ホルムアルデヒド及びアセトアルデヒド（以下アル

デヒド類）は、大気汚染防止法により有害大気汚染物

質の優先取組物質に指定されており、全国的に大気環

境モニタリングが行なわれている 1)。千葉市では、有害

大気汚染物質測定方法マニュアル 2)に従い、固相捕集－

高速液体クロマトグラフ法を用いて大気中アルデヒド

類の捕集及び分析を行なっている。アルデヒド類の捕

集剤に用いられる 2,4-dinitrophenylhydrazine （以下

DNPH）及び DNPH に捕集されたアルデヒド類は大気

中のオゾンと反応することから、オゾンスクラバーを

接続して捕集した試料を分析する 2)。オゾンスクラバー

としてヨウ化カリウム（以下 KI）を充填したカートリ

ッジが市販されているが、KI は高湿度下で捕集を行な

うと、カートリッジ内で溶けて目詰まりを起こす場合

がある。また、溶け出した KI が DNPH カートリッジに

流れ出す場合がある。これを解決するためにオゾンス

クラバー周辺を加温して、オゾンスクラバー付近の相

対湿度を下げる必要がある 3) 4)。

trans-1,2-bis(4-pyridyl)ethylene（以下 BPE）は、オゾ

ンと反応し pyridine-4-aldehyde を生成するため、オゾン

スクラバーとして用いることが出来る 5)。また、高湿度

時にも溶けることが無いため、加温が不要である。今

回、市販の BPE-DNPH カートリッジを用いたアルデヒ

ド類の捕集法及び分析法について検討を行なったので

報告する。なお、以下ホルムアルデヒド-DNPH を FA、

ア セ ト ア ル デ ヒ ド -DNPH を AA 、 pyridine-4-

aldehyde-DNPH を PA とする。また、AA には異性体が

存在するが 5)、この E 体を E-AA、Z 体を Z-AA と表記

する。

2．実験方法

HPLC は LC-10 システム（Shimadzu）を用い、360nm

の吸光度を測定することでアルデヒド類及び PA の検

出を行った。移動相として 2mmol/L の酢酸アンモニウ

ムを含む 5)アセトニトリル（液体クロマトグラフ分析用, 

Wako）/水、40/60 の混合溶液を用いた。カラムは Ascentis

RP-Amide 25cm×4.6mm, 5m（Sigma Aldrich）を用いた。

2．1 分析条件の検討

自動ガス採取装置（Gastech, GSP-400FT）を用いて 1L/

分で 5 時間、大気を BPE-DNPH カートリッジ（BPE-

DNPH 130/270 mg Rezorian チューブ型, Sigma Aldrich）

に捕集した。捕集後の BPE-DNPH カートリッジを、カ

ートリッジの付属書に基づきアセトニトリル（アルデ

ヒド分析用, Wako）3mL を用いて流速 1mL 以下で溶出

した。この大気試料を用いて分析条件の検討を行なっ

た。

2．1．1 カラム温度の設定

移動相の流速を 0.8mL/分として、カラム温度を 30℃、

35℃及び 40℃に設定したときのクロマトグラムを比較

した。

2．1．2 グラジエント条件の検討

グラジエント分析は、移動相 A として 2mmol/L の酢

酸アンモニウムを含むアセトニトリル/水、40/60 の混合

溶液、移動相 B としてアセトニトリル/水、90/10 の混

合溶液を用い、表 1 に示す条件で分析を行なった。
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2．2 大気試料の捕集及び分析

自動ガス採取装置を用いて 200mL/分で 24 時間大気

を吸引し、BPE-DNPH カートリッジを 2 つ接続したも

のに捕集した（以下 BPE 法）。捕集後の BPE-DNPH カ

ートリッジは、アセトニトリル 3mL を用いて 1mL/分以

下の流速で溶出させ、表 4 の条件で HPLC 分析を行な

った。

併せて同場所で従来通りの方法でも捕集を行なった。

DNPH カートリッジ（Presep-C DNPH, Wako）を 2 つ接

続し、さらに KI を用いたオゾンスクラバー（Presep-C 

Ozone Scrubber, Wako）を接続したもの（以下 KI-DNPH）

を用いて、加温及び非加温条件での捕集を行った（以

下このときの加温条件での捕集を従来法、非加温条件

での捕集を従来法非加温とする）。加温器はアルデヒド

類捕集管加温装置（GTH-1, Gastech）を用い、BPE-DNPH

カートリッジと同様に 200mL/分で 24 時間捕集を行な

った。これらのカートリッジは、アセトニトリル 5mL

を用いて 1mL/分以下の流速で溶出させ、BPE-DNPH カ

ートリッジと同様の条件で HPLC 分析を行なった。

3．結果

3．1 分析条件の検討

3．1. 1 カラム温度の設定

カラム温度を 30℃、35℃及び 40℃に設定した際の大

気試料のクロマトグラムを図 1 に、各ピークの分離度

を表 2 に示す。40℃では Z-AA のピークが PA のピーク

と完全に重なり、確認できなかったが、35℃では PA の

肩ピークとして Z-AA のピークが確認でき、30℃では、

ピークトップをしっかりと確認することができた。し

かし、Z-AA の分離度は 1.37 であり、日本薬局方にて

分離度 1.5 以上と定義されている完全分離 6)には至らな

かった。また、カラムの冷却機構が空冷であることか

ら、30℃ではカラム温度が安定するのに時間を要した。

そのため、カラム温度は 35℃に設定し、グラジエント

分析を行ない分離の改善を試みた。

3．1. 2 グラジエント分析の検討

カラム温度を 35℃、移動相の流速は 0.8mL/分とし、

表 1 の条件で大気試料対してグラジエント分析を行な

った。クロマトグラムと分離度を図 2 及び表 3 に示す。

PA と Z-AA について、イソクラティック条件下では上

手く分離しなかったが、グラジエント分析では分離度

が 1.95 と完全分離した。FA、PA、E-AA についても完

全分離したことが確認された。これらの実験の結果か

ら、表 4 に示すメソッドを用いることとした。

3．2 大気試料の定量

図 3 に BPE-DNPH カートリッジのブランク試料のク

ロマトグラムを示す。PA のピークが確認されたが、大

気試料中の PA のピーク面積と比較して 1%未満であっ

た。また、FA、Z-AA、及び E-AA のピークの付近に、

目立ったピークは確認されなかった。BPE 法、従来法、

従来法非加温におけるクロマトグラムを図 4～6 に、定

量結果を表 5 に示す。また、BPE 法で捕集したサンプ

ルと従来法で捕集したサンプルの分析結果を比較した

図 1 カラム温度を変化させた時の

大気試料のクロマトグラム

(a) 40℃ (b) 35℃ (c) 30℃

表 2 カラム温度を変化させた時の各ピークの分離度

分離度

30℃ 35℃ 40℃

FA --- --- ---

PA 8.37 8.45 8.56

Z-AA 1.37 1.30 N.D.

E-AA 3.07 2.88 2.98

表 1 グラジエント条件

0 – 3 分 A : B = 100 : 0 0.8 mL/分

3 – 25 分 A : B = 100 : 0 → 0 : 100 0.8 mL/分

25 – 35 分 A : B = 0 : 100 0.8 mL/分

A : 移動相 A（2mmol/L 酢酸アンモニウム添加 アセトニトリル/水＝40/60）

B : 移動相 B（アセトニトリル/水＝90/10）
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結果を図 7 に、従来法非加温で捕集したサンプルと従

来法で捕集したサンプルの分析結果を比較した結果を

図 8 に示す。低濃度（従来法濃度で FA<5.0g/m3、

AA<2.0g/m3）の場合、FA について従来法と比較する

と BPE 法は約 0.6～1 倍、従来法非加温は約 0.6～0.8 倍

の濃度となった。また、AA は FA よりも少々ばらつき、

BPE 法は約 0.6～1.2 倍、従来法非加温は約 0.5～1.2 倍

の濃度となった。

従来法でアルデヒド類が高濃度となった時、従来法

非加温はほとんど捕集できない条件下においても、BPE

法を用いることである程度捕集することが出来た。し

かし、BPE 法は従来法と比較して低い濃度を示した。

従来法よりも低濃度となったことについて、カートリ

ッジからの溶出が十分にできていない可能性が考えら

れた。

そこで、BPE 法、従来法を用い 1L/分で 5 時間大気を

捕集し、BPE 法は 3mL、従来法は 5mL のアセトニトリ

ルを用いて溶出した後、2 回目の溶出操作を行った。得

られた試料を HPLC 分析に供し、1 回の溶出操作で十分

に溶出が出来るかを調べた。

このとき得られたクロマトグラムを図 9 に示す。両方

法ともに 2 回目の溶出液において FA のピークが確認

できた。しかし、その面積は 1 回目の溶出液の FA の

ピーク面積の 1%以下であり、1 回の溶出操作で十分に

溶出が行なえていると考えられる。また、AA について

は、両方法ともに 2 回目の溶出液においてピークを確

認することができなかった。BPE 法では、2 回目の溶

出液に PA のピークが確認された。PA はアセトニトリ

ルへの溶解度が高くないため、十分に溶出できない場

合がある 4)。このため 2 回目の溶出液に PA のピークが

出ていると考えられる。しかし、1 回目の溶出試料の

PA と比較するとそのピーク面積は 1%程度であり、大

きな影響を与えていないと考えられる。これらの結果

から、カートリッジからの溶出は十分行なえていたと

考えられる。

他の原因として、カートリッジの破過が考えられる。

BPE-DNPH カートリッジの付属書によると、カルボニ

ルの保持可能量はホルムアルデヒド換算で 136g であ

る。よって、約 4.5mol のカルボニルを保持すること

ができる。今回最も高濃度となった、表 6 の No.4 の結

果を用いると、ホルムアルデヒドが約 0.23mol、アセ

トアルデヒドが約 0.04mol、計 0.27mol のカルボニ

ルが捕集されている。また、BPE はオゾンスクラバー

として働く際、オゾン量に対して 2 等量の pyridine-4-

aldehyde を生成し、DNPH に捕集される 4)。この量を見

積もるために、平成 26 年度の千葉市における光化学オ

キシダントの昼間の 1 時間値の年平均値（0.032 ppm）

7)からオゾン濃度と見積もり計算すると、0.41mol のオ

ゾンが吸引され、 0.82mol の pyridine-4-aldehyde が

DNPH に捕集されることになる。これらの和をとって

も、1.09mol であり、まだ十分に捕集能があると考え

られる。表 5 より、FF は後段の濃度が前段の濃度と比

べて充分に低く、破過は起きていないと考えられるが、

AA について後段の濃度が前段の濃度を超え、破過して

いることが示唆された。このため、今後捕集法を最適

化し、加温の不要なアルデヒド類の捕集法としてメソ

ッドを確立していきたい。また、PA の定量によるオゾ

ン濃度の同時分析についても検討を行なう予定である。

図 2 大気試料の

グラジエント分析におけるクロマトグラム

表 3 グラジエント分析における各ピークの分離度

分離度（ カラム温度 35℃ 流速 0.8 mL/分 ）

Isocratic Gradient

FA --- ---

PA 8.45 5.64

Z-AA 1.30 1.95

E-AA 2.88 1.85

表 4 分析条件

カラム Ascentis RP-Amide 25cm×4.6mm, 5m

カラム温度 35 ℃

移動相の流速 0.8 mL/分

グラジエント条件

移動相 A
2mmol/L 酢酸アンモニウム添加

アセトニトリル/水＝40/60

移動相 B アセトニトリル/水＝90/10

0 - 3 分 A : B = 100 : 0

3 – 25 分 A : B = 100 : 0 → 0 : 100

25 – 35 分 A : B = 0 : 100
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図 3 BPE-DNPH 法ブランク

クロマトグラム

図 4 BPE-DNPH 法大気試料

クロマトグラム

図 5 従来法大気試料

クロマトグラム

図 6 従来法非加温大気試料

クロマトグラム

表 5 試料の分析結果

図 7 BPE-DNPH 法と従来法の分析値の比較 図 8 BPE-DNPH 法と従来法非加温の分析値の比較

図 9 1 つのカートリッジに対して 2 回抽出を行なった場合のクロマトグラム
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No.

ホルムアルデヒド濃度 （g/m3） アセトアルデヒド濃度:Z体、E体合計 （g/m3）

BPE-DNPH 従来法 従来法非加温 BPE-DNPH 従来法 従来法非加温
前段 後段 前段 後段 前段 後段 前段 後段 前段 後段 前段 後段

合計 合計 合計 合計 合計 合計

1
11.51 0.59 20.98 0.43 0.63 0.48 1.50 2.13 4.03 2.07 0.07 0.08

12.10 21.41 1.10 3.63 6.10 0.16

2
2.00 0.55 2.27 0.34 0.95 1.24 1.35 0.32 1.06 0.36 0.08 0.85

2.55 2.61 2.19 1.67 1.42 0.93

3
1.07 0.22 2.00 0.19 0.97 0.25 0.88 0.24 1.13 0.31 0.47 1.19

1.28 2.18 1.22 1.12 1.44 1.66

4
13.62 0.51 22.16 1.69 0.89 0.63 1.55 2.17 3.71 1.90 0.01 0.02

14.12 23.85 1.52 3.72 5.61 0.02

5
1.73 0.17 2.86 0.04 2.17 0.14 0.87 0.22 1.32 0.51 0.72 0.17

1.90 2.90 2.31 1.09 1.82 0.89

6
20.82 0.23 18.02 -0.02 27.94 -0.11 3.68 0.15 3.19 1.12 4.10 0.36

21.04 18.00 27.83 3.83 4.31 4.45

7
2.69 0.16 3.16 -0.06 2.54 -0.06 1.44 0.17 1.36 0.34 1.13 0.07

2.84 3.10 2.49 1.61 1.69 1.20
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4．まとめ

BPE-DNPH カートリッジを用いたアルデヒド類の分

析について検討を行なった。Ascentis RP-Amide 25cm×

4.6mm, 5m を用い、カラム温度 35℃でグラジエント分

析を行なうことで、FA、PA、Z-AA、E-AA が完全分離

した。環境試料の定量について、従来法非加温ではア

ルデヒド類をほとんど検出できない条件下において、

BPE 法を用いることでアルデヒド類を捕集、定量でき

ることが確認された。但し従来法と比較して低い分析

値となった。この原因として、溶出操作及びカートリ

ッジの破過について検討を行ない、溶出は十分に行な

えていたが、AA に関して BPE カートリッジの破過が

起きていたことが示唆された。今後捕集法について最

適化する等、更なる検討を要する。
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学会等発表

高齢者福祉施設で発生した細菌性赤痢の SYBR 
Green real-time PCR 法を用いたスクリーニング

島村亮子1、鈴木信一1、大木旬子1、北橋智子1

元吉まさ子1、都竹豊茂1、山本一重1、吉原純子2

(1環境保健研究所、2保健所)

平成 27 年度(第 54 回)千葉県公衆衛生学会

要旨： 平成 26 年 11 月、千葉市内の高齢者福祉施設に

おいて赤痢患者が発生した。感染拡大を防止するため

SYBR Green real-time PCR法（以下、『SYBR-qPCR』）

を用いたスクリーニングを行い、迅速に感染者を特定す

ることができたので、概要を報告する。

入所者40名、介護職員53名及び食品従事者11名の合計

104名の糞便を検査材料とし、DHL平板培地と白糖加

SSS平板培地に直接塗抹し、37℃で20～24時間培養した。

並行して、ノボビオシン加mEC培地（以下N-mEC）に

加え、42℃で18～24時間増菌培養した。

直接塗抹・培養したDHL平板培地をコロニースイープ

した菌苔から遺伝子をアルカリ抽出し、赤痢菌の病原遺

伝子virAを標的にしたSYBR-qPCR法を実施した。陽性

検体の増菌培養液を各平板培地に塗抹し、37℃で20～24

時間培養した。増菌培養・塗抹した平板、または直接塗

抹・培養した平板から糖非分解コロニーを釣菌し確認培

養した後、赤痢菌免疫血清（デンカ生研）を用いて分離

菌株の血清型を同定した。

SYBR-qPCRでは2検体が陽性で、ともにS.flexneri 6

型が分離された。融解曲線のTm値は、陽性コントロール

（S.sonnei ）は79.2℃、陽性検体は80.6℃であった。一

連の検査において、陽性コントロールと陽性検体のTm値

の差は0.6～1.4℃の範囲であった。

Tm 値の差（検査ごとの Tm 値のバラツキ）は菌種に

よる違いが影響していると思われた。SYBR-qPCR は、

陽性コントロールと陽性検体の Tm 値に差が認められる

場合に注意を要するが、多くの調査対象を短時間でスク

リーニングする際に有用であることが確認できた。

学会等発表

高齢者福祉施設で発生した細菌性赤痢の SYBR 
Green real-time PCR 法を用いたスクリーニング

北橋智子1、島村亮子1、鈴木信一1、大木旬子1

元吉まさ子1、都竹豊茂1、山本一重1、吉原純子2

(1環境保健研究所、2保健所)

平成 27 年度(第 28 回)地衛研全国協議会関東甲信静支部

細菌研究部会

要旨： (省略)

平成 27 年度（第 54 回）千葉県公衆衛生学会にて同一演

題を発表
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学会等発表

RSウイルス ON1の流行状況について

水村綾乃 1、西川和佳子 1、坂本美砂子 1、土井妙子 2

田中俊光 2、横井一 3、元吉まさ子 1、都竹豊茂 1

山本一重 1

(1 環境保健研究所、2 保健所、 3 動物保護指導センター)

平成 27 年度(第 30 回)地衛研全国協議会関東甲信静支部

ウイルス研究部会

要旨：RS ウイルス(RSV)は急性呼吸器感染症の主な原因

ウイルスの一つであり、表面蛋白の一つである G 遺伝子

の塩基配列に基づき、サブグループ A(RSV-A)は 11 遺伝

子型、サブグループ B(RSV-B)は 20 遺伝子型に分類され

る。RSV-A の遺伝子型 ON1 は RSV-NA1 の G 遺伝子上

に 72 塩基の重複を有する新しい遺伝子型である。今回、

我々は市内で初めて RSV-ON1 を検出した 2012 年 1 月

から 2015 年 5 月までの期間における RSV-ON1 流行状

況を把握することを目的として解析を行った。病原体定

点医療機関で採取された急性呼吸器感染症患者の咽頭ぬ

ぐい液等計 972 検体について、RSV の G 遺伝子を標的

とした RT-PCR を実施し、ダイレクトシークエンスによ

り各サブグループの遺伝子型を決定した。972 検体のう

ち 232 検体から RSV 遺伝子が検出され、系統樹解析が

可能であった 75 検体が RSV-NA1、91 検体が RSV-ON1

に分類されたがそのうち 3 検体から RSV-NA1 と ON1

の 2 つの遺伝子型が同時に検出された。RSV-B は 65 検

体ですべて RSV-BA に分類され、市内で流行している

RSV遺伝子型は近年国内外で流行している主要な遺伝子

型と同様の傾向が示された。RSV-ON1 は 2012 年から

2013 年までは夏から秋に限定されて検出されたが、2014

年は夏から秋の検出ピーク以降 2015 年に入ってからも

毎月継続して検出された。さらに、RSV 遺伝子陽性検体

のうちRSV-ON1の占める割合も2012年以降は増加傾向

にあり、現在では RSV-A の主要な遺伝子型となっている。

2010 年にカナダで検出されて以降マレーシア等からの

報告もあり、今後国内外に拡大する可能性が示唆された。

また、RSV-ON1 は細胞への付着に関与する G 蛋白のア

ミノ酸配列に変異が認められたことから、RSV の感染性

や抗原性に影響する可能性を視野に入れ、今後の発生動

向を監視する必要があると考えられた。

学会等発表

千葉市におけるインフルエンザウイルスの検出状

況について

坂本美砂子、水村綾乃、西川和佳子、元吉まさ子

都竹豊茂、山本一重 (環境保健研究所)

平成 27 年度(第 54 回)千葉県公衆衛生学会

要旨：2012/13（2012 年 36 週～2013 年 35 週）、2013/14

（2013 年 36 週～2014 年 35 週）、2014/15（2014 年 36

週～2015 年 35 週）シーズンの本市におけるインフルエ

ンザウイルスの検出状況を報告する。

材料は感染症発生動向調査事業で搬入されたインフル

エンザまたはインフルエンザ様疾患の患者から採取した

鼻汁、咽頭ぬぐい液等 1062 検体とした。ウイルス分離

は MDCK 細胞を用いた。分離したウイルスは、国立感

染症研究所から配布された標準抗血清とモルモット血球

を用いた赤血球凝集阻止試験で同定した。

2012/13 シーズンは 59 検体から検出され、AH3 型 50

検体、B 型ビクトリア系統 4 検体、B 型山形系統 3 検体、

AH1pdm09 が 1 検体、Ａ型（亜型不明）1 検体であった。

48 週から 24 週まで検出され、年齢群別で多く検出され

たのは 5～9 歳が 19 検体、0～4 歳が 18 検体であった。

2013/14 シーズンは 64 検体から検出され、AH1pdm09

が 29 検体、AH3 型 19 検体、B 型山形系統 11 検体、B

型ビクトリア系統 3 検体、Ｂ型（系統不明）2 検体であ

った。47 週から 20 週まで検出され、5～9 歳が 32 検体

で 50％を占め、次いで 10～14 歳が 13 検体であった。

2014/15 シーズンは 77 検体から検出され、AH3 型 68

検体、B 型山形系統 4 検体、AH1pdm09 が 2 検体、Ａ型

（亜型不明）2 検体、B 型ビクトリア系統 1 検体であっ

た。43 週から 19 週まで検出され、5～9 歳が 41 検体で

53％を占め、次いで 0～4 歳が 14 検体であった。

また、AH1pdm09 分離株についてオセルタミビル耐性

株のスクリーニングを実施したところ、耐性株は検出さ

れなかった。

2012/13 シーズンから 3 シーズンのインフルエンザウ

イルスの流行は、AH3 型、AH1pdm09、AH3 型と推移

した。また、2014/15 シーズンは過去 2 シーズンより約 1

ヶ月早い時期から検出され、検出数が最も多かった。
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学会等発表

千葉市におけるデングウイルス及びチクングニア

ウイルスの検出状況について

西川和佳子、水村綾乃、坂本美砂子、元吉まさ子

都竹豊茂、山本一重 (環境保健研究所)

平成 27年度(第 54回)千葉県公衆衛生学会

要旨： 平成 26 年夏に約 70 年ぶりにデング熱が国内で

発生した。発生及び拡大防止には、迅速かつ正確な検査

体制の構築が重要であることから、検査開始から現在に

至るまでのデングウイルス（DENV）及びチクングニア

ウイルス（CHIKV）の検出状況を解析した。

患者検体は、平成 22～26年度に採取された血液 47検

体（うちCHIKVは24検体で実施）で、遺伝子検査（DENV

は抗体、抗原検査も実施）により検索した。蚊は、平成

27年 6～10月に市内で採取されたヒトスジシマカ 21検

体（94匹）で、遺伝子検査により検索した。

遺伝子検査はリアルタイム RT-PCR法または RT-PCR

法、抗体及び抗原検査はイムノクロマト法により実施し

た。

患者検体では、DENV は輸入感染例 11 検体、国内感

染例 2検体の計 13検体、CHIKVは輸入感染例 2検体が

陽性となった。DENV では遺伝子が 11 検体、抗体が 7

検体、抗原が 6 検体から検出され、血清型内訳は 1 型 7

検体、3型 1検体、4型 2検体、型不明 3検体であった。

DENV 陽性患者の症状の出現頻度は、発熱 100%、発疹

及び筋肉痛 62%、関節痛及び血小板減少症 38%であった。

蚊からは、全ての検体で DENV、CHIKV 遺伝子は検出

されなかった。

DENV陽性患者の中には、発熱と下痢のみと典型的な

症状とは異なるケースも見られ、症状の他に渡航歴、流

行地域での屋外活動歴や蚊の刺咬歴の聴取が必要と考え

られた。DENVでは４つの血清型間で症状に差が見られ

ない。他の血清型に再感染した場合にデング出血熱を引

き起こすとの報告があるため、血清型別が重要であるが、

抗体または抗原を検出したものの血清型を判別する遺伝

子検査で検出されなかったもの等があることから、検査

方法等の検討を今後の課題としたい。蚊から DENV、

CHIKV 遺伝子は検出されず現時点ではこれらウイルス

の定着はないと考えるが、再び国内感染が発生する可能

性があることから、継続して監視することが必要である。
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学会等発表

清涼飲料水に関する試験法の妥当性確認について

上村勝、髙梨嘉光、元吉まさ子、都竹豊茂、山本一重

(環境保健研究所)

平成 27年度(第 54回)千葉県公衆衛生学会

要旨：清涼飲料水（茶）についてマイクロウェーブ分解

し、その分解液を誘導結合プラズマ質量分析計（ICP-MS）

で測定する試験法に関して妥当性の確認を行った。

今回、前処理の大部分を占める分解時間が 1 時間程度

ですむマイクロウェーブ分解を行い、その分解液を測定

する方法を試みた。

金属検査では ICP-MSに加え誘導結合プラズマ発光分

光分析計（ICP）による測定も主流となっているが、予

備試験でより好結果を得た ICP-MS による測定とした。

また、対象検体はマイクロウェーブ分解が糖類やタンパ

ク質などの含有量が少ない検体に対して有効であったこ

とから茶を検体として、鉛、ヒ素、スズの検査を行った。

検査は 1名 2施行 5日間で行った。測定に際し内部標

準法を用い、それぞれの強度比から濃度を算出した。そ

れぞれに真度（%）、併行精度（RSD%）、室内精度（RSD%）

を求め、ミネラルウォーター類試験法の真度及び精度の

目標値（真度 90～110、併行精度＜15、室内精度＜15）

を充たしているか否かにより試験法の妥当性を確認した。

その結果、対象物質ごとに、真度、併行精度、室内精

度の順に示すと、鉛については、99、2.8、5.1、ヒ素に

ついては、96、2.7、3.2、スズについては、99、4.2、5.8

となり、いずれも目標値を充たしているため妥当性が確

認できた。

学会等発表

妥当性評価不適合農薬の基準値超過事例について

髙梨 嘉光、 山口玲子、元吉 まさ子、都竹 豊茂

(環境保健研究所)

平成 27年度地衛研全国協議会関東甲信静支部

理化学研究部会

要旨：平成 27年 7月に搬入された検査検体のうち、こ

まつなから有機リン系殺虫剤EPNが0.3ppm検出された

（基準値 0.01ppm）。当研究所の検査法において EPNは

妥当性評価不適合品目であったが、健康被害防止の観点

から確認検査の後、依頼元に結果の参考値報告を行った。

結果報告後、当該品目についての緊急の妥当性再評価

を試みた。対策部品を使用した検査機器を使用し、EPN

の 3試行再試験を行った結果、繰り返し精度は 2.6%と良

好であった。そこで検査法は従来法のまま、EPNを含ま

ないこまつなを使用し、ガイドラインに従い基準値添加

で検査員 1名による 2試行 5日間の試験法妥当性の再評

価を行った。その結果、各妥当性評価値は真度 106％（目

標値 70～120%）、室内精度 6.3％（目標値<25%）、併行

精度 6.3％（目標値<30%）と要件を満たした。よって検

査法の妥当性評価は適合と判断され、再検査により当該

検体の検査結果は正式に採用となった。

本事例では妥当性評価不適合の問題点が事前検討済み

であったため、基準値超過問題の発覚から検査値確定ま

で滞りなく対応することができた。

また、農薬等の一斉試験法で精度パラメーターに問題

のある検査品目については機器の整備や条件設定の変更

により再評価が可能になることが示唆された。妥当性再

評価については時間もかかり、コスト負担も重いため、

今後も必要性を見極めながら、進めていきたいと考えて

いる。
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学会等発表

1,4-ジオキサンを含む VOCs 同時分析条件に関す

る検討

鈴木瑞穂

(環境保健研究所)

平成 27 年度全国環境研協議会関東甲信静支部

水質専門部会

要旨：1.4-ジオキサンは近年水質汚濁防止法の一般排水

基準及び下水道法の下水排除基準に追加されており、分

析の機会が増えている状況である。本研究所では、1,4-

ジオキサンと他の VOCs は、感度の違いによりヘッドス

ペースガスクロマトグラフ質量分析（HS-GC/MS）法で

別々に測定している。これを同時分析することで、分析

を効率化することを考えた。

そこで、1,4-ジオキサンと他の VOCs を HS-GC/MS 法

で同時分析するにあたり、塩析剤の種類や添加量等適し

た条件について検討を行った。

炭酸カリウム及び硫酸ナトリウムを塩析剤として用い

ることで、1,4-ジオキサンについて塩化ナトリウム使用

時よりも高いピーク面積を得ることができ、定量下限値

を引き下げることができた。

その他の VOCs との同時分析については、炭酸カリウ

ムではその他の VOCs のピーク面積に変動が大きく、安

定した定量については今後検討する必要がある。硫酸ナ

トリウムは、塩化ナトリウムの場合と比べて 1,4-ジオキ

サンの感度を上昇させることができ、その他の VOCs に

ついても同程度の感度が得られた。また、添加回収試験

においても良好な結果が得られた。以上から、硫酸ナト

リウムは、同時分析するにあたって、より良い塩析剤で

ある。

学会等発表

ヘッドスペース‐ガスクロマトグラフ質量分析法

による 1,4-ジオキサン分析条件の検討

坂元宏成、鈴木瑞穂、平山雄一

(環境保健研究所)

第 50 回日本水環境学会年会

要旨：1,4-ジオキサンは、平成 21 年に水質汚濁防止法及

び地下水の水質汚濁に係る環境基準に追加されるなど、

分析の重要性が増してきているが、水との親和性が高く、

HS-GC/MS 法では他の VOCs と比べ低感度である。そこ

で今回、1,4-ジオキサンを HS-GC/MS 法で分析するにあ

たり、塩析剤の種類や添加量等適した条件について検討

を行った。

種々の塩析剤を飽和量添加し、1,4-ジオキサンのピー

ク面積を調べたところ、塩化ナトリウム使用時と比べる

と、塩化カリウム及び塩化カルシウムでは概ね同程度、

炭酸ナトリウム、硫酸ナトリウムでは数倍程度であった

が、炭酸カリウムでは 80 倍以上であった。

1,4-ジオキサンの定量下限値は、塩析剤に塩化ナトリ

ウムを使用した場合 1.4 μg/L であったが、炭酸カリウム

を使用することで、11 ng/L に引き下げることができた。

また、河川水を用いた添加回収試験でも良好な結果が得

られ、河川水や地下水のモニタリングに有用な分析法で

あると考えられる。

本方法を用いて、千葉市内河川水中の 1,4-ジオキサン

濃度の測定を行ったところ、68～3,100 ng/L の濃度レベ

ルであった。すべて環境基準値（50 μg/L）の 10 分の 1

未満であり、有害性のないレベルであるが、他調査と比

べるとやや高濃度の地点も見られた。
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学会等発表

千葉市内の河川における有機フッ素化合物類の実

態調査

天野知宏、坂元宏成、五木田正、平山雄一

(環境保健研究所)

平成 27 年度(第 54 回)千葉県公衆衛生学会

要旨：ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）をは

じめとする有機フッ素化合物類（PFCs）は環境中で分解

されにくく、環境残留性や生物蓄積性等が指摘されてい

る。PFOS とペルフルオロオクタン酸（PFOA）に関し

ては環境調査によりその汚染実態が明らかになりつつあ

るが、PFCs 全般に関しては未だ不明な部分が多い。本

研究所では、平成 20 年度から千葉市内河川での PFCs

の実態調査を行っているが、今回は過去 3 ヵ年分の報告

を行った。また、特に PFCs 濃度が高い葭川の動物公園

前と六方調整池間で追加調査を行ったので、その報告も

併せて行った。

国内河川の PFOS 及び PFOA 濃度の調査としては

Saito らによるものがあるが、これによると関東地方の河

川 14 か所の PFOS 及び PFOA の幾何平均は、それぞれ

3.69 ng/L 及び 2.84 ng/L と報告している。本調査では、

PFOS の最大値が 23.3 ng/L（動物公園前）、PFOA の最

大値が 37.8 ng/L（六方調整池）であり、Saito らの調査

による平均値は上回っているが、米国における飲料水の

暫定健康勧告値（PFOS：200 ng/L、PFOA：400 ng/L）

を大きく下回っており、健康被害を与えるような汚染は

ないことを確認した。

また、葭川での追加調査により、PFOA は六方調整池

より上流に発生源があり、PFOS 及び PFHxS は六方調

整池から下流約 300 m までの範囲に発生源があると推測

された。

学会等発表

千葉市における降下ばいじん分析結果

岡本誓志 1、小倉洋 1、高梨義雄 2、平山雄一 1

(1 環境保健研究所、2 環境保全部環境規制課)

平成 27 年度全国環境研協議会関東甲信静支部

大気専門部会

要旨：降下ばいじんとは、大気中に存在する固体粒子が、

自重や雨により降下したものであり、発生源は工業活動

等の人工的なものから、土壌や堆積物の吹き上げ等の自

然的要因まで幅広く存在している。特に製鉄所等の金属

を扱う工場の周囲における降下ばいじん分析は、これま

でに多くの報告がされている。目に見える程度に粒子が

大きいものが多いことから、外壁や、室外に干した洗濯

物等に付着し、市民からの苦情が発生している。

千葉市では以下に示す環境目標値を掲げ、分析を行って

いる。

・月間値の年平均値が 10 t/km2/月を超えないこと。

・月間値が 20 t/km2/月を超える地点がないこと。

平成 20 年度から平成 26 年度までの 7 年間における、

降下ばいじん量、降下ばいじん試料中の溶解性成分、不

溶解性成分の解析結果より、溶解性降下ばいじんは測定

地域全体を覆う要因の寄与が大きく、局所的な要因によ

る寄与は小さいと考えられた。一方で、不溶解性降下ば

いじんは海岸から離れるとその構成成分比に差が出てく

ることから、局所的な要因による寄与が大きいと考えら

れた。特に不溶性降下ばいじんについて、この 7 年間で

不明成分の割合が増加していることから、炭素成分の分

析等を行うことで、発生源の解析、粉塵対策への一助と

なると考えられる。平成 27 年度より、測定地点を市内一

円に広げている。これに伴い、今後海岸からの距離に対

する成分比の比較等の解析を行っていく予定である。

広域的な大気汚染対策は重要である。一方、降下ばい

じん分析のように簡便で、測定地点近傍に由来する大気

汚染情況を把握できるという手法は、市民に密着した、

局所的な大気汚染対策を行っていくうえで重要であるこ

とから、今後も継続して調査を行う。
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学術誌発表

平成 26 年度浮遊粒子状物質合同調査報告書

関東における PM2.5 のキャラクタリゼーション

（第 7報）

岡本誓志、平山雄一

(環境保健研究所)

関東地方大気環境対策推進連絡会

浮遊粒子状物質調査会議

要旨：本浮遊粒子状物質調査会議では、広域的な課題で

ある微小粒子状物質（以下、PM2.5 という）に対する取

り組みの一環として、その汚染実態や発生源等を把握し、

今後の対策に資することを目的に、東京都、千葉県、埼

玉県、群馬県、静岡県、栃木県、長野県、神奈川県、茨

城県、山梨県の各都県及び横浜市、川崎市、相模原市、

千葉市、さいたま市、静岡市､浜松市の 1都 9県 7市が共

同して調査を行った。千葉市は無機元素成分濃度の解析

を行った。調査期間は平成 26 年の夏季コア期間（7 月

28日から 8月 6日）を含む 7月 23日から 8月 6日の 14

日間とした。特に 7月 23日から 26日は、調査地点ほぼ

全域で数日間 PM2.5濃度の日平均値が 35g/m3を越える

高濃度事象として、詳細に解析を行った。PM2.5 調査に

加え、一部自治体においてはフィルターパック法により

捕集される、二次生成粒子の主な前駆物質についての調

査も実施した。

調査期間における PM2.5 濃度の全地点平均値は、7 月

23 日が最大であり、27日に大きく減少した。29 日に濃

度が再度上昇したが、その後減少傾向が続き、8 月 4 日

が最低濃度となった。水溶性イオン成分は東京都、埼玉

県、神奈川県、静岡県（富士）で他の地域と比べて高か

った。有機炭素成分は沿岸部と内陸部で濃度の推移に違

いがあった。元素状炭素成分は地点により特異的な高濃

度が見られた。水溶性有機炭素成分は広域で同様の挙動

を示し、特に高濃度時に顕著であった。無機元素成分は、

関東地方を中心に濃度が高いが、地点毎に濃度の高い元

素が異なっていた。濃度変動は地域ごとに同じような推

移が見られたが、スパイク状の変動も多く見られた。高

濃度時には PM2.5濃度と Cu、Zn、Sb、Pbの間に強い相

関が見られ、自動車及び廃棄物焼却の影響が示唆された。

学術誌発表

第 5次酸性雨全国調査報告書(平成 26 年度)

岡本誓志、小倉洋、平山雄一

(環境保健研究所)

全国環境研協議会

酸性雨広域大気汚染調査研究部会

要旨：本調査は、日本全域における酸性沈着による汚染

実態を把握することを目的として平成 3 年度から実施さ

れている。平成 26 年度の調査には、全国環境研協議会

52機関が参加し、湿性沈着及び乾性沈着のモニタリング

を行い、酸性雨広域大気汚染調査研究部会がデータをと

りまとめ報告書を作成した。

千葉市は湿性沈着の通年モニタリングを行い、pH、電

気伝導度、硫酸イオン、硝酸イオン、塩素イオン、アン

モニウムイオン、ナトリウムイオン、カリウムイオン、

カルシウムイオン、マグネシウムイオンを測定した。
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そ の 他





千葉市環境保健研究所条例

平成 4 年 12 月 18 日条例第 52 号

(設置)

第 1 条 本市は、保健衛生及び環境に関する試験、検査、調査及び研究を行い、公

衆衛生の向上及び環境保全に寄与するため、次のとおり千葉市環境保健研究所

(以下「研究所」という。)を設置する。

名     称 位      置

千葉市環境保健研究所 千葉市美浜区幸町 1 丁目 3 番 9 号

(業務)

第 2 条 研究所は、次の業務を行う。

(1) 保健衛生及び環境に関する試験及び検査

(2) 保健衛生及び環境に関する調査及び研究

(3) 保健衛生及び環境に関する研修及び指導

(4) 公衆衛生情報の解析及び提供

(試験等の依頼)

第 3 条 本市に住所を有する者又は市内に事務所若しくは事業所を有する法人そ

の他の団体は、研究所に試験、検査、調査又は研究を依頼することができる。

2 市長が特別の理由があると認めたときは、前項に規定する者以外の者に対して

も、その依頼に応ずることができる。

(使用の許可)

第 4 条 研究所の設備を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならな

い。

(手数料等)

第 5 条 前 2 条の規定により研究所に試験、検査、調査若しくは研究を依頼する者

又は研究所の設備を使用する者は、手数料又は使用料を納付しなければならない。

2 前項の手数料の額は、健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 76 条第 2 項の規定

により厚生労働大臣が定めた算定方法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭

和 57 年法律第 80 号)第 71 条第 1 項の規定により厚生労働大臣が定めた基準によ

り算定した額の範囲内で規則で定める。

3 前項の規定によることができない手数料の額については、規則で定める。

4 第 1 項の使用料の額は、現に要する費用を基準として市長が別に定める。

(平成 6 条例 20・平成 12 条例 59・平成 14 条例 35・平成 20 条例 13・一部改正)
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(手数料等の納付時期)

第 6 条 手数料及び使用料は、これを前納しなければならない。ただし、市長が特

に必要があると認めたときは、この限りでない。

(手数料等の減免)

第 7 条 市長は、特に必要があると認めたときは、手数料及び使用料を減額し、又

は免除することができる。

(委任)

第 8 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成 5 年規則第 8 号で平成 5 年 3 月 8 日から施行)

附 則(平成 6 年 3 月 24 日条例第 20 号)

(施行期日)

1 この条例は、平成 6 年 4 月 1 日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千葉市職員医務室設置条例、千葉市療育センター設置

管理条例、千葉市病院事業の設置等に関する条例、千葉市保健所使用料及び手数

料条例、千葉市休日救急診療所条例及び千葉市環境保健研究所条例の規定は、こ

の条例の施行の日以後の診療等に係る使用料及び手数料について適用し、同日前

の診療等に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成 12 年 12 月 19 日条例第 59 号)

この条例は、平成 13 年 1 月 6 日から施行する。

附 則(平成 14 年 9 月 25 日条例第 35 号)

この条例は、平成 14 年 10 月 1 日から施行する。

附 則(平成 20 年 3 月 21 日条例第 14 号)

１ この条例は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。

－ 88 －



千葉市環境保健研究所条例施行規則

平成 5 年 3 月 5 日規則第 9 号

(趣旨)

第 1 条 この規則は、千葉市環境保健研究所条例(平成 4 年千葉市条例第 52 号。以

下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(試験等の依頼)

第 2 条 条例第 3 条の規定により、千葉市環境保健研究所(以下「研究所」という。)

に試験、検査、調査又は研究を依頼しようとする者は、千葉市環境保健研究所試

験等依頼書(様式第 1 号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可の申請)

第 3 条 条例第 4 条の規定により、研究所の設備を使用しようとする者は、千葉市

環境保健研究所設備使用申請書(様式第 2 号 )を市長に提出しなければならない。

(手数料の額)

第 4 条 条例第 5 条第 2 項の規定による手数料の額は、別表第 1 のとおりとする。

2 条例第 5 条第 3 項の規定による手数料の額は、別表第 2 のとおりとする。

(手数料等の減免)

第 5 条 条例第 7 条の規定により手数料及び使用料の額の減免を受けようとする者

は、手数料・使用料減免申請書(様式第 3 号 )を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を審査し、減額又は免除の可否を決定したときは、手数料・

使用料の減額・免除決定通知書(様式第 4 号 )により申請者に通知するものとす

る。

(平成 23 規則 22・一部改正)

附 則

この規則は、平成 5 年 3 月 8 日から施行する。

附 則(平成 5 年 11 月 26 日規則第 75 号)

この規則は、平成 5 年 12 月 1 日から施行する。

附 則(平成 6 年 3 月 31 日規則第 18 号)

この規則は、平成 6 年 4 月 1 日から施行する。

附 則(平成 10 年 3 月 23 日規則第 13 号)

この規則は、平成 10 年 4 月 1 日から施行する。

附 則(平成 12 年 12 月 28 日規則第 115 号)

この規則は、平成 13 年 1 月 6 日から施行する。
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附 則(平成 14 年 10 月 1 日規則第 49 号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成 16 年 3 月 26 日規則第 16 号)

この規則は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。

附 則(平成 20 年 3 月 26 日規則第 14 号)

この規則は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。

附 則(平成 21 年 3 月 30 日規則第 18 号)

この規則は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。

附 則(平成 23 年 3 月 30 日規則第 22 号)

1 この規則は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。

2 この規則による改正後の千葉市環境保健研究所条例施行規則別表第 2 の規定は、

この規則の施行の日以後の依頼に係る手数料について適用し、同日前の依頼に係る

手数料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行に際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、

当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

別表第 1 ～第 2（略）

様式第 1 号 ～様式第 4 号（略）
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